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第０章  計画策定にあたって 

１｜都市計画マスタープランとは 

（１） 都市計画マスタープランの法的位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2に規定されている「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」のことであり、市町村が定める都市計画※の最も基本となるものです。 

（２） 都市計画マスタープランの役割 

 

１ 

長期的なまちづくりの考え方を明確にするもの 

都市計画マスタープランは、将来目指すべきまちの姿を「将来都市像」として定め、その

実現に向けた長期的なまちづくり※の考え方を明らかにするものです。 

２ 
都市計画の決定・変更等の際の指針となるもの 

都市計画マスタープランは、市町村が行う個別具体の都市計画（土地利用・都市施設・市

街地開発事業・地区計画）の決定や変更の際の指針となります。 

３ 

まちづくりの担い手のための「まちづくりガイドライン」として活用されるもの 

都市計画マスタープランは、市民・事業者・行政など、まちづくりの担い手の連携のあり

方やまちづくりの進め方、また具体的な実現方策等を示した「まちづくりガイドライン」

として活用されるものです。 

 

 

 

 

 

（３） 都市計画マスタープランが見据える「将来」 

都市計画マスタープランは、概ね 20 年後の将来を見据えて策定します。なお、社会・経済情勢

等の大きな変化があった場合には、必要に応じて見直しを行います。 

  

※都市計画 

都市計画法に基づいて行われる整備、開発、保全のための施策や取組のこと。 

※まちづくり 

都市や地域の発展・振興を図るため、市民や住民も参画しながら行うさまざまな取組のこと。都市計画もまち

づくりの一つ。 

序章 
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２｜焼津市都市計画マスタープランの概要 

（１） 焼津市都市計画マスタープランの策定背景 

① 合併による「焼津市都市計画マスタープラン」の策定 

平成 20 年 11 月、旧焼津市と旧大井川町の合併により、新たな「焼津市」が誕生しました。以前、

旧焼津市では平成 13 年 9月に、旧大井川町では平成 15年 9月に、都市計画マスタープランを策定

していました。合併以降、新たな都市としてのまちづくりの考え方を明らかにする必要があったた

め、平成 28年３月に「焼津市都市計画マスタ-プラン」を策定しました。20年後の将来像を示す計

画であるため、計画期間は平成 28年度から令和 17 年度としました。 

② 社会情勢の変化に対応した都市計画マスタープランの改定 

計画策定から 10 年が経過し、人口減少・少子高齢化や激甚化する自然災害、新型コロナウイル

ス感染症拡大による生活様式の変化、デジタル社会の進展など焼津市を取り巻く社会情勢は大きく

変化しています。このような時代の変化に対応した将来都市像を描き、それに基づくまちづくりを

適切に進める必要があることから、計画の改定に至りました。なお、今回の改定は部分改定である

ため、計画期間は平成 28年度から令和 17 年度とし、当初計画から変更はありません。 
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（２） 焼津市都市計画マスタープランの位置づけ 

「焼津市都市計画マスタ-プラン」は、本市が策定する「総合計画」や「国土利用計画」、また静

岡県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」といった上位計画に即すとともに、

農業、交通、環境、防災など、関連する他分野の計画と整合・連携を図って策定しています。 
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（３） 焼津市都市計画マスタープランの構成 

新たな「焼津市都市計画マスタープラン」は、「全体構想」、「地域別構想」、「まちづくりの実現

に向けて」で構成しています。 

「全体構想」は、焼津市全体としてのまちづくりの基本的な考え方を、「地域別構想」は地域単

位でのまちづくりのきめ細かな考え方を示したものです。 

また、「まちづくりの実現に向けて」は、「全体構想」及び「地域別構想」に示したまちづくりを

実現するための考え方や、方策・方法などを示したものです。 

 

 



全体構想 

1 - 1 

第１章  全体構想 

１｜焼津市の現況 

焼津市を取り巻く社会情勢の変化 

（１） 人口減少・少子高齢化 

我が国では、全国的に人口減少、少子高齢化が進行しており、それに伴い、生産年齢人口が減

少している状況にあります。本市でも、平成後期以降は人口減少下にあり、市街地における人口

の低密度化が進みつつあり、低未利用地※の増加や都市機能※の低下等の影響を及ぼすことが懸念

されます。 

（２） 激甚化・頻発化する自然災害、想定しうる大規模地震の発生 

近年、全国的に気候変動の影響により、大規模な土砂災害や河川氾濫が多発しています。さら

に、大規模地震やそれに伴う津波による被害が想定されています。そのため、防災※インフラの整

備を進めるとともに、市民一人ひとりの防災※意識の向上や行政の危機管理体制の強化等、災害に

強い都市づくりを進めることが求められています。 

（３） 近年の生活様式の変化 

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、人々の働き方、社会経済構造、生活様式や

価値観等が大きく変化しました。このようなライフスタイルの変化に伴い、持続可能で快適な生

活の実現に向けた居心地の良い空間づくりや効率的で柔軟な都市経営等が求められています。 

（４） デジタル社会の進展 

情報処理や情報伝達の環境は、ICT 機器や AI 技術の発展により大きく変化しており、このよう

な変化は、今後ますます進んでいくことが予想されます。そのため、都市計画においてもスマー

トシティの推進や、公共交通における新たな交通手段の導入等により生活スタイルを改善するこ

とで、都市の利便性や持続可能性が向上し、様々な社会課題の解決につながることが期待されて

います。 

（５） ＳＤＧs・ゼロカーボンの実現に向けた対応 

温室効果ガス※の増加等により、気候変動や地球温暖化が進む中で、環境への負荷の少ない持続

可能なまちづくりを進めていく必要があります。気候変動への対応、生物多様性※の確保、人々の

健康と幸福（Well-being）の向上を図りながら、環境負荷の低減と環境に配慮したまちづくりを

進める必要があります。  
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現況整理結果を踏まえた今後のまちづくりにおける必要な対策や取組 

焼津市の現況および市民意識調査（本計画巻末の参考資料参照）を踏まえたまちづくりにおいて

必要な対策や取組を下記に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

焼津市の現況・課題 必要な対策や取組 

①人口・世帯数 
・ 人口は減少傾向であるが、社会増加の傾向にある 
・ 令和２年以降の高齢化率は 30％台 
・ 概ねの地域で世帯数が増加 
②産業 
・ 就業者数は減少傾向 
・ 就業者全体の 50％以上が第３次産業 
・ 近年の製造品出荷額は横ばいであり、商品販売額

は減少傾向にある 
・ 観光交流客数はコロナ禍以降８割程度回復傾向に

あるが、完全に回復していない 
③市街地の進展 
・ 市街地の拡散・低密度化 
・ 大規模小売店舗は市街地縁辺部や郊外に立地 
④交通 
・ 移動手段の大部分が自動車に依存 
・ 公共交通利用率が低い 
⑤防災※ 
・ 地震・津波対策の推進 
・ 流域治水の推進 
⑥環境 
・ 温室効果ガス※削減の取組推進 
⑦土地利用 
・ 都市計画区域の約４割、市街化調整区域※の約５割

が自然的土地利用 
・ 市街化区域※では約９割が都市的土地利用※ 
・ 市街化調整区域※の既存集落や主要道路沿いに宅

地と農地が混在 
⑧建物利用 
・ 市街化区域※では住宅用地が広範囲に分布 
・ 大規模な工業用地は西焼津駅の南側や大井川港周

辺等に分布 
⑨災害リスク 
・ 洪水発生時に浸水が想定されているエリアや、津

波や高潮の発生時に被害が想定されているエリア
がある 

・ 市の北部に土砂災害警戒区域の指定箇所がある 

●少子・高齢化の進展を踏まえた

居住環境の整備【①】 

●世帯数の増加に対する居住需要

の受け皿の確保【①・⑦・⑧】 

●雇用の創出や生産拠点を国内回

帰等の動向への対応【②・⑦・

⑧】 

●地域資源※を活かした交流人口

の拡大【②】 

●自動運転やデマンド交通等の新

たなモビリティの導入等によ

り、コンパクトシティの構築や

ウォーカブルな空間づくりの実

現【③・④】 

●公共交通の利便性向上 

【④】 

●激甚化・頻発化する自然災害へ

備えた、防災※対策の強化

【⑤・⑨】 

●環境負荷低減への取組の継続・

推進【⑥】 

現
況
整
理
結
果 

・ 災害への備えや交通の便に関する項目において
は、年々満足度が向上してはいるものの、不満に感
じている人も多い 

・ 自然環境や歴史・文化資源の豊かさ、住環境に関す
る項目においては、満足度が高い傾向にあるが、豊
富な地域資源※の維持管理や活用が十分でない 

●地震等の災害による被害の軽減 

●公共施設や公共交通サービスの

充実 

●豊かな自然環境や資源を活かし

たまちづくり 

市
民
意
識
調
査 

分析結果 必要な対策や取組
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２｜まちづくりの基本的考え方 

上記の考え方と前項の社会経済情勢の変化や焼津市の現況、上位関連計画（各計画の概要は本計

画の参考資料参照）を踏まえ、本市のまちづくりの基本的な考え方を、以下のように定めます。 

誰もが安心して生き生きと暮らせるまちづくり 

全国的な傾向と同様、少子高齢化が進行している本市

においては、減少するこどもや若者への対策と、増加す

る高齢者への対策を同時に進めることが必要になってい

ます。このため、本市では、若者や子育て世代、高齢者

をはじめ、誰もが安心して生き生きと暮らせるまちづく

りを進めます。 

具体的には、本市に居住する若者や子育て世代を留め

るとともに、市外の若者や子育て世代のＵターン※やＩ

ターン※を促進するため、安心してこどもを産み、育てることのできる魅力的な環境を創出します。

さらに、高齢者が安心して生きがいを持って暮らせるよう安全・安心な住環境や交通環境を創出す

るとともに、これまでに培ってきた知識・技術・経験を活かせる場づくり・機会づくりを進めま

す。 

また、若者、子育て世代、高齢者それぞれの生活を支える都市機能※を一定の地域に集約し、世代

間交流を深めながら、質の高いサービスを効率よく受けられる、歩いて健康に暮らすことのできる

まちづくりを進めます。 

活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづくり 

本市が将来にわたって持続するためには、地域経済の活性化が

必要です。このため、本市では、活力ある産業と活発な交流を生

み出すまちづくりを進めます。 

具体的には、企業誘致などにより新たな雇用の創出を図るとと

もに、焼津漁港・大井川港を有する海のまちとして、水産業を中

心とした地域資源※の掘り起しと焼津ブランドとしての確立、さら

なる高付加価値化によって、しごとをつくり、安定して働ける環

境を創出して、産業全体の活性化を図ります。 

さらに、東名高速道路焼津 IC・大井川焼津藤枝スマート IC※を

有し、富士山静岡空港にも近接した本市の広域的な立地優位性を

最大限に活かし、国内外から多くの観光客を呼び込むことで新し

い人の流れをつくり、交流によるにぎわいの創出を図ります。 

また、本市ならではの海の恵みや歴史・伝統的な地域資源※を有効に活かしながら、広域交通の玄

関口など一定の地域に交流を生み出す都市機能※を集約し、多くの人でにぎわうまちづくりを進めま

す。 

１ 

２ 
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環境にやさしいまちづくり 

近年、地球温暖化の進行や生物多様性※の危機など、地

球規模の環境問題が顕在化してきています。このような

中、本市が将来に向かってより良い環境を後世に継承し

ていくためには、再生可能エネルギー※・省エネルギー※

施設の普及促進や自然環境の保全が必要です。このため、

本市では、環境にやさしいまちづくりを進めます。 

具体的には、太陽光などの再生可能エネルギー※の地産

地消、省エネルギー※型ライフスタイルの推進、緑化推進

などの取組を進め、温室効果ガス※の発生が少ない低炭素

なまちづくりを目指します。 

また、海、川、山などの本市が有するかけがえのない自然環境の保全と、各拠点や生活に身近な

公園・緑地・親水空間※などのネットワーク化を図りながら、過度に自動車に依存せずに生活でき

るまちづくりを進めます。 

自然災害に強いまちづくり 

我が国は、地形・地質・気象などの自然的条件から、

地震、津波、台風、豪雨などによる自然災害が発生しや

すい国土となっています。本市は、15.5ｋｍの海岸線

と、市域を流下する一級河川大井川をはじめとした多く

の河川や、高草山を中心とした山間部など、多くの豊か

な自然に囲まれていますが、気候変動の影響による激甚

化・頻発化する自然災害や、想定しうる大規模地震に対

し、様々な対策を講じ自然災害に強いまちづくりを推進

します。具体的には、自然災害リスクの評価を適切に行い共有するとともに、これを踏まえた防災

※・減災※対策を推進します。「命を守る」「財産を守る」「生産活動を守る」考え方のもと、治水対策

においては、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者との協

働※により流域全体での治水対策を推進し、沿岸部における津波対策においては、ハード・ソフト両

面のさまざまな施策を展開することによって、浸水の軽減や、安全かつ迅速に避難できる体制を整

えます。さらに、災害が発生する前の平時から、災害発生後の迅速な復興に向けたプロセスを検討

する事前復興※まちづくりの取組を推進していきます。 

また、想定される災害リスクを的確に把握した上で、地域の特性に応じた防災※・減災※対策を図

るなど、安全・安心に生活できるまちづくりを進めます。  

３ 

４ 
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３｜まちづくりの実現に向けた課題と目標 

前項で定めたまちづくりの基本的考え方を踏まえ、まちづくりを進める上での課題と目標を示し

ます。また、都市計画マスタープランの基本となる 4 つの分野（土地利用・都市交通・都市環境・

都市防災※）に結びつけて、まちづくりの方針を整理します。 

 

① 誰もが安心して生き生きと暮らせるまちづくり に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題を踏まえたまちづくりの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 子どもや子育て世代が安心・健康に暮らせるまちづくりを進めます。 

② 高齢者や障害者が利用しやすく、安心・健康に暮らせるまちづくりを進めます。 

③ 自動運転や MaaS の活用等、誰もが多様な交通手段で移動できるまちづくりを進めます。 

④ 多様な暮らし方や働き方の実現に向けたまちづくりを進めます。 

 

❖分野別まちづくり方針へ反映する主な内容 

■土地利用 

 公共サービス機能や子育て支援機能、教育

機能、医療・福祉機能の適正配置 

 市街化区域※の宅地開発等による居住促進 

 市街化調整区域※における地区計画※の適

用等の検討 

〇人口減少社会における持続可能な都市づくり 

 少子高齢化の進展を踏まえ、都市機能※及び居住機能の誘導により、居住環境を整備する必要が

ある。 

 市民ニーズを踏まえて子育て世代や高齢者に向けた取組の充実を図る必要がある。 

〇近年の生活様式の変化 

 新型コロナウイルス感染症流行後の生活様式の変化やデジタル技術の発展に伴う生活様式の変

化へ対応した、暮らしの実現を図る必要がある。 

〇基盤整備による居住需要の受け皿の確保 

 世帯数の増加に対する居住需要の受け皿を確保する必要がある。 

 土地区画整理事業※実施済地区外の地域においても、住環境や生活利便性を高める必要がある。 

〇公共交通の利便性向上 

 自動運転や MaaS（複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・

決済等を一括で行うサービス）を活用した新たな移動手段の検討が必要である。 

〇道路や公園の整備促進 

 道路、公園等の整備を促進し、住みやすいまちをつくる必要がある。 

■都市交通 

 誰もが利用しやすい公共交通ネットワーク

づくり 

 自動運転や MaaSを活用した新たな移動手段

の検討 
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②活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづくり に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題を踏まえたまちづくりの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 中心市街地のにぎわい・交流を創出するまちづくりを進めます。 

② 地域に根付いた産業を活かした個性あるまちづくりを進めます。 

③ 地域固有の自然・歴史・文化を守り、活かしたまちづくりを進めます。 

④ 多種多様な業種での DX の取組を推進し、スマートシティを目指したまちづくりを進めます。 

⑤ 雇用の創出や生産拠点の国内回帰に対応したまちづくりを進めます。 

 

❖分野別まちづくり方針へ反映する主な内容 

■土地利用 

 中心市街地の空家・空き地

を有効活用したにぎわい

づくり 

 スマート IC※を活かした

新たな土地利用の検討 

 産業用地の確保の促進 

〇新たな産業用地の確保、職住近接の土地利用の促進 

 集約連携型都市構造の実現を目指す必要がある。 

 雇用の創出や生産拠点の国内回帰に対応するため、工業用地を確保する必要がある。 

 低未利用地※を有効活用したにぎわいや活力の創出を図る必要がある。 

〇デジタル技術の活用による地域課題の解決 

 地域産業の維持、発展を目的とした DXの取組（データやデジタル技術の積極的な活用）を促進す

る必要がある。 

 先進デジタル技術を活用した公共交通ネットワークの強化を図る必要がある。 

〇公共サービス機能の向上 

 公共交通の利便性向上や公共施設の充実を図る必要がある。 

■都市交通 

 交通結節点※の機能の維

持・充実 

 先進デジタル技術を活用

した公共交通ネットワー

クの強化 

■都市環境 

 焼津漁港・大井川港・駿河

湾の海岸線などの魅力を

活かしたまちづくり 

 豊かな地域資源※を活か

した拠点間連携による交

流人口の増加 
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③環境にやさしいまちづくり に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題を踏まえたまちづくりの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 豊かな水・緑を守り、環境負荷の小さいまちづくりを進めます。 

② 地域の特徴を活かした、個性的なまち並み・美しい風景を形成するまちづくりを進めます。 

③ きれいで衛生的な生活環境を創出するまちづくりを進めます。 

④ 豊かな地域資源※や景観の保全を目指したまちづくりを進めます。 

 

❖分野別まちづくり方針へ反映する主な内容 

〇ゼロカーボンシティに向けた取組をはじめとした環境負荷低減の取組の継続・推進 

 温室効果ガス※排出削減の対応をする必要がある。 

 ゼロカーボンシティに向けた取組をはじめ、環境負荷低減への取組を継続・推進し、地球環境の

保全に貢献する必要がある。 

〇公衆衛生や水質が維持・保全された誰もが健康で快適に暮らせるまちづくり 

 公共下水道計画の見直しに基づいた汚水処理を推進していく必要がある。 

〇焼津市の地域資源※を活かしたまちづくり 

 豊かな自然等の地域資源※を活かしたまちづくりを目指す必要がある。 

 地域資源※を活かし、交流人口の拡大につなげる必要がある。 

 焼津市らしい景観や風景を保全していく必要がある。 

■都市交通 

 水辺や歴史文化資源などを結ぶ自転車・歩行

者空間の創出とネットワークづくり 

■都市環境 

 景観計画※による総合的な景観の保全・形成

 焼津漁港・大井川港・駿河湾の海岸線などの

魅力を活かしたまちづくり 

 市民協働※による温室効果ガス※排出量の削

減 

 公共下水道と合併処理浄化槽等、地域に合

った適切な汚水処理の推進 
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④自然災害に強いまちづくり に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題を踏まえたまちづくりの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 地震・津波、水害などの自然災害に強いまちづくりを進めます。 

② 災害時の避難や防災※活動が円滑に行えるまちづくりを進めます。 

③ デジタル技術やオープンデータを活用し市民の防災※意識の向上を図るためのまちづくりの取組

を進めます。 

④ 激甚化・頻発化する自然災害への対策として事前復興※まちづくりの取組を進めます。 

 

❖分野別まちづくり方針へ反映する主な内容 

〇激甚化・頻発化する自然災害、想定しうる大規模地震への対応 

 激甚化・頻発化する自然災害や想定される地震・津波被害の軽減に向けた対策を強化する必要が

ある。 

 防災※対策・防災※情報の提供・避難支援の強化が必要である。 

 災害リスク情報の見える化が必要である。 

〇被災後の早期復旧に向けた対応 

 平時から災害が発生した時を想定し、復興に向けた準備を行う必要がある。 

 災害発生時の防災※活動の強化が必要である。 

■都市防災※ 

 「焼津市国土強靭化地域計画」に基づく自然災害への対策強化 

 「焼津市津波防災※地域づくり推進計画」に基づく地震・津波対策 

 水害の防止・軽減を図るための総合的な治水対策※・流域治水対策の取組の推進 

 地域の実状に応じた防災※拠点、避難場所の適正配置 

 防災※地図やハザードマップ※等の活用と実効性の高い防災※訓練の実施 

 復興まちづくりのプロセスを検討する事前復興※まちづくり計画の策定 

 オープンデータを活用した災害リスクの周知の徹底 
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４｜分野別まちづくり方針 

分野別まちづくり方針は、土地利用、都市交通、都市環境、都市防災※の各分野におけるまちづく

りの基本的な考え方を整理したものです。 

本市では、「まちづくりの実現に向けた目標」を踏まえ、各分野について、特に下記の取組を重点

的に推進していきます。 

（１） 土地利用の基本方針 

【基本的な考え方】 

 「コンパクト+ネットワーク」を実現するため、本市では、区域区分※制度により、都市的土地

利用※と自然的土地利用が調和した、秩序ある土地利用誘導を進めます。特に都市拠点では、

市民や観光客等の利便性を高めるため、商業・業務・居住などの主要な都市機能※を適切に誘

導する土地利用を推進していきます。また、地域の生活利便性や教育環境の維持・確保を図る

ため、「焼津市公共施設等総合管理計画※」や「焼津市こども・若者スマイルプラン（焼津市こ

ども計画※」等との整合を図り、公共サービス機能や子育て支援機能、教育機能、医療・福祉

機能等の適正な立地と維持管理を推進していきます。 

 雇用の創出や生産拠点の国内回帰に対応するため、産業用地の確保や低未利用地※の活用によ

る企業誘致を促進するとともに、漁港都市を象徴する都市構造の優位性を活かした特色あるま

ちづくりを推進します。 

 各拠点において、車中心から人中心のウォーカブルな空間へと転換を図ることで、滞在快適性

の向上を実現するため、土地の高度利用や都市機能※の更新を促進し、エリア全体の価値の向

上を推進します。 

 市街化区域※では、市街地の特性に応じた健全かつ機能的な土地利用を実現するため、用途地

域※等の地域地区※の適切な運用を図るとともに、魅力的なまちづくりを実現するため、地区計

画※等の制度の活用も検討していきます。また、住宅地など新たな宅地の開発にあたっては、

分譲地の流通促進を図るとともに、空き家や空地等、低未利用地※の活用を優先し、民間活力
※を活かした宅地開発事業などにより、良好な住環境を創出していきます。 

 市街化調整区域※では、現在の良好な住環境や営農環境、自然環境の保全を図ります。また、

「市街化調整区域※の地区計画※の適用についての基本的な方針※」や条例等の活用により、地

域活力の維持・向上を図ります。また、防災※・減災※の観点からもハザードを考慮するなど持

続可能なまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

  

※焼津市公共施設等総合管理計画（令和４年３月改訂） 

公共施設等（公共建築物や道路等インフラ施設）の総合的かつ計画的な管理・利用最適化を推進するために策

定された計画。 

※焼津市こども・若者スマイルプラン（焼津市こども計画）（令和７年３月策定） 

「こども基本法」に基づき、「多様な体験活動や居場所の提供」、「幼児期の教育・保育の質の維持・向上」、「地

域の子育て支援体制の充実」などの取組を推進するために策定された計画。 

※市街化調整区域※の地区計画※適用についての基本的な方針 

市街化調整区域※において地区計画※を適用するにあたっての、市町村の基本的な考え方や手順等について示

した方針。 
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市街化区域※における土地利用の方針 

 本市では、人口密度の低下が進行しており、空家や空き地といった低未利用空間の増加や、

生活利便施設をはじめとする都市機能※の低下が、市民生活へ大きな影響を及ぼすことが懸念

されています。このような状況に対応するため、人口減少や少子高齢化が進む社会に適応し

た健全な都市経営を目指し、持続可能なまちづくりを推進します。特に、生活利便性の高い

市街地の形成や、各地域の拠点を中心に据えたまちづくりを連携させ、効率的な都市構造の

構築を進めていきます。 

<住居系土地利用> 

 空き家・空き地等の低未利用地※は貴重な資源として有効活用を図ります。空き家について

は、適正管理を啓発しつつ、相談体制の充実や空き家バンクを活用した所有者と購入希望者

のマッチングによる流通を促進します。 

 周辺地域の住環境の向上、地域コミュニティの発展に寄与できるような地域福祉や観光交流

などへの利活用を進めるとともに、利活用に向けた既存住宅の耐震改修やリフォーム等を支

援します。 

 新たな低未利用地※の発生を抑制するとともに、既にある低未利用地※については適切な維持

管理や利活用を促進することで、日常的に管理が行われない土地の増加による治安・景観の

悪化等を防止します。 

■低層住宅専用地 

 港地域の南部等は、周辺環境と調和した、ゆとりと落ち着きのある良好な低層住宅専用地と

しての住環境を維持します。 

■中高層住宅専用地 

 中心商業・業務地周辺の住宅地や、主要な幹線道路※の沿道後背住宅地等は、防災※性や生活

利便性を備えた、ゆとりと落ち着きのある良好な中層住宅専用地としての住環境を維持しま

す。 

■一般住宅地 

 低層及び中高層住宅専用地以外の住宅地を一般住宅地として位置づけ、良好な住環境の維

持、創出を図ります。 

<商業系土地利用> 

■中心商業・業務地 

 焼津駅周辺一帯のまちなかにおいては、さまざまな人の交流によるにぎわいのある商業・業

務地を形成するため、市民や観光客等のニーズに対応し、地域固有の資源や空き家・空き地

等を活用しながら、新たな都市機能※の誘導も検討していく、市の玄関口にふさわしい魅力的

なまちづくりをします。 

 定住人口の増加によるまちの活力創出を図るため、民間活力※等の導入により、多様な世帯に

対応した良質な住宅の供給を促進するとともに、安全・快適な住環境を創出するための市街

地環境整備を推進します。 

 焼津駅周辺においては、市街地開発事業等による敷地等の共同化を図り、医療、福祉、商業

等の各都市機能※と居住機能を配置し、交通利便性の良さを活かした複合施設の整備を推進し



全体構想 

1 - 11 

ます。また、土地の高度利用や都市機能※の更新、多様な世代の人々による暮らし、集い、交

流を促進する各種機能の誘導により、にぎわいの創出を図ります。 

 低未利用地※の利用転換を促しつつ、地域における身近なオープンスペースの創出等の有効活

用に繋るとともに、車中心から人中心の空間へと転換を図ることでウォーカブルなまちなか

を形成する等、滞在快適性の向上や居心地がよく歩きたくなるまちづくりの推進により、地

域の魅力向上を図ります。 

 焼津駅周辺市街地と焼津漁港が隣接する都市構造の優位性を活かし、特色あるまちづくりの

推進と周遊性を高めたエリア全体の価値の向上を目指し、交流人口、定住人口の拡大を図

り、漁港振興と一体となったまちづくりを推進します。 

■生活商業地 

 西焼津駅周辺市街地や市域中部の市街地においては、民間活力※等の導入により、多様な世帯

に対応した都市機能※や居住機能の適正な立地を促進するとともに、地域住民の生活利便性を

より高めるため、商業・業務など生活に必要な機能を適切に誘導する土地利用を推進しま

す。 

■沿道サービス地 

 国道 150 号、（都）焼津広幡線、（都）焼津駅道原線、（都）鰯ヶ島八楠線、（都）焼津下小田

線などの幹線道路※沿道については、道路交通利便性を活かした商業・業務施設等が立地する

沿道サービス地として利用し、周辺の住宅地等と調和した沿道環境の形成を図ります。 

<工業系土地利用> 

■工業地 

 東益津地域や豊田地域の一部、また大井川左岸に位置する工業地では、良好な操業環境を維

持するとともに、緑化等により、周辺の住環境や自然環境と共生できる工業地を形成しま

す。 

 大井川港では、背後の工業地の機能を維持し、港湾と一体となった物流・生産機能等の集積

を促進します。 

■流通業務地 

 焼津漁港では、土地利用計画に基づき各種施設の立地を促進します。 

 東名高速道路焼津 IC 周辺においては、住宅及び商業との共存を進めながら流通業務地の形成

を図ります。 
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市街化調整区域※における土地利用の方針 

 市では、これまで市街化区域は用途地域の設定・規制により適正な都市機能と良好な都市環

境を有するまちづくりを進めてきましたが、雇用の創出や産業立地のニーズに対応するため

の適地が不足している状況となっており、地域経済の安定と更なる発展及び、地域のにぎわ

いを創出し、将来にわたり持続可能な行政運営を行っていくためには、市街化区域※だけでは

なく市域全体で対応を検討します。 

市街化調整区域※については、今後も引き続き自然環境や営農環境の維持・保全を図ることを

基本としつつ、産業振興に資する計画的な土地利用を適切に図っていくため、高速道路の IC

や幹線道路※の近傍など地域経済の発展に寄与する合理的な地理的優位性を活かし、災害リス

クの抑制、交通インフラとの接続性などを総合的に考慮したうえで、以下に示す秩序ある土

地利用を誘導・規制していきます。 

■自然環境保全・活用地 

 良好な自然環境を有している高草山周辺の緑豊かな山林や、駿河湾沿岸部の自然地は、今後

も保全しながら、市民や観光客のレクリエーション等の場として活用していきます。 

■田園集落地 

 在来集落として生活圏が形成されている既存集落や、宗高中央地区、上小杉住宅団地などの

計画的に開発された住宅地などについては、今後も周辺の自然環境との調和・共生に留意し

ながら、良好な住環境を維持します。 

 遊休農地については、無秩序な宅地開発や土地利用、荒廃化を防止するため、農地としての

利用のほか、地域にふさわしい新たな活用方法について検討していきます。 

 

■環境共生型工業地 

 水産加工センター、水産流通加工団地や高新田第１・２工業団地など、計画的に開発された

一団の工業地や工業団地、または中小工場が既に集団化している地区の周辺においては、周

辺の自然環境との調和・共生に留意しながら、良好な操業環境を維持します。 

■市街地環境整備検討地 

 市街地に隣接する越後島地区周辺においては、東名高速道路焼津 IC直近の交通利便性を活か

し、周辺の自然環境や営農環境との調和・共生に留意しながら、工業系・流通業務系土地利

用など、本市の活力を高めるための土地利用を検討していきます。 

■新たな土地利用検討ゾーン 

 大井川焼津藤枝スマート IC※周辺産業・観光交流拠点と大井川生活交流拠点とを結ぶ幹線道路
※の沿道一帯や、大井川港周辺産業・観光交流拠点から延びる幹線道路※の沿道一帯において

は、周辺の自然環境や営農環境との調和・共生に留意しながら、雇用創出などの経済効果を

生み、地域の活力を高める新たな土地利用について検討していきます。 
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（２） 都市交通の基本方針 

【基本的な考え方】 

 「コンパクト+ネットワーク」を実現するため、本市では、「パーソントリップ調査（静岡中部

都市圏総合都市交通体系調査）」に基づき県が策定した「都市交通マスタープラン」を踏まえ

た上で、公共交通と自動車交通を上手に使い分けることができる利便性の高い交通体系を構築

します。特に都市拠点及び生活交流拠点においては、交通機関相互の乗り換え・乗り継ぎ利便

性を高め、交通結節点※としての機能の維持・充実を図っていきます。 

 道路交通ネットワークについては、街路樹や歩道の設置による「にぎわい」の創出や災害時の

避難路や緊急物資の輸送路としての役割にも配慮しながら、道路の段階構成※を明らかにした

上で、道路種別に応じた機能を確保するための整備及び維持管理を適切に進めていきます。 

 なお、都市計画道路※については、「焼津市都市計画道路※見直しマニュアル」に基づきつつ、

将来の都市構造、土地利用及び交通需要を勘案しながら、路線・区間の変更または廃止につい

て、適切に検討していきます。 

 公共交通ネットワークについては、市民や観光客がバスなどの公共交通を気軽に利用でき、過

度に自動車に依存しなくても生活することができるよう、駅等の交通結節点※の機能及び利便

性の充実を図るとともに、拠点と拠点、拠点と地域とを結ぶ、地域の実状に合った最適な公共

交通サービスの提供に努めます。 

 「地域公共交通計画」および「立地適正化計画※」に基づく公共交通施策を推進し、多極地域

連携型都市構造を構築するとともに、先進デジタル技術を活用するなど、移動しやすい快適な

公共交通ネットワークの強化を図り、利便性の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※焼津市地域公共交通計画（令和６年６月策定） 

公共交通の現状整理や利用状況等を分析することで、本市における公共交通の目指すべき役割を明確化し、前

身の計画である「焼津市地域公共交通網形成計画」における方針や取組を継続しながら、将来のまちづくりと

連携した望ましい公共交通ネットワークのあり方を示すために策定された計画。 

※焼津市立地適正化計画（令和６年３月策定） 

人口減少・少子高齢化が進展する社会であっても、都市の持続性を維持するため、駅や市役所といった都市の

中心拠点や生活拠点へ、市民生活に必要な病院、商業施設などの都市機能※を集め、居住をその周辺や利便性

が高い公共交通沿線に緩やかに誘導し、「人・もの」が集積された拠点と公共交通ネットワークが連携した都

市構造（多極地域連携型都市構造）の構築を目指すために策定された計画。 
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道路交通ネットワークの整備方針 

 都市計画道路※などの各拠点を結ぶ、利便性が高い道路ネットワークの維持・強化に向けて、

各種調査等による将来需要予測等からその必要性を検証し、計画的な道路整備を推進してい

くとともに、各道路施設の長寿命化を図りつつ適切な維持管理による良好な道路環境の保全

に取り組みます。 

■高規格幹線道路※ 

 国土軸※を形成する東名高速道路を有効に活用し、生活交流、観光交流、物流など、多様な利

用を促進していきます。 

■主要幹線道路※ 

 広域の都市圏及び隣接都市との円滑な移動を可能にするため、（都）志太東幹線を計画的に整

備するとともに、適正な維持管理を行います。 

■幹線道路※ 

 主要幹線道路※を補完し、隣接都市及び市内の円滑な移動を可能にするため、（都）焼津広幡

線や（都）小川島田幹線などの都市計画道路※等の幹線道路※を計画的に整備するとともに、

適正な維持管理を行います。 

■補助幹線道路※ 

 幹線道路※を補完し、市内の円滑な移動を可能にするため、（都）豊田南線などの都市計画道

路※等を計画的に整備するとともに、適正な維持管理を行います。 

■生活道路 

 最寄りの幹線道路へのアクセスをより円滑にし、災害時において安全な避難を実現するた

め、高齢者や障害者、自転車などが安全に通行できる生活道路の整備または維持管理を行い

ます。 

公共交通ネットワークの整備方針 

 路線バスや自主運行バスは、利用者の需要や地域のニーズに合わせた路線網の再編や運行頻

度の適正化を図ります。また、新たな交通手段として、デマンドタクシー等について検討して

いきます。 

 焼津駅周辺都市拠点、西焼津駅周辺生活交流拠点、市域中部生活交流拠点及び大井川生活交

流拠点では、公共交通と自動車・自転車交通の乗り換え利便性や公共交通の乗り継ぎ利便性

を高めるとともに、拠点間を結ぶシャトル便構想や拠点と居住エリアとを結ぶ新たな交通ネ

ットワークを検討していきます。 

 バス路線への居住の誘導や、交通事業者、地域住民、行政の協働※による利用促進や利便性の

向上を図るとともに、さらなる、路線の強化と維持を図ります。 

 基幹バス路線沿線のバス停周辺や交通結節点※の市立総合病院、大井川庁舎周辺で公有地、私

有地を利用したパーク＆ライド、サイクル＆ライドを推進し、公共交通機関の利用促進と利

便性向上を図ります。 

 自動運転やデマンドタクシー等の MaaS を活用した取組の導入については、他都市で実施され

ている社会実験の効果・検証状況を調査しつつ、将来的な社会実装に向けた本市の課題等を

整理し、必要に応じて、社会実験等を実施しながら交通事業者等と協働※で研究を進めます。 

 高齢者の移動手段としての利用や観光拠点内の周遊に資するデマンドタクシー等の新たなモ

ビリティの導入を検討します。 
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自転車・歩行者空間の整備方針 

 市民や観光客等、さまざまな人が訪れる中心市街地では、徒歩や自転車による移動の安全

性・回遊性を高めるため、ユニバーサルデザイン※を導入した、安全・安心で快適に通行でき

る自転車・歩行者空間づくりを進めます。 

 健康づくりや環境負荷軽減の観点から、ウォーカブルな空間を確保するとともに、各拠点や生

活に身近な公園・緑地・親水空間※などを結ぶネットワークづくりを進めます。 

 観光利用や生活利用としてのシェアサイクル事業について官民連携による導入を検討してい

きます。 

その他交通施設の整備方針 

■駅前広場 

 焼津駅及び西焼津駅の駅前広場については、市民や来訪者が安全・快適に利用できるよう、

適切に維持管理を行います。 

 焼津駅周辺においては、機能強化による利便性向上とともに周辺のまちづくりと連携した魅

力あふれるにぎわいの中心地として、本市の玄関口にふさわしい駅舎と駅前広場の再編に取

り組みます。 

■自動車駐車場・自転車駐車場 

 公共交通と自動車・自転車交通の乗り換え利便性の向上を図るため、焼津駅周辺都市拠点、

西焼津駅周辺生活交流拠点、市域中部生活交流拠点及び大井川生活交流拠点において、自動

車駐車場・自転車駐車場の整備または適切な維持管理を行います   
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（３） 都市環境の基本方針 

【基本的な考え方】 

 高草山の山林、広大な駿河湾やそこに流れ込む大井川など、本市が誇る豊かな水・緑の自然環

境の保全と、これらと調和・共生した都市環境の維持と創出を図ります。また、歩いて健康に

暮らせるまちづくりを実現するため、公園や緑地、水辺などを結ぶ歩行者ネットワークの形成

を図ります。 

 「焼津市みどり緑の基本計画※」により、緑の維持・創出に係る総合的な取組を推進していき

ます。 

 市民・事業者・行政の協働※により二酸化炭素等温室効果ガス※排出量の削減を図り、環境にや

さしいまちづくりを進めます。 

 焼津市の魅力を最大限にアピールするとともに、市民生活の豊かさや、市民・観光客等による

にぎわいを演出するため、「焼津市景観計画※」により、総合的な景観保全・景観形成の取組を

推進していきます。また、地区単位の魅力的なまちづくりを実現するため、地区計画※等の制

度の活用も検討していきます。 

 高草山、駿河湾、河川、田園など、豊かな水・緑の景観を積極的に保全し、これに調和した市

街地景観や集落地景観の保全・形成を図るとともに、本市の顔となる焼津駅周辺などの都市拠

点や、焼津漁港周辺の産業・観光交流拠点では、魅力的なまち並み景観の形成を図ります。 

 公園等の身近な自然環境を保全するために、民間活力※を活用した都市公園の整備や既存公園

の再整備を進めます。 

 供給・処理施設の長寿命化により施設の健全性を高め、一層の基盤強化を図ります。 

 自然環境が本来持つ多様な機能を活かし、地域課題に対応していくため、自然の力を取り入れ

て都市環境の質を高める「グリーンインフラ」等の取組を検討していきます。 

 

 

 

  

※焼津市みどりの基本計画（平成 31 年３月策定） 

都市緑地法第 4 条に規定された、「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のこと。都市公園の整備や

緑地の確保、緑化推進の方針等について定めるために策定された計画。 
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水・緑の環境整備とネットワーク化の方針 

<都市公園等> 

 魅力あるみどりの形成に向けて、民間活力※を活用した都市公園の整備と既存都市公園の再整

備、施設の長寿命化を進めるとともに、指定管理者制度を活用するなど、適切な管理・運

営・活用による地域に愛される魅力的な都市公園を創出していきます。 

■住区基幹公園※ 

 都市計画公園や整備計画が進行している都市公園の整備を進めるとともに、地区人口が増加

傾向であり、公園が不足する地区等においては新たな公園づくりに取り組みます 

■都市基幹公園※ 

 総合公園※である（都）石津浜公園、運動公園※である焼津市大井川河川敷運動公園の適切な

維持管理を行います。 

■その他の公園 

 沿道緑地や自然生態観察公園、憩い空間となる都市緑地など、地域のさまざまな資源の利活用

や緑化の充実を図り、地域住民の身近な公園・広場の確保に努めます。 

<緑地> 

■自然緑地 

 高草山周辺の山林を適切に保全・管理するとともに、レクリエーション等の場として利活用

を促進します。 

■生活に身近な緑地 

 生活に身近な緑の創出を図るため、宅地等における緑化を促進します。 

 市街地において緑地の機能の維持増進を図るため、樹木の更新等による緑地の再生・整備を

推進します。 

<海の魅力を活かしたまちづくり> 

 焼津漁港や大井川港、駿河湾の海岸線など、海の魅力を活かしたまちづくりを進めます。 

<水と緑のネットワーク> 

 大井川、朝比奈川、瀬戸川、黒石川、栃山川などの河川沿いでは、貴重な緑の保全を図ると

ともに、個性豊かな水と緑の拠点の保全・整備を推進します。 

 市街地内の緑地空間及び点在する歴史文化資源を取り込んだ、うるおいのある自転車・歩行

者空間を創出するとともに、これらを相互に結ぶネットワークづくりを進めます。 

 大井川港周辺から潮風グリーンウォーク、大井川防災※広場までの範囲のネットワークの強化

を図ることで、緑と水辺を活かした住民や観光客の新たな交流を促進します。 
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供給・処理施設の整備等に関する方針 

 公共下水道整備地区については、河川や水路等の公共用水域の水質改善を図るため、宅内か

ら下水道管への接続を推進するとともに、良好な都市環境を維持するため、下水道施設の計

画的な更新を推進します。また、施設の更新にあたり、管理更新を一体的にマネジメント

し、効率的な事業運営手法を検討します。 

 公共下水道未整備地区については、現行の公共下水道全体計画に基づく計画的な整備を基本

としますが、整備の着手または完了に相当の期間を要すると判断される場合は、地区の実情

を踏まえながら、合理的判断に基づき生活排水処理を集合処理から個別処理（合併処理浄化

槽）に転換します。 

 公共下水道事業の計画区域外では、快適で衛生的な都市環境の創出と、公共用水域の水質改

善を図るため、コミュニティプラントの計画的な更新や合併処理浄化槽などによる生活雑排

水の適切な処理を推進します。 

 一色地区の一色清掃工場は、建設後長期間が経過し施設の老朽化が進んでいるため、志太広

域事務組合により藤枝市高柳地区の高柳清掃工場及び藤枝市岡部町内谷地区のリサイクルセ

ンターと合わせて廃止され、各施設の機能を集約した新たな施設として、（仮称）クリーンセ

ンターが藤枝市仮宿・高田地区に整備されます。 

 取水施設や導送水管及び、災害拠点病院、避難所、防災※拠点などの重要施設に接続する上下

水道管路の一体的な耐震化を推進します。 

 人口減少や土地利用の変化等に合わせた水道施設の統廃合の検討および老朽化した水道管や

取水施設等の計画的な更新を進めるとともに、災害時にも安定した水供給が可能な体制づく

りを推進します。 

環境にやさしいまちづくりの方針 

 地球温暖化の防止と都市の脱炭素化を進めるため、徒歩や自転車、公共交通の利用を促進し

ます。 

 石油やガス、電力等の省エネルギー※化を促進して、限りある資源を有効活用するとともに、

太陽光等の新エネルギーの活用を促進します。 

 廃棄物の発生を抑制するとともに、資源の再使用・再生利用を図る３Ｒ（Reduce、Reuse、

Recycle）の取組を促進します。 
  



全体構想 

1 - 21 

良好な景観の保全・形成の方針 

<自然的・歴史的景観の保全・形成> 

■自然的景観 

 富士山や駿河湾を望む眺望点を形成するとともに、これらの良好な眺望景観を保全していき

ます。 

 高草山は、都市に憩いとやすらぎをもたらす重要な自然景観であるとともに、市街地の美し

い背景となっていることから、積極的な景観保全を図ります。 

 田園集落地における営農風景など、農地の良好な景観を今後も保全していきます。市街化調

整区域※において土地利用を行う際には、周辺の農地や田園風景との調和を図り、良好な景観

形成に配慮した取組を推進していきます。 

 瀬戸川や栃山川などの河川周辺では、周辺環境と調和したうるおいのある水辺景観の形成を

図ります。 

■歴史的景観 

 重要伝統的建造物群保存地区※に指定されている花沢の里など、歴史的景観資源は地域の財産

として次代へ継承していけるよう、積極的な保全・修復を促進します。 

■景観計画※ 

 本市の良好な景観の保全・活用を図るため、焼津市景観計画※に示された景観づくりに関する

基本的な考えかたや景観誘導のルールに基づき、良好な景観形成に向けた取組を推進してい

きます。 

 景観まちづくり重点地区に指定されている地区では、建築物等のきめ細かな規制誘導を図

り、長期的な視点で焼津らしい景観地の保全を図るための取組を推進していきます。 

<魅力的なまち並み景観の形成> 

■焼津市を象徴するまち並み景観の形成 

 本市の玄関口であり、市民をはじめ多くの来訪者が集う焼津駅周辺の市街地では、にぎわい

を演出するとともに、都市の核として風格のある魅力的なまち並み景観を形成するため、建

築物や屋外広告物等を適切に誘導します。 

 焼津漁港や大井川港周辺の市街地では、本市の代表的な地域資源※である海との関わりを演出

するとともに、活気のある魅力的なまち並み景観の形成を図ります。 

■住居系まち並み景観の形成 

 ゆとりとうるおいのある住宅地景観を形成するため、住宅地内の緑化の促進や緑地の保全を

図ります。 

 市街化区域※の縁辺部で開発された住宅団地において点在する空き地に関しては、近隣住民に

よる土地取得の斡旋や、公共施設や緑地などの公共空間としての活用を検討し、ゆとりある

居住環境の形成を図ります。 

■商業系まち並み景観の形成 

 商店街等の楽しさ・にぎわいがある景観づくりを進めるため、地域の個性を商店街のまち並

みに取り入れるとともに、屋外広告物等を適切に誘導します。 
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■工業系まち並み景観の形成 

 市街地の中に位置する一団の工業地においては、まちと工業地が調和した景観を創出するた

め、事業者の理解と協力を得ながら、工場の緑化や形態・色彩に配慮した施設整備を促進し

ます。 

 田園集落地の中に位置する水産加工センター、水産流通加工団地や高新田第１・２工業団地

などでは、周辺の緑豊かな自然的環境と調和する工業団地として維持します。 

 

緑のもつ機能を活かした整備方針 

 気候変動への対応や生物多様性※の確保、Well-being の向上の社会情勢に対応するため、都市

緑地が持つ多様な機能を最大限に活用し、環境に配慮した都市構造への転換を目指します。

これらを通じて、まちづくりにおける環境負荷の低減に向けた具体的な取り組みを検討して

いきます。 

 区域の特性を活かしながら、生物多様性※の保全、良好な景観の形成、気候変動への対応など

自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力あるまちづくりを進めるため、グリ

ーンインフラの取組を検討します。 
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（４） 都市防災※の基本方針 

【基本的な考え方】 

 東日本大震災など、大規模自然災害による教訓を踏まえ、地震、津波及び水害などの自然災害

に強いまちづくりを目指します。 

 「焼津市国土強靭化地域計画※」に基づき、あらゆる災害リスクを見据えつつ、平時から大規

模自然災害に対する備えを行い、災害により重要な機能が機能不全に陥らない「強さ」と、迅

速な復旧・復興を可能とする「しなやかさ」を持つ地域づくりを進めていきます。 

 地震・津波に対しては「焼津市津波防災※地域づくり推進計画※」に基づき、ハード・ソフト両

面の施策を組み合わせた「多重防御」の発想による地震・津波災害に強いまちづくりを進めて

いきます。発生頻度が比較的高いレベル１の地震・津波による対策では、想定される津波を防

御できる高さを確保した海岸保全施設等のハード施設の整備を促進します。発生頻度が極めて

低い最大クラスのレベル２の地震・津波による対策では、減災※効果を発揮する粘り強い構造

への改良を促進するとともに、迅速かつ円滑に避難できる、警戒避難体制の整備を推進します。

 水災害に対しては、河川改修等のハード対策に加え、集水域から氾濫域にわたる流域全体に関

わる関係者が協働※して水災害対策を行う流域治水の考え方に基づいた、被害の防止・軽減を

図るためのソフト対策も強化することで、総合的な治水対策※を推進します。 

 災害予防と災害発生時の応急対策、復興対策等の総合的な計画である「焼津市地域防災※計画
※」に基づき防災※・減災※対策に取り組み、災害対応力を向上します。 

 市民・事業者・行政の協働※により、災害による被害の軽減を図る減災※対策を推進するととも

に、大規模な自然災害により市街地等が被災する場合を想定し、地域の特性に応じた復興対策

を事前に検討・準備する「事前復興※」の取組を検討していきます。 

 「立地適正化計画【防災※・減災※まちづくり計画編】※」に基づき、既に実施している様々な

防災※・減災※対策に加え、立地適正化計画が目指すまちづくりと連動したハード・ソフトの取

組による居住地のさらなる安全性を高めるための防災※・減災※まちづくりに取り組みます。ま

た、様々な取組とその対策効果を検証しつつ、残存する災害リスクや最新の災害リスクを継続

的に把握し、必要な取組を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※焼津市国土強靭化地域計画（令和６年６月改定） 

令和２年 12 月に改正された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災※・減災※等に資する国土強靱

化基本法」に基づき、本市における国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計

画として策定された計画。 

※焼津市津波防災※地域づくり推進計画（令和７年２月改訂） 

津波による災害の防止・軽減を図り、将来にわたって安心して暮らすことのできる地域づくりを総合的に推進

するため、平成 23 年 12 月に制定された「津波防災※地域づくりに関する法律」に基づいて国、県、市の連携・

協力のもとで策定された計画。 

※焼津市地域防災※計画 

災害発生時の応急対策や復旧など、災害に係わる事務・業務に関して総合的に定めるために策定された計画。

※焼津市立地適正化計画【防災※・減災※まちづくり計画編】（令和６年３月改訂） 

令和２年６月の都市再生特別措置法の改正に伴い、立地適正化計画において定めることが規定された「居住誘

導区域にあっては住宅の、都市機能※誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立地の誘導を図るための都市の

防災※に関する機能の確保に関する指針（防災※指針）」。 
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防災※・減災※対策に関する方針 

■地震・津波に対する備え 

 生命を守るため、耐震性の劣る建築物の耐震化を促進するとともに、併せて、迅速かつ円滑

に逃げることができるよう避難路を確保し、緊急輸送路の整備と橋梁の耐震化を推進しま

す。 

 粘り強い防潮堤の機能が十分発揮できるよう潮風グリーンウォークの緑地を維持するととも

に、引き続き防潮堤の整備を促進します。 

 焼津漁港周辺の住民・従業者の生命・財産を守り、漁業及び水産業の事業継続性を確保する

ため、胸壁整備や水門整備の早期完成に向けて、焼津漁港を管理する静岡県と協力しさらな

る事業推進を図るとともに、減災※対策の取組を促進するため、その対策効果の検証と残存す

る災害リスクを継続的に把握し、市民への周知を図ります。 

 大井川港周辺の住民・従業者の生命・財産及び産業機能を津波被害から守るとともに、焼津

漁港と併せて災害時における支援物資の受入拠点としての機能を確保するため、大井川港の

津波防災※対策施設の整備を推進します。 

■水害に対する備え 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、総合的な治水対策※・流域治水

対策を推進します。 

 河川流域全体のあらゆる関係者が協働※し、流域全体で水害を軽減させる治水対策としてとり

まとめた「流域治水プロジェクト」に加え、浸水被害が頻発する流域を対象に、具体的な治

水対策をとりまとめた「水災害対策プラン」に位置づけられた排水施設や雨水貯留施設の整

備などのハード対策と、河川情報や防災※情報の提供・充実などのソフト対策による浸水被害

の軽減に向けた取組を推進します。 

■火災に対する備え 

 火災による密集住宅地の延焼拡大を防止するため、道路、公園などの基盤整備を検討すると

ともに、耐震性の劣る住宅の建替えを促進し、防災※性の向上を図ります。 

■事前復興※の取組 

 南海トラフ地震など、発生が予想される大規模災害に対しては、市民・事業者・行政の危機

認識の共有化と、まちの将来像の合意形成を図り、土地区画整理事業※や地積測量など事前復

興※の取組を推進します。 

 災害ハザードエリアの土地利用の見直しや立地適正化計画による居住の誘導、防災※指針の実

践、事前復興※まちづくり計画の策定を進めます。 
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避難・防災※活動の円滑化に関する方針 

 災害時に安全かつ迅速に避難することができるよう、地域の実情に応じた防災※拠点、避難場

所の適正な配置とともに、適切な避難誘導方法を検討していきます。 

 平時はこどもから高齢者まで誰もが利用できる広場として、また災害時には避難地及び復

旧・復興の拠点として機能する大井川防災※広場の整備を進めます。 

 災害時において、迅速かつ円滑な救命・救急・復旧活動ができるよう、防災※拠点等をネット

ワークする緊急輸送路の整備を促進するとともに、適正な維持管理に努めます。 

 民間の中高層建築物について、所有者や管理者の意向に配慮しながら、津波避難ビルの指定

協力を推進し、津波避難場所を充実させていきます。 

 災害時における地域の主要な防災拠点となるコミュニティ防災※センターの適正な維持管理を

推進します。 

 民間活力※を活用した津波避難協力ビルの整備推進と津波避難施設を有した誘導施設の立地促

進や、補助事業を活用した住宅の耐震化、家庭内の地震対策を推進しつつ、最新の防災※シス

テムの運用によるわかりやすい災害情報の発信と、早期避難体制の強化をはじめとした、自

助、共助、公助の取組を推進します。 

 

防災※意識啓発の取組に関する方針 

 防災※地図やハザードマップ※等を活用し、意識啓発を図るとともに、実効性の高い防災※訓練

を実施し、行政・事業者・市民等の協働※による防災※・減災※まちづくりを推進していきま

す。 
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５｜将来都市像 

前項までの内容を総合的に踏まえ、概ね 20年後の本市の都市像を以下のように定めます。 

 

将来都市像 

市民とともに「にぎわい」を創り、 

地域の「くらし」に必要な機能をコンパクトにまとめた 

住みやすいまち 焼津 

 

少子高齢・人口減少社会の本格的到来をはじめ、社会経済情勢が大きく変化するなか、まちづく

りにおいては、目の前の問題点や課題のみに対応する短期的な視点ではなく、未来を切り拓いてい

くための中長期的な視点を持つことが重要であると考えます。 

本市では、海・川・山の多彩な自然、地域に根付いている伝統・文化、全国でも有数の水産業な

ど、これまでに積み上げてきた多様な地域資源※を守り活かしながら、本市の多様性をさらに磨き、

価値を高めることによって、市民や来訪者の交流が盛んな「にぎわい」のあるまちを創ります。 

そのため、市民をはじめ多様なまちづくりの担い手との協働※により知恵を出し合いながら、親か

ら子へ、そして孫へと、将来の世代にまちをいい形で引き継ぐことができるまちづくりを進めてい

きます。 

まちをいい形で引き継いでいくためには、人口規模に応じた適切な都市経営を実現する必要があ

ります。仮に人口増加時代の「つくる」ことに主眼を置いたまちづくりを進めた場合、都市経営に

要するコストは膨らむ一方となり、結果的に市民サービスの水準は低下し、まちの魅力は失われ、

さらなる人口減少を招くという悪循環を生む可能性があります。 

そこで、本市では、地域資源※を上手く活かしながら、まちの中心部や駅周辺など、都市活動や生

活の拠点となる場において、商業・医療・福祉・教育・行政などの「くらし」に必要な機能を誘導

するとともに、これらを多様な交通ネットワークで連携する「コンパクト+ネットワーク」化を進

め、多くの人が質の高い各種サービスを効果的に受けることができる、住みやすいまちを創りま

す。 

また、新型コロナウイルス感染症流行後の生活様式の変化に対応した、多様な暮らし方や働き方

の実現に向けて、多種多様な業種での DX の取組を促進し、スマートシティを目指したまちづくりを

進めます。 

以上を踏まえ、本市の将来都市像を「市民とともに「にぎわい」を創り、地域の「くらし」に必

要な機能をコンパクトにまとめた住みやすいまち 焼津」とします。 
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６｜将来のまちの姿（将来都市構造） 

分野別まちづくり方針や将来都市像を踏まえ、将来のまちの骨格をなす機能の配置・連携の考え

方（エリア・拠点・軸）を「将来都市構造」として定めます。 

 

エリア（土地利用の最も基本的な考え方） 

－都市環境と自然環境との調和を図る－ 

高草山をはじめとする自然環境を大切にするとともに、これらに調和した都市環境を創出する

ため、区分に応じた適切な土地利用を推進します。 

 

エリア 基本的な考え方 

自然環境保全・活用エリア 

 

・ 高草山周辺から大崩海岸に至るエリアであり、森林が有する

機能の保全・活用を積極的に図ります。 

田園集落エリア 

 

・ 水田をはじめとする農地の保全を図るエリアです。ここでは、

自然環境と営農環境を守るため、無秩序な開発・土地利用転

換を抑制し、農地と住宅、農地と工場等の調和・共生を図り

ます。 

市街地エリア 

 

・ 都市における生活・活動の場として、住環境をはじめとする

良好な市街地環境の創出と、充実した交通ネットワークの形

成を図るエリアです。ここでは、誰もが快適で利用しやすい

都市空間を形成するとともに、海岸、河川、社寺林※など、身

近な自然環境の保全・共生を図ります。 

中心市街地エリア 

 

・ 本市の中心市街地を形成するエリアであり、中心市街地にふ

さわしい市街地環境の創出を図るとともに、生活に必要な主

要な都市機能※の集積や、人と人との交流を促進します。 

・ 「焼津駅周辺都市拠点」、「中心市街地エリア」、「焼津漁港周

辺産業・観光交流拠点」を結ぶ、連続性のある、焼津市なら

ではのにぎわい空間を形成していきます。 
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拠点（都市機能※配置の考え方） 

－都市の機能を集める－ 

都市機能※を適切な箇所に集め、集積のメリットを活かしたにぎわいの創出や生活利便性の向

上、地域経済を支える産業の発展を促進します。 

 

拠点 基本的な考え方 

都市拠点 

 

・ 東海道本線焼津駅周辺を都市拠点と位置づけ、市民や観光客など

あらゆる人が集まる、本市のにぎわいの中心地となる拠点の形成

を図ります。 

・ ここでは、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、商業機

能・公共公益機能・居住機能など、主要な都市機能※の集約を図り、

生活交流・観光交流を促進していきます。 

生活交流拠点 

 

・ 東海道本線西焼津駅周辺、市立総合病院や消防防災※センターなど

が立地する市域中部の市街地、大井川庁舎周辺を生活交流拠点と

位置づけ、公共交通の結節機能を高めるとともに、既存の公共公益

機能を活かした拠点の形成を図ります。 

・ ここでは、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、公共交

通と自動車・自転車交通の乗り換え利便性の向上を図りながら、生

活交流を促進していきます。 

産業・観光交流拠点 

 

・ 東名高速道路焼津 IC 周辺、焼津漁港周辺、大井川港周辺、東名高

速道路大井川焼津藤枝スマート IC※周辺を産業・観光交流拠点と位

置づけ、市民や観光客でにぎわう拠点の形成を図ります。 

・ ここでは、物流・生産機能の充実などにより、産業の振興を図ると

ともに、産業を通じた観光交流を促進していきます。 
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軸（拠点間の連携の考え方） 

－都市の機能をつなげる－ 

本市と隣接都市、また拠点間や地域と拠点とを道路・公共交通体系で連携します。このうち拠

点間については、過度に自動車交通に依存せず、誰もが安心して地域公共交通を利用できるまち

づくりを実現します。 

 

軸 基本的な考え方 

広域連携軸 
 

 

・ （都）志太東幹線及び（都）志太中央幹線を広域連携軸と位

置づけ、本市に隣接する静岡都市圏や榛南・南遠都市圏をは

じめ、広域都市間の連携・交流を促進する道路交通体系を形

成します。 

都市連携軸 
 

 

・ （都）焼津広幡線、（都）焼津駅道原線、県道静岡焼津線、

（都）焼津青木線、（都）小川島田幹線、（都）藤枝駅吉永線

等を都市連携軸と位置づけ、藤枝市や島田市との連携・交流

や、都市拠点と生活交流拠点との連携・交流を促進する道路・

公共交通体系を形成します。 

産業・観光交流連携軸 
 

 

・ 焼津漁港周辺、焼津 IC 周辺、大井川港周辺及び大井川焼津

藤枝スマート IC※周辺の産業・観光交流拠点を結ぶ道路交通

体系を産業・観光交流連携軸と位置づけ、本市のみならず志

太広域都市圏全体として、産業や観光による交流を促進して

いきます。 

うるおい環境軸 
 

 

・ 大井川、朝比奈川、瀬戸川、黒石川、栃山川といった骨格的

な河川をうるおい環境軸と位置づけ、河川沿いに、うるおい

のある環境空間を形成します。 
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第２章  地域別構想 

１｜地域区分の考え方 

地域は、小中学校をベースとしたコミュニティ単位で区分しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●●：焼津市の状況や庁内意見をもとに 

現行計画から更新 

●●：未来デザインをもとに更新 
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２｜東益津地域まちづくり構想 

２－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の北部に位置し、面積は約 1,226ha で市

域の約 17％を占めています。昭和 30 年に東益津村が焼津市

に編入され、今の地域になっています。 

地域内には高草山があり、志太平野から牧之原台地まで一

望でき、地域の東部には浜当目海岸などの海岸線もあるた

め、風光明媚かつ良好な自然環境に恵まれた地域です。 

また、東海道新幹線、東海道本線、東名高速道路や国道 150

号などが走っており、焼津市の北の玄関口となっています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は8,763人、世帯数は3,988

世帯となっており、人口、世帯数ともには経年的に減少傾向

に、世帯数は増加傾向にあります。 

また、年齢 3 区分別人口割合の経年的な変化は、15 歳未満

及び 15 歳～65歳未満が減少傾向に、65歳以上が増加傾向にあり、少子高齢化の傾向が年々強まっ

ています。特に、令和６年における 65 歳以上人口の割合は 38.8％で、高齢化率が最も高い地域と

なっています。 

 

 

図 ２-１ 東益津地域における人口・世帯数及び年齢 3区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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２－２ 地域の将来像 

 

東益津地域の将来像 

○ 焼津駅や焼津 IC まで移動しやすい、便利なまち 

○ 海・山・川や歴史文化など、多彩な地域資源に親しみ、楽しむことができるまち

○ 安全・安心で地域コミュニティが活発な、誰もが魅力を感じる住みやすいまち 

 

２－３ 地域のまちづくりの課題 

 地域住民や観光客が交流する空間と機会の創出及び、新たな産業立地の促進 

 既存集落地では、人口の減少と少子・高齢化が進行しており、地域コミュニティの維持と地域の

活性化が必要です。 

 高齢者の増加に対応するため、公共交通などによる日常生活を支える移動手段の充実を図る必要

があります。また、こどもから高齢者まで、誰もが安全・安心に通行できる歩行者空間を創出す

る必要があります。 

 市街化調整区域の大部分を占める山地や田畑を保全するとともに、これらに調和した住環境、工

業環境の創出や、新たな産業立地を促進する必要があります。 

 緑豊かな自然資源と個性ある歴史文化資源の活用 

 高草山周辺の緑豊かな自然環境や良好な眺望景観、また数多く残る文化財等を観光資源として効

果的に活用する必要があります。 

 旧東海道沿いに石垣と附属屋が階段状に連なり、独特の景観を創り出している花沢重要伝統的建

造物群保存地区は、本市の歴史・文化を次代に伝える重要な資産として保全する必要があります。 

 浜当目海岸など、富士山を望むことができる良好な眺望点を保全するとともに、まちづくりに有

効に活用する必要があります。 

 地域の活力向上と、地震・津波・大雨などのなどによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である東益津地域交流センター公民館を有効活用したまちづくりを進める必

要があります。 

 一部に住宅と工場の混在がみられる浜当目海岸周辺においては、地震による津波等に対して避難

地や避難路の整備により安全性を確保するなど、災害に強いまちづくりを進めることが必要です。 

 高草山の麓一帯では、大雨時に水害が発生しているほか、崩壊土砂災害等のおそれがある急傾斜

地が多く存在しているため、総合的な治水対策や、急傾斜地土砂災害等に対する対策などの災害

防止対策を進める必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、地震や津波に対する危険性や正しい知識を習得する

など、地域住民の防災意識の向上を図る必要があります。 
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２－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 市街化調整区域の既存集落地や住宅団地においては、周辺

の自然環境との調和・共生に留意しながら、住環境の維持・

向上を図るとともに、安心してこどもを産み育てられ、高

齢者が地域において安全・安心で快適な生活を営むことが

できる環境づくりに努めます。また、高齢者をはじめとす

る地域住民の日常の足を確保するため、利用需要に応じ、

デマンドタクシー等の公共交通ネットワークを検討しま

す。 

 東海道新幹線と東海道本線の間に位置する工業地、策牛地区の環境共生型工業地（第１章 P13 参

照）や既に中小の産業が集積する地域では、周辺環境と調和した工業地としての機能を維持やし、

良好な生産機能の強化を図るとともに、その周辺や幹線道路の周辺においては、自然環境と共存

した新たな産業立地を進め、雇用の創出等経済効果を生み、地域の活力を高める新たな土地利用

を検討します。ります。 

 茶畑やみかん畑などに見られる耕作放棄地の再生利用や、地域農産物の販売などの地域住民主体

の取組を支援し、地域コミュニティの活性化と農業環境の保全を図ります。 

 地域住民の生活交通や観光客の観光交通を支えるため、県道静岡焼津線、県道焼津岡部線などの

幹線道路の整備・維持管理を促進するし、近隣都市圏や県外との連携強化を図るとともに、ユニ

バーサルデザインを取り入れた、こどもから高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通行できる

空間の創出に努めます。 

 

 

 

 

 高草山のハイキングコースなどの自然資源を活かした、観光客も一緒になって楽しめる魅力ある

まちづくりを進めます。 

 重要伝統的建造物群保存地区に指定されている花沢の里など、地域固有の歴史・伝統文化を次代

に引き継いでいくため、歴史や技術等を保存する取組を行うとともに継承する仕組みの構築に努

めます。 

個性的な地域産業と豊かな自然環境を活用した、多様な交流のを創出や、

自然環境と共存した新たな産業立地を促進するまちづくり 1 

既存集落地 

高草山や花沢の里など、地域固有の資源を活かした景観まちづくり ２ 
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 高草山、大崩海岸、朝比奈川、浜当目海岸の自然や、林叟

院、法華寺をはじめとする神社仏閣など、地域ならではの

自然資源や歴史文化資源を守り、活かすため、地域独自の

景観まちづくりを推進します。 

 高草山周辺の山林を適切に保全・管理するとともに、レ

クリエーション等の場として利活用を促進します。 

 農業生産の場である田園地域について、営農環境を維持し

つつ、水田が広がる田園景観を保全・活用します。また、

ボランティアなどの地域住民が主体となった環境美化活動を推進します。 

 

 

 

 

 東益津地域交流センター公民館などの地域活動の中心地

にある既存施設を有効活用して、こどもから高齢者まで誰

もが集い憩うことができ、レクリエーション活動を楽しめ

る環境づくりに努めるとともに、地域住民主体の活力ある

まちづくりを進めます。また、平時から自主防災会との連

携を図りながら、災害時には地域の防災拠点として機能を

果たせるよう努めます。 

 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、瀬戸川や朝比奈川などでは、河川

の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。瀬戸川水

系、高草川水系流域治水プロジェクト、石脇川・高草川水災害対策プランに基づき、流域のあら

ゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 高草山一帯の土砂災害等のおそれがある区域は、防災施設の整備を促進するとともに避難体制の

充実・強化を図ります。 

 津波から安全かつ迅速に避難することができるよう、所有者や管理者の意向に配慮しながら、津

波避難ビルの指定・普及に努めます。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。  

花沢の里 

（重要伝統的建造物群保存地区） 

東益津地域交流センター公民館などを活用した地域住民主体の活力あるま

ちづくりと、多様な自然特性を踏まえた防災・減災まちづくり ３ 

東益津地域交流センター公民館 
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３｜大村地域まちづくり構想 

３－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の北西部に位置し、面積は約 392ha で市

域の約 6％を占めています。昭和 29年に大覚寺地区、昭和 32

年に越後島地区が当時の周辺の市町村から焼津市に編入さ

れ、今の地域の一部になっています。 

地域内には焼津駅、東名高速道路焼津 IC、国道 150 号があ

り、交通の利便性の良い地域として商業、工業、住宅それぞ

れの土地利用が進んでいます。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は 12,821 人、世帯数は

6,154 世帯となっています。人口は平成 26 年まで増加傾向を

維持していましたが、平成 27 年に減少に転じています。減

少傾向に、また、世帯数は増加傾向にありが続いています。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15歳～65 歳未満

が近年減少傾向に、15 歳～65歳未満及び 65歳以上が経年的に増加傾向にあり、少子高齢化の傾向

が強まってきています。令和６年における 65 歳以上人口の割合は 28.6％で、高齢化率は 3 番目に

低い地域となっています。 

 

図 ２-２大村地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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３－２ 地域の将来像 

 

大村地域の将来像 

○ 多彩な地域資源を活かした、多くの人が交流するまち  

○ 自然環境と共生した、健やかに過ごせるまち  

○ 自然災害に備え、地域の絆を強めるまち 

 

３－３ 地域のまちづくりの課題 

 地域資源を有効活用したにぎわいづくり 

 焼津駅や焼津 IC などを有する高い交通利便性を活かし、地域住民や観光客が交流する活力ある

まちづくりを進めるとともに、安心して買い物ができる空間や、良好な街並み景観を創出する必

要があります。 

 焼津 IC 周辺においては、焼津さかなセンターなどの観光資源をまちづくりに有効に活用すると

ともに、市内外の連携を促進するための道路交通機能の強化と、健全な市街地環境を計画的に形

成する必要があります。 

 高齢者の増加に対応するため、公共交通などによる日常生活を支える移動手段の充実を図る必要

があります。またこどもや高齢者、観光客等、誰もが安全・安心に通行できる歩行者空間を創出

する必要があります。 

 焼津駅や焼津 IC を中心として、周辺の環境に配慮した産業集積や新たな商業施設の立地を促進

し、隣接地域との連携ネットワークを構築する必要があります。 

 緑豊かな自然資源の活用 

 瀬戸川や朝比奈川などの地域を流れる河川と水辺、周辺の緑地を守るとともに、地域住民の憩い

の場、交流の場、健康づくりの場として効果的に活用する必要があります。 

 土地区画整理事業により計画的に整備された良好な街並み環境の保全と活用を図ることが必要

です。 

 地域の活力向上と、大雨などのなどによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である大村地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める

必要があります。 

 地域の一部では、大雨時に道路冠水等が発生しているため、大雨時の河川氾濫、道路冠水等の防

止・軽減に向けて、瀬戸川や朝比奈川などの地域を流れる河川とその流域について、総合的な治

水対策を進める必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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３－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 都市拠点である焼津駅周辺においては、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、商業機

能・居住機能など、主要な都市機能の集約を図り、生活交流・観光交流を促進していきます。中

心商業・業務地として位置付けされている駅北二丁目・三丁目地区においては、地区計画の制度

を活用し、健全な商業地としての育成と良好な環境を維持し美しいまちづくりに努めます。また、

多様な人々が暮らし・集い・交流する空間へと再生し、にぎわいをまち全体へと広げる中心的な

役割を果たすため、駅前広場及び複合施設整備の具体化に向けた検討を進めます。さらに、官民

連携によるにぎわい創出に向けた取組を進めます。 

 流通業務地や市街地環境整備検討地（第１章 P13 参照）で

ある東名高速道路焼津 IC 周辺においては、交通利便性を

活かし、焼津さかなセンターなど大規模集客施設を有効活

用した、積極的な魅力づくりと情報発信により、観光交流

の推進を図ります。また、安心してこどもを産み育てられ、

高齢者が地域において安全・安心・快適な生活を営むこと

ができるよう、良好な住環境づくりに努めます。 

 隣接都市及び市内の円滑な移動を可能にするため、（都）

焼津広幡線を計画的に整備するとともに、こどもから高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通

行できる空間づくりに努めます。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、新しい

移動手段の普及等、利用需要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 焼津 IC 西側では、近接する焼津 IC 及び東名高速道路等の交通ネットワークを活かすとともに、

周辺の環境に配慮し、雇用の創出等の経済効果を生み、地域の活力を高める新たな土地利用を検

討します。また、焼津 IC 東側では、焼津 IC や JR 焼津駅と接続した交通アクセス性の高さを活か

し、新たな商業施設等の立地を促進します。 

  

焼津駅や焼津 IC などを活かした、多様な交流を創出するまちづくり 1 

焼津さかなセンター※写真削除 
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 瀬戸川、朝比奈川などの地域ならではの自然資源を守り、

活かすための地域独自の景観への取組を通して、豊かな水

と緑を市民が身近に感じることができるまちづくりを進

めます。 

 大覚寺公園や八楠公園などでは、緑や花で人々にやすらぎ

やくつろぎを与えるとともに、健康づくりやスポーツ・レ

クリエーションの場を創出します。 

 

 環境の保全と衛生的で快適な生活基盤の充実を図るため、ボランティアなどの地域住民が主体と

なった環境美化活動を推進します。 

 

 

 

 

 大村地域交流センター公民館、大覚寺公園、総合福祉会館

（ウェルシップやいづ）など、地域活動の中心地にある既

存施設を有効活用しながら、こどもから高齢者まで誰も

が、集い、憩うことのできる場づくりを進めるとともに、

地域特性を活かした、地域住民主体の活力あるまちづくり

を進めます。また、子どもから高齢者など、地域で守る体

制づくりを進め、犯罪や事故のない市民が安全で安心して

暮らすことができるまちづくりを進めます。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、瀬戸川や朝比奈川などでは、河川

の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。瀬戸川水

系、小石川水系流域治水プロジェクト、小石川・黒石川水災害対策プランに基づき、流域のあら

ゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 

  

瀬戸川など地域の自然資源を活かした、緑につつまれる景観まちづくり ２ 

大村地域交流センター公民館などを活用した地域住民主体の活力あるまち

づくりと、総合的な治水対策をはじめとする防災・減災まちづくり ３ 

瀬戸川 

大村地域交流センター公民館 
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４｜焼津地域まちづくり構想 

４－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の北東部に位置し、面積は約 357ha で市

域の約 5％を占めています。昭和 26年に大村地域の一部とと

もに焼津町から焼津市へと市制が施行されました。 

地域内には、市役所や焼津駅、焼津漁港などがあり、「さか

なのまち焼津」の代表的な地域として商業、漁業とも活気が

あり、焼津市の中心地として発展してきました。 

しかし、近年は、焼津市全体の道路の整備などが進むにつ

れて、商業、工業、住宅などが郊外に立地し、都心の空洞化

や購買力の低下が進んでいます。今後は焼津市の中心地とし

ての活性化が望まれる地域です。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は 14,986 人、世帯数は

7,350 世帯となっています。人口は減少傾向にありが、世帯

数は横ばい傾向が続いています。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15 歳～65 歳未満が減少傾向に、65 歳以上が増加傾向に

あり、少子高齢化の傾向が年々強まっています。特に、令和６年における 65 歳以上人口の割合は

33.5％で、少子高齢化の傾向が高まっています。高齢化率が 2 番目に高い地域となっています。 

 

 

図 ２-３ 焼津地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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４－２ 地域の将来像 

 

焼津地域の将来像 

○ 商業や観光の発展により、多くの市民や観光客でにぎわっているまち 

○ 焼津らしさがのこるまち 

○ 安全・安心で暮らしやすく活気のあるまち 

 

４－３ 地域のまちづくりの課題 

 焼津の中心地にふさわしいにぎわいづくり・生活環境づくり 

 焼津駅から焼津漁港（焼津地区）周辺の市街地では、本市の中心市街地としてふさわしい、多く

の市民、地域住民、観光客等が交流し、にぎわいを創出する魅力的なまちづくりを進める必要が

あります。特に焼津駅周辺においては、市の玄関口としてふさわしい、良好な街並み環境を創出

する必要があります。 

 焼津漁港（焼津地区・新港地区）周辺においては、「さかなのまち焼津」の基幹産業である水産加

工業の維持・発展を図るとともに、焼津漁港親水広場ふぃしゅーなのような観光資源を有効活用

するなど、うるおいのある、魅力的な水辺交流空間を創出する必要があります。 

 いつまでも住み続けることができる良好な住環境を創出するとともに、生活者や来訪者の利便

性・安全性を高める交通環境を創出する必要があります。 

 JR 焼津駅を中心として、エリア間連携や広域連携のネットワークを構築する必要があります。 

 焼津市新体育館などの周辺においては、スポーツ交流を通じた交流人口・健康増進を図り、地域

のにぎわいを創出する魅力的なまちづくりを進める必要があります。 

 うるおいのある水辺環境と由緒ある歴史文化資源の活用 

 黒石川雨水幹線や小石川などの地域を流れる河川や、焼津漁港（焼津地区・新港地区）などの水

辺をつなぐ、緑と水の風景を楽しめるうるおいのある歩行者空間の創出を図る必要があります。 

 焼津神社や浜通りなどの由緒ある歴史文化資源は、本市の歴史・文化を次代に伝える重要な資産

として保全するとともに、地域の個性的なまちづくりに有効活用する必要があります。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である焼津地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める

必要があります。 

 地震による津波被害の防止・軽減を図るため、焼津漁港（焼津地区・新港地区）周辺において、

静岡県との協働により津波対策を進めるとともに、避難地や避難路の整備などによる安全確保を

図る必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、瀬戸川、小石川、黒石川

雨水幹線などの地域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要がありま

す。 
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 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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４－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 都市拠点である焼津駅周辺においては、本市のにぎわいの中心地となる拠点の形成を図るととも

に、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、商業機能・公共公益機能・居住機能など、

主要な都市機能の集約を図り、生活交流・観光交流を促進していきます。また、多様な人々が暮

らし・集い・交流する空間へと再生し、にぎわいをまち全体へと広げる中心的な役割を果たすた

め、駅前広場及び複合施設整備の具体化に向けた検討を進めます。栄町第一地区においては、地

区計画の制度を活用し、多様な機能が複合化した魅力ある都市環境の形成を図ります。さらに、

官民連携によるにぎわい創出に向けた取組を進めます。 

 中心商業・業務地である焼津駅周辺一帯においては、移住定住・二地域居住を図るとともにさま

ざまな人の交流によるにぎわい空間を創出するため、「中

心市街地活性化基本計画」を踏まえ、市民や観光客等のニ

ーズに対応し、地域固有の資源や空き家・空き地等を活用

しながら、新たな都市機能の誘導も検討していく、市の玄

関口にふさわしい魅力的なまちづくりをします。また、こ

どもから高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通行でき

る空間づくりに努めるとともに、低・未利用地を活用し、

集い、憩うことのできる場を創出提供できるよう、観光客

も視野に入れた環境づくりを進めます。 

 産業・観光交流拠点である焼津漁港（焼津地区・新港地区）周辺においては、にぎわい拠点とし

て形成しつつ、物流・生産機能の充実などにより、産業の振興を図るとともに、産業を通じた観

光交流を促進していきます。 

 一般住宅地においては、昭和通り周辺などの中心商業・業務地、（都）焼津駅道原線、（都）鰯ヶ

島八楠線などの沿道サービス地と共存を図るとともに、安心してこどもを産み育てられ、高齢者

が地域において安全・安心・快適な生活を営むことができる環境づくりに努めます。また、地域

住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用需要に応じた公共交通ネットワークを検討しま

す。 

 JR 焼津駅、駅前通り商店街、焼津漁港や浜通り等の観光交流の拠点を中心として、地域資源の魅

力を活かしつつ、歩行者ネットワークの形成や新たなモビリティ導入等の多様な移動手段の普及

を検討します。 

 「スポーツ・文化・交流・健康」拠点となる新焼津体育館等を整備し、スポーツ交流を通じた交

流人口の拡大や健康増進を図るとともに、地域のにぎわいを創出する魅力的なまちづくりを推進

します。 

焼津駅から焼津漁港（焼津地区・新港地区）周辺やスポーツ拠点となる新

体育館などにおける、にぎわい・交流を創出するまちづくり 1 

焼津駅周辺（焼津イルミネーション）
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 焼津文化会館や小泉八雲記念館等の文化施設は、他施設や教育機関等との連携強化や、多様なイ

ベントや活動の展開等、より多くの人が訪れ、交流する施設として活用します。 

 

 

 

 

 瀬戸川、小石川、黒石川雨水幹線など地域ならではの自然資源を結ぶ、豊かな水と緑を市民が身

近に感じることができるまちづくりを進めます。 

 多くの市民や観光客が訪れる焼津駅周辺において、本市の玄関口としてふさわしい、にぎわいと

風格のある魅力的な街並み景観の形成を図ります。 

 浜通り、焼津神社、日本武尊石像、小泉八雲記念碑などの

地域ならではの歴史文化資源を守り、活かすための地域独

自の景観まちづくりを推進します。 

 季節感を大切にする生活や伝統的な知恵を活かした新た

なライフスタイルの転換など、特色ある地域力を活かしな

がら、地球温暖化防止に向けた取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 焼津地域交流センター公民館などの地域活動の中心地にある既存施設を有効活用して、こどもか

ら高齢者まで誰もが集い憩うことができ、レクリエーション活動を楽しめる環境づくりに努める

とともに、地域住民主体の活力あるまちづくりを進めます。また、平時から自主防災会との連携

を図りながら、災害時には地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 

 焼津漁港（焼津地区・新港地区）において、漁港管理者で

ある県が実施する、防波堤等の粘り強い構造への改良など

による減災対策の取組を促進します。また、津波から迅速

に避難することができるよう、地域の実状に合わせて、民

間中高層建築物の津波避難ビルの指定・普及に努めます。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るた

め、瀬戸川、小石川、黒石川などでは、河川の特性を踏ま

えた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策

を推進します。瀬戸川水系、小石川水系流域治水プロジェ

クト、小石川・黒石川水災害対策プランに基づき、流域のあらゆる関係者が協働し流域全体で水

害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

焼津神社や浜通りなど、地域の歴史文化資源を活かした景観まちづくり ２ 

焼津地域交流センター公民館などを活用したコミュニティ活動の活性化

によるた地域住民主体の活力あるまちづくりと、焼津漁港など地域の特

性を踏まえた防災・減災まちづくり 
３ 

浜通りのあかり展 

焼津漁港（新港地区）の陸閘 
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 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 
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５｜小川地域まちづくり構想 

５－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の中央東部に位置し、面積は約 297ha で

市域の約 4％を占めています。昭和 30 年に小川町から焼津市

に編入されました。 

地域内には、中央に黒石川と泓の川が流れており、東部に

は駿河湾に面した焼津漁港（小川地区）があるなどうるおい

がある地域です。また、地域の大部分で土地区画整理事業に

よる住環境の整備が行われており、住宅や店舗の立地が進ん

でいます。 

今後は、焼津漁港（小川地区）や幹線道路の充実などによ

り、人や物資の交流が進むことが予想される地域です。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は 13,313 人、世帯数は

5,957 世帯となっており、経年的に人口、世帯数ともには減

少増加傾向、世帯数は増加傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15 歳～65 歳未満が減少増加傾向に、65歳以上が減少増

加傾向にあり、少子高齢化の傾向が弱まってきて年々強まっています。令和６年における 65 歳以

上人口の割合は 28.0％で、市全体に比べて、高齢化率がやや高い地域となっています高齢化率は 2

番目に低い地域となっています。 

 

図 ２-４ 小川地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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５－２ 地域の将来像 

 

小川地域の将来像 

○ 良好な市街地環境が維持され、暮らしやすく人に優しいまち 

○ 歴史と文化を学び、次代につなげるまち 

○ 災害に素早く対応できる安全・安心なまち 

 

５－３ 地域のまちづくりの課題 

 地域のみどころの活用と良好な生活環境づくり 

 焼津漁港（小川地区）周辺においては、現在の物流・生産機能の維持・発展を図るとともに、多

くの市民、地域住民、観光客等が交流し、にぎわいを創出する魅力的なまちづくりを進める必要

があります。 

 土地区画整理事業等により計画的に整備された良好な市街地環境の保全を図る必要があります。

また、さらなる定住促進やにぎわい空間の創出を図るため、現在実施中の土地区画整理事業の早

期完了する必要があります。と、小川大住地区における新たな市街地環境の形成について検討を

進めることが必要です。 

 小川大住地区においては、地域全体に広がる緑豊かな自然環境や田園風景を保全するとともに、

これらに調和した住環境を創出する必要があります。 

 いつまでも住み続けることができる良好な住環境を創出するとともに、生活者や来訪者の利便

性・安全性を高めるための交通環境の創出を図る必要があります。 

 うるおいのある水辺環境と地域固有の歴史文化資源の活用 

 黒石川や泓の川などの地域を流れる河川や、焼津漁港（小川地区）などの水辺をつなぐ、水と緑

の風景を楽しめるうるおいのある歩行者空間の創出を図る必要があります。 

 熊野神社や永豊寺など、地域にのこる歴史文化資源を保全するとともに、まちづくりに効果的に

活用する必要があります。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である小川地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める

必要があります。 

 地震による津波被害の防止・軽減を図るため、焼津漁港（小川地区）周辺において、静岡県との

協働により津波対策を進めるとともに、避難地や避難路の整備などによる安全確保を図る必要が

あります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、黒石川や泓の川などの地

域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 
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 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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５－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 産業・観光交流拠点である焼津漁港（小川地区）周辺においては、市民や観光客でにぎわう拠点

を形成しつつ、物流・生産機能の充実などにより、産業の振興を図るとともに、産業を通じた観

光交流を促進していきます。また、小泉八雲ゆかりの海蔵寺など、地域の見どころをネットワー

ク化することにより付加価値を高めていきます。 

 焼津市南部土地区画整理事業によって形成された、良好な

市街地環境を維持するとともに、南部土地区画整理事業を

推進するとともに、（都）焼津駅道原線の沿道サービス地

から小川大住地区の市街地環境整備検討地（第１章 P13 参

照）においては、道路交通の利便性を活かし、地域のにぎ

わいと交流が図られる施設の立地を促進します。また、安

心して子どもを産み育てることができるように周辺の住

環境と調和した沿道環境の形成を図ります。 

 会下ノ島石津土地区画整理事業においては、地区計画制度

によりを導入し、安全で快適な住環境及び就業空間が確保されたまちづくりを推進するとともに、

会下之島公園など、こどもから高齢者まで誰もが、利用しやすい公園の確保等に努めます。 

 小川大住地区では、田園風景と調和した良好な農地と住環境の共存を図ります。 

 市内の円滑な移動を可能にするため、（都）志太海岸線、（都）黒石通り線などの都市計画道路を

計画的に整備するとともに、こどもから高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通行できる空間

づくりに努めます。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用需要に応じた公

共交通ネットワークを検討します。 

 

 

 

 

 焼津漁港（小川地区）など富士山や駿河湾を望む海辺景観を保全するとともに、これら地域なら

ではの景観資源をＰＲしつつ、市街地の景観の向上など観光客も視野に入れた環境づくりを進め

ます。 

焼津漁港（小川地区）をはじめとする、地域のみどころを活かした 

にぎわい・交流を創出するまちづくり 1 

黒石川・泓の川などの自然資源を活かした景観まちづくり ２ 

市街地環境整備検討地 

（小川大住地区）（南部土地区画整理）

写真は後日修正 



地域別構想 

2 - 23 

 黒石川や泓の川など地域ならではの自然資源を結ぶ、豊

かな水と緑を市民が身近に感じることができるまちづく

りを進めます。 

 小川公園や竪小路公園などでは、緑や花で人々にやすら

ぎやくつろぎなどを与えるとともに、健康づくりやスポ

ーツ・レクリエーションの場を創出します。 

 熊野神社、永豊寺など地域ならではの歴史文化資源を守

り、活かすための地域独自の景観まちづくりを推進し、

多様な資源をつなぐ散策路の整備により歩きたくなるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 小川地域交流センター公民館や小川公園など、地域活動の

中心地にある既存施設を有効活用して、こどもや高齢者ま

で誰もが、集い、憩うことのできる場づくりを進めるとと

もに、地域特性を活かした、地域住民主体の活力あるまち

づくりを進めます。また、高齢者が、積極的に社会活動に

参加し、生きがいづくりに取り組めるような環境づくりを

進めます。 

 

 焼津漁港（小川地区）において、漁港管理者である県が実施する、防波堤等の粘り強い構造への

改良などによる減災対策の取組を促進します。また、津波から迅速に避難することができるよう、

地域の実状に合わせて、民間中高層建築物の津波避難ビルの指定・普及に努めます。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、黒石川や泓の川などでは、河川の

特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。小石川栃山

川水系流域治水プロジェクト、小石川・黒石川水災害対策プランに基づき、流域のあらゆる関係

者が協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 

  

小川地域交流センター公民館などを活用した地域住民主体の活力あるまち

づくりと、焼津漁港など地域の特性を踏まえた防災・減災まちづくり ３ 

小川地域交流センター公民館 

焼津漁港（小川地区）から富士山を望む景
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６｜豊田地域まちづくり構想 

６－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の中央西部に位置し、面積は約 481ha で

市域の約 7％を占めています。昭和 28 年に焼津市に編入され

るまでは豊田村といい、農村地帯が中心の地域でした。 

東海道本線西焼津駅や国道 150 号があり、近年は農地から

宅地への転用が進み、住宅やマンション・アパートなどの立

地が進み、定住人口も増加しています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は 21,992 人、世帯数は

9,849 世帯となっています。人口、世帯数ともに経年的に増

加傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15歳～65 歳未満

が緩やかな減少傾向に、15 歳～65 歳未満及び 65歳以上が緩

やかな増加傾向にあります。令和６年における 65 歳以上人

口の割合は 22.5％で、高齢化率が最も低い地域となっています。 

 

 

図 ２-５ 豊田地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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６－２ 地域の将来像 

 

豊田地域の将来像 

○ 西焼津駅を中心とした暮らしやすいまち 

○ 水辺を活かしたうるおいと安らぎのあるまち 

○ 風水害に強いまち 

 

６－３ 地域のまちづくりの課題 

 交通結節点周辺のにぎわいづくり・生活環境づくり 

 西焼津駅を有する高い交通利便性を活かし、地域住民が交流しにぎわう、活力のあるまちづくり

を進めるとともに、西焼津駅の交通結節点としての機能を高める必要があります。 

 市民や地域住民の交流を支え、市内外の連携を促進するための道路交通機能の強化を図るととも

に、公共交通などによる移動手段の充実を図る必要があります。 

 いつまでも住み続けることができる良好な住環境を創出するとともに、生活者や来訪者の利便

性・安全性を高める交通環境を創出する必要があります。 

 緑豊かな自然資源の活用 

 地域を流れる瀬戸川のうるおいある自然環境を守るとともに、市民や地域住民が利活用できる空

間を創出することが必要です。 

 旭伝院などの歴史文化資源がある保福島地区においては、住宅を中心とした在来集落とともに昔

ながらの風情が感じられる街並み景観を保全していく必要があります。 

 地域の自然や歴史・文化を守るため、地域住民が主体となった取組が必要です。 

 地域の活力向上と、大雨などのなどによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である豊田地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める

必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、瀬戸川や小石川などの地

域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 

 地震や津波などの自然災害が発生した場合に備え、既存の避難場所や避難所の保全や維持管理を

図るとともに、より多くの避難者の受け入れに対応する必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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６－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 生活交流拠点である西焼津駅周辺においては、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、

生活利便施設の立地誘導を図るとともに、開発事業を進め、駅利用者および買い物客等の往来を

促し、にぎわい創出を図ります。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用需

要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 シーガルドーム、野球場、陸上競技場など、スポーツの

拠点施設を有効活用しながら、スポーツイベント等を通

して交流人口の増加に努めます。また、市民の施設利用

の利便性向上を図るための取組を推進します。 

 一般住宅地においては、良好な住環境の維持、創出を図

るため、こどもから高齢者まで誰もが利用できるような

場所の確保など、地域において安全・安心・快適な生活を営むことができる環境づくりに努めま

す。 

 地域住民の生活交流や、観光客の観光交通を支えるため、主要幹線道路である（都）志太中央幹

線の整備に係る検討や、補助幹線道路である（都）豊田南線などの都市計画道路の整備を推進す

るとともに、こどもから高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通行できる空間づくりに努めま

す。 

 

 

 

 

 瀬戸川の緑豊かな自然環境を保全するために、ボランティアなどの地域住民が主体となった環境

美化活動を推進します。 

 瀬戸川や小石川などの水辺空間を活かしながら、豊かな

水と緑を市民が身近に感じることができるまちづくりを

進めます。 

 大井神社や旭伝院などの地域ならではの自然資源や歴史

文化資源を守り、活かすための地域独自の景観まちづく

りを推進します。 

 良好な住環境の実現を目的に、自然環境とのふれあいの

場として、瀬戸川の水辺環境を活用した、焼津市総合グラ

ウンドと一体性のある保福島親水公園の整備を促進し、うるおいのある親水公園の整備を促進す

西焼津駅周辺やスポーツ拠点施設を活かした、にぎわい・交流を創出する

まちづくり 1 

瀬戸川を活かした新たなまちづくりと、地域固有の資源を活かした 

景観まちづくり ２ 

西焼津駅 

瀬戸川 
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るとともに、焼津市総合グラウンドなどを活用した、市民や地域住民が気軽に利用し交流するこ

とができるまちづくりに努めます。 

 

 

 

 

 新設される豊田地域交流センター公民館など、地域活動の

中心地にある既存施設を有効活用し、こどもから高齢者ま

で誰もが、集い、憩うことのできる場づくりを進めるとと

もに、地域特性を活かした、地域住民主体の活力あるまち

づくりを進めます。 

 新しい公園化制度として借地公園制度の導入を検討する

とともに、防災活動等において有効なオープンスペースの

確保に努めます。 

 五ケ堀公園等では、緑や花で人々にやすらぎやくつろぎ等を与えるとともに、健康づくりやスポ

ーツ・レクリエーションの場を創出するとともに、防災活動等において有効なオープンスペース

を提供します。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、瀬戸川や小石川などでは、河川の

特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。瀬戸川水系、

小石川水系流域治水プロジェクト、小石川・黒石川水災害対策プランに基づき、流域のあらゆる

関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。  

豊田地域交流センター公民館などを活用した地域住民主体の活力あるまち

づくりと、総合的な治水対策をはじめとする防災・減災まちづくり ３ 

豊田地域交流センター公民館 
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７｜港地域まちづくり構想 

７－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の中央東部に位置し、面積は約 358ha で

市域の約 5％を占めています。昭和 30年に小川町、和田村の

一部から焼津市に編入されました。 

地域内には石津浜海岸や松林、木屋川などの特徴ある河川

や松の小径、まとまりのある農地など多くの自然的な要素が

あり、地域の北部と西部では土地区画整理事業により、計画

的なまちづくりが行われています。また、焼津漁港（小川地

区）が地域の北端にあります。 

今後は、豊かな自然と良好な住宅地、にぎわいのある焼津

漁港（小川地区）を中心とした海岸線などそれぞれが調和し

たまちづくりが望まれます。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は 13,875 人、世帯数は

6,396 世帯となっており、経年的に人口は減少傾向に、世帯数は増加傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15 歳～65 歳未満が減少傾向に、65 歳以上が増加傾向に

あり、少子高齢化の傾向が年々強まっています。令和６年における 65 歳以上人口の割合は 30.2％

で、市全体とほぼ同じ高齢化率となっています。 

 

図 ２-６ 港地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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７－２ 地域の将来像 

 

港地域の将来像 

○ 誰もが安全・安心に暮らし続けることができるまち 

○ 自助・共助による災害に強いまち 

○ 海や歴史・文化にふれながら地域の絆を強めあうまち 

 

７－３ 地域のまちづくりの課題 

 にぎわいづくりと良好な生活環境づくり 

 現在実施中の土地区画整理事業の早期完了により、良好な市街地環境の保全を図るとともに、さ

らなる定住促進やにぎわい空間の創出を図ることが必要です。 

 市域中部周辺においては、活力あるまちづくりを進めるとともに、交通結節点としての機能を高

める必要があります。 

 市民や地域住民の交流を支えるため、道路交通機能の強化を図るとともに、公共交通などによる

移動手段の充実を図る必要があります。 

 地域の骨格を形成する幹線道路の沿道においては、生活者や来訪者の利便性や安全性を高める歩

行者空間を確保しつつ、周辺の良好な住環境と調和した、生活交流を促進する土地利用を推進す

る必要があります。 

 うるおいのある水辺環境と地域固有の歴史文化資源の活用 

 木屋川などの地域を流れる河川や松原公園、また焼津漁港（小川地区）などの水辺をつなぐ、水

と緑の風景を楽しめるうるおいのある環境の創出を図る必要があります。 

 市民の憩いの場として、多様なニーズに対応した公園や緑の保全・活用を図る必要があります。 

 石津の水天宮など、地域の歴史や文化を今に伝える歴史文化資源の保全と活用を図る必要があり

ます。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である港地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める必

要があります。 

 地震による津波被害の防止・軽減を図るため、焼津漁港（小川地区）周辺における静岡県との協

働による津波対策や、石津浜や田尻北浜における津波対策を進めるとともに、避難地や避難路の

整備などによる安全確保を図る必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、木屋川などの地域を流れ

る河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得する

など、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。
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７－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 生活交流拠点である市域中部周辺においては、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、

生活利便施設の立地誘導を図ります。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利

用需要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 （都）志太海岸線などの幹線道路の沿道においては、住環

境と生活に身近な商業環境が調和した、良好な沿道サービ

ス地の形成を図るとともに、こどもから高齢者まで誰も

が、安全・安心・快適に通行できる空間づくりに努めます。 

 低層住宅専用地においては、周辺環境と調和した、ゆとり

と落ち着きのある良好な住環境を維持するとともに、会下

ノ島石津土地区画整理事業では、地区計画制度により、安

全で快適な住環境及び就業空間が確保されたまちづくり

を推進します。 

 焼津漁港（小川地区）では、漁港らしい風景や水産物等を活かし、地域内外から多くの人が訪れ

る取組やイベント等を実施し、新たな交流エリアの形成を推進します。 

 塩害により、荒廃農地が発生している田尻北地区の農地等、遊休農地や耕作放棄地の有効活用の

検討を踏まえながら、農業環境の維持・保全を図ります。 

 

 

 

 

 石津海岸公園や田尻北浜など富士山や駿河湾を望む海辺

景観を保全するとともに、これら地域ならではの景観資源

をＰＲしながら、観光やまちづくりに有効活用します。 

 松原公園、木屋川の桜並木などの地域ならではの自然資源

を結ぶ、豊かな水と緑を市民が身近に感じることができる

まちづくりを進めます。 

 石津の水天宮など石津浜周辺の地域ならではの自然資源

や歴史文化資源を守り、活かすための地域独自の景観まち

づくりを推進します。 

良好な住環境の創出と、幹線道路沿道などを活用したにぎわい・交流を 

創出するまちづくり 1 

木屋川や石津浜など、緑豊かでうるおいのある水辺空間を活かした 

景観まちづくり ２ 

（都）志太海岸線 

石津海岸公園 
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 石津西公園や石津中央公園などでは、緑や花で人々にやすらぎを与えるとともに、健康づくりや

スポーツ・レクリエーションの場を創出します。 

 

 

 

 

 港地域交流センター公民館、石津西公園、松原公園、石津

浜公園など、地域活動の中心地にあるとなる既存施設を有

効活用して、こどもや高齢者まで誰もが、集い、憩うこと

のできる場づくりを行うなど、地域特性を活かした地域住

民主体の活力あるまちづくりを進めます。また、災害時に

は、地域の防災拠点として有効活用を図ります。 

 

 

 焼津漁港（小川地区）において、漁港の管理者である県が実施する、防波堤等の粘り強い構造へ

の改良などによる減災対策の取組と、併せて、地震による津波被害を防ぐため、田尻北浜などの

海岸部において粘り強い防潮堤の整備を促進します。 

 津波から安全かつ迅速に避難することができるよう、所有者や管理者の意向に配慮しながら、津

波避難ビルの指定協力を推進し、津波避難場所の確保に努めます。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、木屋川などでは、河川の特性を踏

まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。栃山川水系流域治水

プロジェクト、栃山川・木屋川・成案寺川水災害対策プランに基づき、流域のあらゆる関係者が

協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 

  

港地域交流センター公民館などを活用した地域住民主体の活力あるまちづ

くりと、焼津漁港など地域の特性を踏まえた防災・減災まちづくり ３ 

港地域交流センター公民館 
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８｜大富地域まちづくり構想 

８－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の中央西部に位置し、面積は約 895ha で

市域の約 13％を占めています。昭和 30 年に大富村から焼津

市に編入されました。 

地域内には栃山川などの特徴ある河川や黒石川沿いの桜

並木、まとまりのある農地などの自然的要素があり、それら

とともに集落が存在し田園風景を形成しています。 

また、市立総合病院や焼津警察署、自然生態観察公園など

の公共施設や静岡福祉大学などの文教施設があり、また今

後、（都）志太中央幹線や、（都）小川島田幹線などの幹線道

路の整備が期待されています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は 21,297 人、世帯数は

9,136 世帯となっており、経年的に人口は緩やかな減少傾向

に、世帯数は緩やかな増加傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15 歳～65 歳未満が緩やかな減少傾向に、65歳以上が増

加傾向にあります。令和６年における 65 歳以上人口の割合は 31.3％で、市全体とほぼ同じ高齢化

率となっています。 

 

 

図 ２-７ 大富地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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８－２ 地域の将来像 

 

大富地域の将来像 

○ 安全で、安心して子育てができるまち 

○ 多彩な地域資源を活かした、活力あふれるまち 

○ 人と人との地域内外のつながりを大切にした、健康で楽しく暮らせるまち 

 

８－３ 地域のまちづくりの課題 

 自然環境と調和した良好な生活環境づくりと市内外との連携強化 

 既存集落地では、周辺の緑豊かな自然環境や田園風景と調和した住環境を保全・創出するととも

に、地域コミュニティの維持と地域の活性化が必要です。 

 高齢者の増加に対応するため、公共交通などによる日常生活を支える移動手段の充実を図る必要

があります。また、自転車と自動車が交錯して危険な生活道路があるため、こどもや高齢者が安

全・安心に通行できる歩行者空間を創出する必要があります。 

 遊休農地等の未利用地については、周辺の自然環境や自然景観を損なうことがないよう、今後の

有効活用方策等について検討する必要があります。 

 市民や地域住民の交流を支えるとともに、幹線道路の沿道における低未利用地を活用した新たな

土地利用の検討や、市内外の連携を促進するための道路交通機能の強化を図る必要があります。 

 自然資源の保全と有効活用 

 栃山川、木屋川、黒石川などの地域を流れる河川と、栃山川自然生態観察公園や栃山川緑地公園

をはじめとする地域の緑の拠点を守るとともに、地域住民の憩いの場、交流の場として効果的に

活用する必要があります。 

 まとまりのある優良農地は地域の貴重な緑の財産となっていることから、農地としての利用を継

続するための取組と併せ、緑の風景を地域住民のやすらぎの場として守り、次の世代に引き継い

でいくことが必要です。 

 地域の自然や歴史・文化を守るため、地域住民が主体となった取組が必要です。 

 地域の活力向上と、大雨などのなどによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である大富地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める

必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、栃山川、木屋川、黒石川

などの地域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 

 地震や津波などの自然災害が発生した場合に備え、既存の避難場所や避難所の保全や維持管理を

図るとともに、より多くの避難者の受け入れに対応する必要があります。 
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８－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 生活交流拠点である市域中部周辺においては、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし、

生活利便施設の立地誘導を図ります。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利

用需要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 市街化調整区域の既存集落地においては、周辺の自然環境との調和・共生に留意しながら、住環

境の維持・向上を図るとともに、安心してこどもを産み育てられ、高齢者が地域において安全・ 

安心で快適な生活を営むことができる環境づくりに努めます。 

 市街化調整区域に点在する遊休農地や養鰻池跡地などの低未利用地の有効活用により、地域の活

性化を促進します。また、アクセス性の高い国道 150 号などの沿道について、沿道サービス施設

等、幹線道路の特性を活かすことのできる施設の立地を誘導するとともに、雇用の創出等の経済

効果を生み、地域の活力を高める新たな土地利用を検討し

ます。 

 隣接する藤枝市との連携を強化するとともに、地域住民の

生活交流を支えるため、幹線道路である（都）小川島田幹

線などの都市計画道路の整備を促進するとともに、こども

から高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通行できる空

間づくりに努めます。 

 

 

 

 

 栃山川や木屋川などの地域ならではの自然資源を結ぶ、豊

かな水と緑を市民が身近に感じることができるまちづく

りを進めます。 

 多様な動植物を観察することができる栃山川自然生態観

察公園やこどもから高齢者まで誰もが自然と親しむこと

ができる栃山川緑地公園を保全し、自然環境学習や市民の

憩いの場として活用します。 

 

 地域に広がるまとまった優良農地による田園風景などの自然景観を保全するため、地域独自の景

観まちづくりを推進するとともに、ボランティアなどの地域住民が主体となった環境美化活動を

推進します。 

良好な住環境の創出と、幹線道路沿道などを活用した交流を創出する 

まちづくり 1 

栃山川などの緑豊かな自然資源を活かした景観まちづくり ２ 

（都）小川島田幹線 

栃山川と自然生態観察公園 



焼津市都市計画マスタープラン 

2 - 38 

 

 

 

 

 

 大富地域交流センター公民館などの地域活動の中心地に

ある既存施設を有効活用して、こどもや高齢者まで誰も

が、集い、憩うことのできる場づくりを行うなど、地域特

性を活かした、地域住民主体の活力あるまちづくりを進め

ます。また、災害時には地域住民の防災拠点として有効活

用を図ります。 

 

 

 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、栃山川、木屋川、黒石川などでは、

河川の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。栃山

川水系流域治水プロジェクト、栃山川・木屋川・成案寺川水災害対策プランに基づき、流域のあ

らゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。また、「向こう 3軒両隣」の思想に基づき、地域が地域を守る、共助ネットワークの仕組

みづくりを支援します。 

  

大富地域交流センター公民館などを活用した地域住民主体の活力あるまち

づくりと、「向こう 3 軒両隣」の思想に基づく防災・減災まちづくり ３ 

大富地域交流センター公民館 
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９｜和田地域まちづくり構想 

９－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の中央東部に位置し、面積は約 491ha で

市域の約 7％を占めています。昭和 30 年に和田村から焼津市

に編入されました。 

地域内には和田浜海岸や松林、栃山川などの特徴ある河

川、木屋川沿いの桜並木、まとまりのある農地など多くの自

然的な要素があり、それらとともに集落が存在し、田園風景

を形成しています。 

水産加工センターや流通加工団地、栃山川水門、ディスカ

バリーパーク焼津などの施設があり、自然・人・まちが共存

した新しい地域の魅力が形成されています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は8,763人、世帯数は3,411

世帯となっており、近年は人口、世帯数ともには減少傾向に、

世帯数は増加傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15 歳～65 歳未満が減少傾向に、65 歳以上が増加傾向に

あり、少子高齢化の傾向が年々強まっています。特に、令和６年における 65 歳以上人口の割合は

38.1％で、高齢化率が 2番目に高い地域となっています。 

 

図 ２-８ 和田地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 

 

  

9,655 9,513 9,354 9,130 9,018 8,890 8,763

3,312 3,382 3,384 3,374 3,385 3,389 3,411

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

世
帯
数
(
世
帯
)

人
口
(
人
)

和田地域 人口・世帯数推移

人口 世帯数

10.7% 10.6% 10.1% 9.8% 9.5% 9.0% 8.4%

54.4% 53.9% 53.9% 53.4% 53.0% 53.2% 53.5%

34.9% 35.6% 36.0% 36.8% 37.5% 37.7% 38.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

和田地域 年齢3区分別人口割合の推移

0-14歳 15-64歳 65歳-

和田地域 位置図



地域別構想 

2 - 41 

９－２ 地域の将来像 

 

和田地域の将来像 

○ 誰もが安全・安心・元気に暮らせる、人にやさしいまち 

○ 豊かな自然環境に心が癒されるまち 

○ 地域の絆を強め、災害から命を守るまち 

 

９－３ 地域のまちづくりの課題 

 良好なくらし環境の創出とにぎわいづくり 

 ディスカバリーパーク焼津や和田浜などの観光資源を有効活用し、地域住民の憩い・交流の場や、

観光客の交流の場とする取組が必要です。 

 地域全体に広がる緑豊かな自然環境や田園風景を保全するとともに、これらに調和した住環境や

工業環境を創出する必要があります。 

 和田地域交流センター公民館を中心として、公共交通などによる日常生活を支える移動手段の充

実を図るとともに、こどもから高齢者まで、誰もが安全・安心に通行できる歩行者空間を創出す

る必要があります。 

 自然資源の保全と有効活用 

 栃山川や木屋川においては、地域住民の憩いの場や水とのふれあいの場とする必要があります。

また、地域の景観資源となっている木屋川の桜並木や和田浜海岸の松林は、今後も保全を図ると

ともに、緑のネットワークづくりなどによりさらに魅力を高める必要があります。 

 和田浜海岸の駿河湾を一望できる美しい景観と松林などの緑豊かな自然は、地域のみならず焼津

市の貴重な緑の資源となっていることから、地域住民や観光客が憩い、安らぐ場として保全・活

用することが必要です。 

 地域の自然や歴史・文化を守るため、地域住民が主体となった取組が必要です。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である和田地域交流センター公民館などを有効活用したまちづくりを進める

必要があります。 

 地震による津波被害の防止・軽減を図るため、田尻浜などにおける津波対策を進めるとともに、

避難地や避難路の整備などによる安全確保を図る必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、栃山川や成案寺川などの

地域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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９－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 天文科学館と温水プールを核にしたディスカバリーパー

ク焼津を有効活用して、市民や観光客との交流の場などを

創出提供し、市内外からの来館者が交流するイベントの開

催等を行うことで、にぎわい創出など観光振興交流人口拡

大を図ります。 

 水産加工センターや水産流通加工団地などが立地する環

境共生型工業地（第１章 P13 参照）や既に中小の産業が集

積する地域においては、周辺環境と調和した工業地として

の機能を維持し、良好な生産機能の強化を図るとともにそ

の周辺や幹線道路の周辺においては、雇用の創出等の経済効果を生み、地域の活力を高める新た

な土地利用を検討します。また、遊休農地や耕作放棄地、低未利用地をの有効活用した新たな土

地利用の検討を踏まえながら、農業環境の維持・保全を図ります。 

 和田地域交流センター公民館、和田小学校、和田中学校など、周辺一帯の安全・安心・快適な交

通環境の向上を図るとともに、こどもや高齢者まで誰もが、安全・安心・快適に通行できる空間

づくりに努めます。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用需要に応じた公

共交通ネットワークを検討します。 

 

 

 

 

 木屋川、成案寺川、一色・横須賀川沿いの桜並木など地域ならではの自然資源を結ぶ、豊かな水

と緑を市民が身近に感じることができるまちづくりを進めます。 

 和田浜海岸では、松林の適切な保全に努め、駿河湾や富士

山を望む海辺景観を保全するとともに、ボランティアなど

の地域住民が主体となった環境美化活動を推進します。 

 成道寺など地域ならではの歴史文化資源を守り、活かすた

めの地域独自の景観まちづくりを推進します。 

  

木屋川や和田浜海岸の松林など、地域の自然資源を活かしたまちづくり ２ 

和田浜海岸と松林 

ディスカバリーパーク焼津や水産流通加工団地などを活かした、交流を 

創出するまちづくり 1 

ディスカバリーパーク焼津 

（天文科学館） 
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 地域活動の中心地では、 学校教育と生涯学習、多世代交

流等の機能を複合化した和田地域交流センタ―や、田尻ス

ポーツ広場、ディスカバリーパーク焼津など、地域活動の

中心となる既存施設を有効活用しながら、こどもから地域

交流の拠点となる施設を整備して、子どもや高齢者まで誰

もが、集い、憩うことのできる場づくりを行うなど、地域

特性を活かした、地域住民主体の活力あるまちづくりを進

めます。また、周辺一帯の安全・安心・快適な交通環境の

向上を図ります。 

 地震による津波被害を防ぐため、駿河海岸（田尻浜区間）において粘り強い防潮堤の整備を促進

します。特に栃山川以南の海岸部においては、粘り強い防潮堤と併せて、盛り土部に植林し、散

策路を設ける「潮風グリーンウォーク」の整備を推進します。 

 粘り強い防潮堤の機能が十分発揮できるよう潮風グリーンウォークの緑地を維持するとともに、

引き続き防潮堤の整備を促進します。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、木屋川、栃山川、成案寺川などで

は、河川の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。

栃山川水系流域治水プロジェクト、栃山川・木屋川・成案寺川水災害対策プランに基づき、流域

のあらゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させる流域治水の取組を推進します。 

 津波から安全かつ迅速に避難することができるよう、所有者や管理者の意向に配慮しながら、津

波避難ビルの指定・普及に努めます。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

  

和田地域交流センター公民館や和田小学校などを活用した地域住民主体の活力あ

るまちづくりと、潮風グリーンウォークなどを活用した防災・減災まちづくり３ 

和田地域交流センター公民館 
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１０｜大井川東地域まちづくり構想 

１０－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の南部に位置し、面積は約 630ha で市域

の約 9％を占めています。本地域は、大井川西地域及び大井

川南地域とともに、昭和 30 年に大井川町として発足し、平

成 20年に焼津市に編入され、現在に至っています。 

地域内には航空自衛隊静浜基地があるほか、国道 150 号、

国道 150 号バイパスなどが通っています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は5,990人、世帯数は2,477

世帯となっており、近年、人口は減少傾向に、世帯数は増加

傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15歳～65 歳未満

が緩やかな減少傾向に、65 歳以上が緩やかな増加傾向にあ

り、少子高齢化の傾向が強まってきています。令和６年にお

ける 65 歳以上人口の割合は 33.2％で、高齢化率は 3 番目に低い地域となっています。 

 

 

図 ２-９ 大井川東地域における人口・世帯数及び年齢 3 区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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１０－２ 地域の将来像 

 

大井川東地域の将来像 

○ 田園をはじめとする自然環境と共生した、暮らしやすいまち 

○ 自然や歴史・文化などの地域資源を守り続けるまち 

○ 自然災害から命を守るまち 

 

１０－３ 地域のまちづくりの課題 

 豊かな自然環境と調和・共生した良好な生活環境づくり 

 多くの公共施設が集積して立地し、地域住民の生活を支えている大井川生活交流拠点の現在の機

能を維持するとともに、交通結節点としての機能の向上と公共交通などによる移動手段の充実を

図る必要があります。 

 既存集落地や、地区計画で定めた（削除理由：都市計画決定されているため説明不要と判断しま

した）宗高中央地区などの計画的に整備された住宅団地などにおいては、周辺の緑豊かな自然環

境や田園風景と調和した住環境を保全・創出するとともに、地域コミュニティの維持と地域の活

性化が必要です。 

 東名高速道路大井川焼津藤枝スマート IC に近接する立地優位性を活かし、既存集落地や自然環

境と調和・共生した、地域の活力を高める新たなまちづくりを検討する必要があります。 

 自然や歴史・文化などの多様な地域資源の保全と活用 

 成案寺川や志太田中川等においては、地域住民の憩いの場や水とのふれあいの場とするため、今

後も保全を図るととともに、緑のネットワークづくりなどにより、さらに魅力を高める必要があ

ります。 

 本地区には田園を中心とする緑豊かな農地が広がっているほか、「藤守の田遊び」などの歴史・文

化が根付いているため、このような地域の重要な自然資源・歴史文化資源を保全するとともに、

次の世代に引き継いでいくことが必要です。 

 地域の自然や歴史・文化を守るため、地域住民が主体となった取組が必要です。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である大井川東小学校などを有効活用したまちづくりを進める必要がありま

す。 

 地震による津波被害の防止・軽減を図るため、駿河海岸における津波対策を進めるとともに、避

難地や避難路の整備などによる安全確保を図る必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、成案寺川、志太田中川、

藤守川などの地域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 
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 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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１０－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 生活交流拠点である大井川庁舎周辺においては、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし

つつ、安心してこどもを産み育てられ、高齢者が地域において安全・安心・快適な生活を営むこ

とができる環境づくりに努めます。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用

需要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 田園風景が守られるように、ゆとりある住宅と自然環境が

調和した地域づくりを進めるとともに、宗高中央地区にお

いては、地区計画の制度を活用し、安全でうるおいの感じ

られる低層住宅地として、周辺の環境と調和のとれた良好

な住環境の維持に努めます。 

 

 

 

 市街化調整区域において、周辺の住環境や自然環境との調和・共生に留意するとともに、東名高

速道路大井川焼津藤枝スマート IC 周辺から延びる幹線道路周辺や国道 150 号などの沿道周辺で

は、交通利便性を最大限に活かしつつ、雇用創出などの経済効果を生み、地域の活力を高める新

たな土地利用について検討します。また、高新田第１・２工業団地など、既に都市的土地利用が

なされ点在している環境共生型工業地（第１章P13参照）や既に中小の産業が集積する地域では、

今後も生産機能の強化を図ることで、雇用の創出等の経済効果を生み、地域の活力を高める新た

な土地利用を検討します。 

 文化施設や子育て施設、福祉施設が集積した地域周辺にスマイルライフ推進センターを整備し、

市民生活の中心地として活用します。 

 

 

 

 

 志太田中川、成案寺川などの地域ならではの自然資源を結ぶ、豊かな水と緑を市民が身近に感じ

ることができるまちづくりを進めます。 

大井川庁舎周辺における、多様な交流を創出するまちづくり 1 

藤守の田遊びなど自然・歴史文化資源を活かした景観まちづくり ２ 

宗高中央地区の住宅地 
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 農業生産の場でもある田園地域について、営農環境を維持

しつつ、水田が広がる田園景観を保全・活用するとともに、

ボランティアなどの地域住民が主体となった環境美化活

動を推進します。 

 藤守の田遊びの伝統的行事や大井八幡宮など地域ならで

はの歴史文化資源を守り、活かすための地域独自の取組を

推進します。 

 

 

 

 

 大井川東小学校など、地域活動の中心地にある既存施設を

有効活用し、こどもから高齢者まで誰もが、集い、憩うこ

とのできる場づくりを進めるとともに、地域特性を活かし

た、地域住民主体の活力あるまちづくりを進めます。 

 地震による津波被害を防ぐため、駿河海岸において粘り強

い防潮堤と併せて、盛り土部に植林し、散策路を設ける「潮

風グリーンウォーク」の整備を推進します。 

 粘り強い防潮堤の機能が十分発揮できるよう潮風グリー

ンウォークの緑地を維持します。また、藤守川の河口部の津波対策も推進します。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、成案寺川、志太田中川、藤守川な

どでは、河川の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進しま

す。栃山川水系流域治水プロジェクト、志太田中川水系流域治水プロジェクト、栃山川・木屋川・

成案寺川水災害対策プランに基づき、流域のあらゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減させ

る流域治水の取組を推進します。 

 津波から安全かつ迅速に避難することができるよう、所有者や管理者の意向に配慮しながら、津

波避難ビルの指定・普及に努めます。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 

  

大井川東小学校 

大井川東小学校などを活用した地域住民主体の活力あるまちづくりと、潮風グ

リーンウォークなどを活用した防災・減災まちづくり ３ 

田園風景 
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１１｜大井川西地域まちづくり構想 

１１－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の南部に位置し、面積は約 815ha で市域

の約 12％を占めています。本地域は、大井川東地域及び大井

川南地域とともに、昭和 30 年に大井川町として発足し、平

成 20年に焼津市に編入され、現在に至っています。 

地域内には東名高速道路や国道 150 号が通っています。東

名高速道路では、平成 27 年度に大井川焼津藤枝スマート IC

が設置され、今後はスマート IC を活用した地域振興が期待

されています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は6,505人、世帯数は2,681

世帯となっており、人口は減少傾向に、世帯数は増加傾向近

年は人口、世帯数ともに減少傾向にあります。 

年齢 3 区分別人口割合は、15 歳未満が緩やかな減少傾向

に、15 歳未満および 15 歳～65歳未満が減少傾向に、65歳以上が増加傾向にあり、少子高齢化の傾

向が年々強まっています。令和６年における 65 歳以上人口の割合は 34.4％で、市全体に比べて、

高齢化率がやや高い地域となっています高齢化率は 3 番目に高い地域となっています。 

 

図 ２-１０ 大井川西地域における人口・世帯数及び年齢 3区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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１１－２ 地域の将来像 

 

大井川西地域の将来像 

○ 大井川焼津藤枝スマート IC を活かした、活力あふれるまち 

○ 人にやさしく、自然環境と共生した、誰もが住みやすいまち 

○ 自然災害への備えができた、安全・安心に生活できるまち 

 

１１－３ 地域のまちづくりの課題 

 大井川焼津藤枝スマート IC を活かしたにぎわいづくりと、良好な生活環境づくり 

 東名高速道路大井川焼津藤枝スマート IC が立地する優位性を活かし、既存集落地や自然環境と

調和・共生した、地域の活力を高める新たなまちづくりを検討する必要があります。 

 多くの公共施設が集積して立地し、地域住民の生活を支えている大井川生活交流拠点の現在の機

能を維持するとともに、交通結節点としての機能の向上と公共交通などによる移動手段の充実を

図る必要があります。 

 既存集落地などにおいては、周辺の緑豊かな自然環境や田園風景と調和した住環境を保全・創出

するとともに、地域コミュニティの維持と地域の活性化が必要です。 

 地域の特徴であり、主要産業となっている農業を活かしたまちづくりが必要です。 

 自然や歴史・文化などの多様な地域資源の保全と活用 

 大井川、志太田中川、泉川等においては、地域住民の憩いの場や水とのふれあいの場とするため、

今後も保全を図るととともに、緑のネットワークづくりなどにより、さらに魅力を高める必要が

あります。 

 まとまりのある優良農地は地域の貴重な緑の財産となっているとともに、良好な田園風景を創り

出していることから、農地としての利用を継続するための取組と併せ、緑の風景を地域住民のや

すらぎの場として守り、次の世代に引き継いでいくことが必要です。 

 地域の自然や歴史・文化を守るため、地域住民が主体となった取組が必要です。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である大井川西小学校などを有効活用したまちづくりを進める必要がありま

す。 

 災害時に、地域の避難地及び復旧・復興の拠点として機能するとともに、平時も気軽に地域住民

が利用できる（仮称）大井川防災広場の整備を進める必要があります。 

 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、志太田中川や泉川などの

地域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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１１－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 東名高速道路大井川焼津藤枝スマート IC 周

辺においては、交通利便性を最大限に活かし

つつ、自然環境や営農環境との調和・共生に

留意しながら、雇用創出などの経済効果を生

み、地域の活力を高める新たな土地利用につ

いて検討していきます。また、地域の特性を

活かした特産品の振興を図ることで、交流人

口の拡大を図り、市民、観光客がともにＰＲ

したくなる魅力あふれるまちづくりを進め、

新たな交流・にぎわいの創出を図ります。 

 （都）藤枝駅吉永線と国道 150 号が交差し、商業施設が集積した土地利用が図られている一帯や

環境共生型工業地（第１章 P13 参照）や既に中小の産業が集積する地域では、今後も周辺の住環

境や自然環境との調和・共生に留意しながら、商業機能の維持と生産機能の強化を図ることで、

雇用の創出等の経済効果を生み出します。また、国道 150 号や幹線道路の沿道周辺について、沿

道サービス施設等、幹線道路の特性を活かすことのできる施設の立地を誘導する等、新たな土地

利用を検討します。 

 生活交流拠点である大井川庁舎周辺においては、公共交通の結節点に位置するメリットを活かし

つつ、安心してこどもを産み育てられ、高齢者が地域において安全・安心・快適な生活を営むこ

とができる環境づくりに努めます。また、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用

需要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 

 

 

 

 舟形屋敷や子安神社などの地域ならではの歴史文化資源を守り、活かすための地域独自の取組を

推進します。 

大井川焼津藤枝スマート IC を活かした、交流を創出するまちづくり 1 

大井川・志太田中川・泉川など、地域の自然資源を活かした景観まちづく

り ２ 

大井川焼津藤枝スマート IC 周辺 
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 志太田中川、泉川などの地域ならではの自然資源を結ぶ、

豊かな水と緑を市民が身近に感じることができるまちづ

くりを進めるとともに、大井川河川敷では、ウォーキング

イベントなどの健康づくりイベントなど、市民が楽しめ

る参加型イベントを充実することにより、観光客も一緒

になって楽しめる魅力あるまちづくりを進めます。 

 農業生産の場でもある田園地域について、営農環境を維

持しつつ、水田が広がる田園景観を保全・活用するととも

に、ボランティアなどの地域住民が主体となった環境美化活動を推進します。 

 

 

 

 

 大井川西小学校など、地域活動の中心地にある既存施設

を有効活用し、こどもから高齢者まで誰もが、集い、憩う

ことのできる場づくりを進めるとともに、地域特性を活

かした、地域住民主体の活力あるまちづくりを進めます。

また、（仮称）大井川防災広場においては、平時はこども

から高齢者まで誰もが利用できる広場として、また災害

時には避難地及び復旧・復興の拠点として機能を確保し

ます。 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、志太田中川や泉川などでは、河川

の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。志太田中

川水系流域治水プロジェクトに基づき、流域のあらゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減さ

せる流域治水の取組を推進します。 

 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。また、「向こう 3軒両隣」の思想に基づき、地域が地域を守る、共助ネットワークの仕組

みづくりや、災害時に農業水利施設を消防用水や雑用水として利活用するための地域独自の取組

を支援します。 

  

泉川 

大井川西小学校などを活用した地域住民主体の活力あるまちづくりと、「向こう

3 軒両隣」の思想に基づく防災・減災まちづくり ３ 

大井川西小学校 
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１２｜大井川南地域まちづくり構想 

１２－１ 地域の現状 

（１） 概況 

本地域は、焼津市の南部に位置し、面積は約 1,119ha で市

域の約 16％を占めています。本地域は、大井川東地域及び大

井川西地域とともに、昭和 30 年に大井川町として発足し、

平成 20 年に焼津市に編入され、現在に至っています。 

地域内には大井川港があるほか、国道 150 号バイパスとな

る（都）志太東幹線の整備が進められています。今後は、こ

れらインフラを活用した地域振興が期待されています。 

（２） 人口の推移 

令和６年における本地域の人口は7,929人、世帯数は3,437

世帯となっており、近年、人口は減少傾向に、世帯数は増加

横ばい傾向にあります。 

年齢 3区分別人口割合は、15 歳未満及び 15歳～65 歳未満

が減少傾向に、65 歳以上が増加傾向にあり、少子高齢化の傾

向が年々強まっています。令和６年における 65 歳以上人口の割合は 31.9％で、市全体に比べて、

高齢化率はやや低い地域となっています。 

 

 

図 ２-１１ 大井川南地域における人口・世帯数及び年齢 3区分別人口割合の推移 

（住民基本台帳より） 
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１２－２ 地域の将来像 

 

大井川南地域の将来像 

○ 多彩な地域資源を活かした、にぎわいのあるまち 

○ 豊かな自然環境と共生した、誰もが安全・安心に暮らせるまち 

○ 津波などの自然災害に備えたまち 

 

１２－３ 地域のまちづくりの課題 

 大井川港を活かしたにぎわいづくりと、良好な生活環境づくり 

 大井川港の物流・生産機能等を維持するとともに、（都）志太東幹線の整備に併せた、市民や観光

客等が交流する大井川港周辺のにぎわいづくりを進める必要があります。 

 多くの公共施設が集積して立地し、地域住民の生活を支えている大井川生活交流拠点の現在の機

能を維持するとともに、交通結節点としての機能の向上と公共交通などによる移動手段の充実を

図る必要があります。 

 既存集落地などにおいては、周辺の緑豊かな自然環境や田園風景と調和した住環境を保全・創出

するとともに、地域コミュニティの維持と地域の活性化が必要です。 

 東名高速道路大井川焼津藤枝スマート IC に近接する立地優位性を活かし、既存集落地や自然環

境と調和・共生した、地域の活力を高める新たなまちづくりを検討する必要があります。 

 自然や歴史・文化などの多様な地域資源の保全と活用 

 大井川、志太田中川、泉川等においては、地域住民の憩いの場や水とのふれあいの場とするため、

今後も保全を図るととともに、緑のネットワークづくりなどにより、さらに魅力を高める必要が

あります。 

 駿河海岸から駿河湾や富士山を一望できる美しい景観は、地域のみならず焼津市の貴重な緑の資

源となっていることから、地域住民や観光客が憩い、安らぐ場として保全・活用することが必要

です。 

 地域の自然や歴史・文化を守るため、地域住民が主体となった取組が必要です。 

 地域資源を活かした産業振興を進める必要があります。 

 地域の活力向上と、地震・津波などの・大雨などによる自然災害への備えの充実 

 地域活動の中心地である大井川南小学校などを有効活用したまちづくりを進める必要がありま

す。 

 地震による津波被害の防止・軽減を図るため、大井川港や駿河海岸における津波対策を進めると

ともに、避難地や避難路の整備などによる安全確保を図る必要があります。 

 災害時に、地域の避難地及び復旧・復興の拠点として機能するとともに、平時も気軽に地域住民

が利用できる（仮称）大井川防災広場の整備を進める必要があります。 
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 大雨時の河川氾濫・道路冠水等を防止するための防止・軽減に向けて、志太田中川や泉川などの

地域を流れる河川とその流域について、総合的な治水対策を進める必要があります。 

 過去の自然災害の発生状況や教訓をもとに、自然災害に対する危険性や正しい知識を習得するな

ど、地域住民の防災意識の向上と防災活動の充実を図る必要があります。 
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１２－４ 地域のまちづくりの方針 

 

 

 

 

 大井川港周辺の効率的な土地利用の維持を図るとともに、

地域の特性を活かした特産品などのをＰＲやクルーズ船

の誘致をすることで交流人口の拡大を図り、市民と観光客

が一緒になって楽しめる魅力あるまちづくりを進めます。 

 生活交流拠点である大井川庁舎周辺においては、公共交通

の結節点に位置するメリットを活かしつつ、安心してこど

もを産み育てられ、高齢者が地域において安全・安心・快

適な生活を営むことができる環境づくりに努めます。ま

た、地域住民の日常の足の確保と利便性向上のため、利用

需要に応じた公共交通ネットワークを検討します。 

 市街化調整区域において、周辺の住環境や自然環境との調和・共生に留意するとともに、東名高

速道路大井川焼津藤枝スマート IC 周辺から延びる幹線道路などの沿道周辺では、交通利便性を

最大限に活かしつつ、雇用創出などの経済効果を生み、地域の活力を高める新たな土地利用につ

いて検討します。また、高新田第１・２工業団地など、既に都市的土地利用がなされ点在してい

る環境共生型工業地（第１章 P13 参照）や既に中小の産業が集積する地域では、今後も生産機能

の強化を図ります。 

 広域の都市圏及び隣接都市との円滑な移動を可能にするため、（都）志太東幹線を計画的に整備

するとともに、特別工業地区に指定されている大井川港周辺の沿線では、主要幹線道路沿いにふ

さわしい建築物の立地誘導を図ります。 

 

 

 

 

 地域ならではの自然資源などを活かした、ウォーキングイベントなどの健康づくりイベントなど、

市民が楽しめる参加型イベントを充実することにより、

観光客も一緒になって楽しめる魅力あるまちづくりを進

めます。 

 大井川地域特有の豊富な地下水は、貴重な資源として産

業振興へ寄与し、地域住民が湧水に親しめるなど、幅広い

活用を促進します。 

志太田中川 

大井川港 

大井川港や生活交流拠点周辺を核にした、多様な交流とにぎわいを 

創出するまちづくり 1 

大井川など自然資源と海辺空間の景観資源を活かした景観まちづくり ２ 
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 駿河湾、大井川、志太田中川、泉川など地域ならではの自然資源を結ぶ、豊かな水と緑を市民が

身近に感じることができるまちづくりを進めるとともに、地域ならではの多様な動植物の生息環

境に配慮した、衛生的で安全な生活環境づくりを進めます。 

 農業生産の場である田園地域について、営農環境を維持しつつ、環境の保全と衛生的で快適な生

活基盤の充実を図るため、ボランティアなどの地域住民が主体となった環境美化活動を推進しま

す。 

 駿河湾や富士山を望む海辺景観や、吉永八幡宮などの地域ならではの歴史文化資源を保全し、活

かすための地域独自の景観まちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 大井川南小学校など、地域活動の中心地にある既存施設を

有効活用して、地域特性を活かした、地域住民主体の活力

あるまちづくりを進めます。また、（仮称）大井川防災広

場においては、平時はこどもから高齢者まで誰もが利用で

きる広場として、また災害時には避難地及び復旧・復興の

拠点として機能を確保します。 

 

 

 地震による津波被害を防ぐため、駿河海岸において粘り強い防潮堤と併せて、盛り土部に植林し、

散策路を設けるた「潮風グリーンウォーク」の整備を推進するとともにに加え、大井川港周辺の

住民や事業者を津波被害から守り、災害時における支援物資受入拠点としての機能を確保するた

め、大井川港の地震津波防災対策施設の整備を推進します。 

 粘り強い防潮堤の機能が十分発揮できるよう潮風グリーンウォークの緑地を維持します。また、

大井川港周辺の住民や事業者を津波被害から守り、災害時における支援物資受入拠点としての機

能を確保するため、大井川港の地震津波防災対策施設の整備を推進します。【上記施策の置き換

え】 

 台風や集中豪雨などに起因する水害の防止・軽減を図るため、志太田中川や泉川などでは、河川

の特性を踏まえた整備と維持管理を進めるとともに、総合的な治水対策を推進します。志太田中

川水系流域治水プロジェクトに基づき、流域のあらゆる関係者が協働し流域全体で水害を軽減さ

せる流域治水の取組を推進します。 

 津波から安全かつ迅速に避難することができるよう、所有者や管理者の意向に配慮しながら、津

波避難ビルの指定・普及に努めます。 

大井川南小学校 

大井川南小学校などを活用した地域住民主体の活力あるまちづくりと、 

（仮称）大井川防災広場などを活用した防災・減災まちづくり ３ 
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 地域のこどもから高齢者まで誰もが、普及・啓発活動や防災教育等を通じて、防災意識を高揚さ

せるとともに、災害ボランティア活動への参画を促進し、地域における防災活動を積極的に支援

します。 

 コミュニティ防災センターにおいては、平時から自主防災会との連携を図りながら、災害時には

地域の防災拠点として機能を果たせるよう努めます。 
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第３章  まちづくりの実現に向けて 

１｜本市が目指す「コンパクト＋ネットワーク」の特徴 

長期的な国土づくりの考え方では、「コンパクト+ネットワーク」とは、まちの中心部や、駅、主要

なバス停などの交通結節点に、都市機能や居住機能を誘導して再整備を図るとともに、これらを多様

な交通ネットワークで連携することとされています。 

この考え方に基づき、令和６年３月に「焼津市立地適正化計画」を策定したため、本市においても

「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを進めていきます。 

「コンパクト」については、一か所にすべての機能を誘導するのではなく、現在のまちの構造や既

存機能の立地状況など、本市の特性や実情を勘案して、適切な箇所に必要な都市機能等を誘導してい

きます。特に、都市拠点である焼津駅周辺においては、「中心市街地活性化基本計画」との整合を図

り、中心市街地に必要な都市機能の誘導を図ります。また、「コンパクト」化を進める過程において、

「公共施設ファシリティ・マネジメント」の考え方に基づき、将来の人口規模等に応じた公共施設の

再編（統廃合・機能連携・複合化など）を推進していきます。 

「ネットワーク」については、（都）志太東幹線や（都）小川島田幹線など、本市の骨格を形成す

る幹線道路等の整備・維持管理を図るとともに、地域公共交通関連施策の展開により効果的な公共交

通サービスの提供を図るなどして、公共交通と自動車交通を上手に使い分けることができる、利便性

の高い交通環境を創出します。 

本市では、「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを進めることにより、人・モノ・情報の交流

を活発化させながら、まち全体の魅力・価値を高め、多くの人でにぎわい、住みやすいまちを創りま

す。 

＜本市における「コンパクト＋ネットワーク」のまちづくりのイメージ＞ 

赤字：現行計画から見直した内容 
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２｜協働のまちづくり 

（１） まちづくりの推進に向けた基本的な考え方 

今日、わが国では、少子高齢化や人口減少、地域コミュニティの希薄化、東日本大震災などの社

会・経済情勢の変化に伴って、これまでの画一的な方法では解決できない多様な市民ニーズや地域

課題が多く発生しています。そして、これらの市民ニーズや地域課題に対応するため、まちづくり

の進め方や、まちづくりに関わる主体の多様化が進んでいます。 

このような中、本市では、誰もがいつまでも住み続けたいと思えるまちにしていくためのルール

として、「情報の共有・協働・対話による合意形成」を軸とする「焼津市自治基本条例」を平成 26

年 3 月に制定しました。 

本マスタープランでは、この「焼津市自治基本条例」の考え方を踏まえ、「市民・事業者・行政

の協働によるまちづくり」を本市のまちづくりの推進に向けた基本的な考え方とし、市民・事業者・

行政の相互協力・連携のもと、より良いまちづくりを進めていきます。 

 

まちづくりの推進に向けた基本的考え方 

市民・事業者・行政の協働によるまちづくり 
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（２） 協働のまちづくりの意義・考え方 

「協働」とは、「まちづくりの担い手となる市民、事業者、行政など、さまざまな立場の人々が

共通の目標を持って、知恵を出し合い、力を合わせて目標の実現に向けた活動に取り組んでいくこ

と」を意味します。 

本市では、市民、事業者、行政などの社会の構成員が、公共空間の整備・開発・保全を推進する

まちづくりの担い手として、本マスタープランに掲げられている基本理念や目標を共有し、それぞ

れが出し得る力を最大限に発揮して、魅力のあるまちを創造していきます。 

（３） 協働のまちづくりの推進体制 

まちづくりの担い手は、市民、事業者、行政など多岐に渡ります。ここでは、「協働のまちづく

り」を推進するための、まちづくりの担い手に求められる役割について、基本的な考え方を示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 市民の役割（市民には自治会やＮＰＯ、学校等を含む） 

市民は、それぞれ一人ひとりがまちづくりの主体として、自分たちの住むまちを見直し、「焼

津市都市計画マスタープラン」に示された将来のまちのあるべき姿を考え、や、まちづくりの

方針に基づいて、自らできることを考え、自発的に進めていく役割を担います。 

また、まちづくりに関心を持ち、まちづくりの理解を深め、まちづくりに積極的に参加する

ことが求められます。 

② 事業者の役割り 

事業者は、市民と同様に焼津市の一員であり、自らの事業活動や経済活動を通じて、まちづ

くりに大きな影響を持っており、まちづくりの活性化に貢献することが期待されています。

地域の特性やまちづくりのルール等に対する理解を深め、市民、行政との連携・協力のもと、

まちづくりの主体として積極的に活動を行っていく役割を担います。 

③ 行政の役割り 

行政は、「焼津市都市計画マスタープラン」に基づき、具体的なまちづくり事業の主体とし

ての役割に加え、市民、事業者等との協働のもと、総合的かつ効率的なまちづくりを着実に

実施していく役割を担います。 

このため、まちづくりに関する情報提供や市民のまちづくり参画の機会の提供などのほか、

市民主体の自主的なまちづくり活動に関する支援等を推進します。 
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（４） 協働のまちづくりの進め方 

まちづくりは、まちづくりをしようと思い立つ「発意の段階」から、「構想・計画づくりの段階」、

「計画決定の段階」、計画に基づいてまちづくりを進める「実施・管理の段階」、進捗状況について

評価し必要に応じて見直す「評価の段階」などを経て進められます。 

焼津市では、これらのあらゆる段階において、市民、事業者、行政等が互いに対等な立場で、協

力・役割分担し責任を持つ「協働によるまちづくり」を進めていきます。 

それぞれの段階ごとに、市民、事業者、行政等の「協働によるまちづくり」を以下のように、段

階的かつ計画的に進めていくことを基本とします。 
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３｜まちづくりの実現に向けた各種施策の展開 

（１） 都市計画制度の活用 

① 規制・誘導制度や都市施設整備事業の都市計画決定・変更 

地域地区等の規制・誘導制度の活用や道路・公園等の都市施設整備事業などを実施するため、

必要な都市計画の決定を行います。 

また、既に都市計画決定されたものについては、社会・経済情勢等の変化や土地利用・建築

物立地の変化等を踏まえて、必要に応じて変更を行います。 

② 面的開発事業 

本市は、土地区画整理事業により市街地の都市基盤整備を積極的に推進してきた経緯がありま

す。現在、焼津市南部地区及び会下ノ島石津地区において事業中であり、完成間近に向かってお

ります。早期の完了を目指します。 

今後は、既成市街地で面的開発事業が未整備である地区において、都市機能の更新、土地利用

の混在解消、居住環境の改善、道路のネットワーク化等を実現するため、地域の実情や特性を勘

案しながら、柔らかい土地区画整理事業、沿道区画整理型街路事業、沿道整備街路事業等の活用

について、必要に応じて検討を行っていきます。 

また、中心市街地においては、新たな都市機能の導入とまちなか居住の促進による活性化を図

るため、土地の高度利用と機能更新を目的とした市街地再開発事業を推進するとともに優良建築

物等整備事業などの再開発事業について、必要に応じて検討を行っていきます。市街地再開発事

業や優良建築物等整備事業などの再開発事業について、必要に応じて検討を行っていきます。 

③ 地区計画 

地区計画は、用途地域等の規制・誘導制度と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細か

いまちづくりのルールを定めるものであり、計画策定の段階から地区住民等の意向を十分に反映

することが義務づけられているため、住民参加のまちづくりを目指す最適な方法の一つです。 

本市の市街化区域では、駅北二丁目三丁目地区及び会下ノ島石津地区において地区計画を決

定・運用しており、新たに栄町第一地区を都市計画決定しました。していますが、今後も他地区

において、地区の特性や実情、また地区住民等の意向を十分に踏まえながら、地区計画によるま

ちづくりを推進していきます。 

また、本市の市街化調整区域では、宗高中央地区において地区計画を決定・運用しています。

今後は、あらためて都市全体の観点から、良好な住環境の形成と地域活力の維持・向上を図るべ

き既存集落地等において地区計画の決定・運用を目指すため、「市街化調整区域の地区計画適用

についての基本的な方針」を策定しました。の策定について検討を進めます。 

④ 開発許可制度 

開発許可制度は、無秩序な市街地の拡大の防止を図るとともに、開発行為の適正な水準を確保

するために設けられている制度であり、技術基準や立地基準など、開発に係る各種基準が定めら

れています。 
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本市では区域区分（市街化区域・市街化調整区域の区分）を定めているため、市街化区域にお

いては、1,000 ㎡以上の開発行為について開発許可制度を適用するとともに、市街化調整区域の

開発行為は、適切な運用を図っていきます。 

⑤ 都市計画提案制度 

都市計画提案制度は、平成 14年の都市計画法改正により創設されたまちづくりの仕組みであ

り、都市計画区域または準都市計画区域において、土地所有者やまちづくりを目的として設立さ

れたＮＰＯ法人などが一定の条件を満たしたもとで、都市計画の決定または変更の提案をするこ

とができる制度です。 

 

（２） 関係法令に基づくまちづくり計画の策定 

● 立地適正化計画《都市再生特別措置法》 

立地適正化計画制度は、平成 26 年に都市再生特別措置法等の改正により新たに定められた制

度で、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、居住

誘導区域（居住を誘導すべき区域）や都市機能誘導区域（居住に関連する施設の立地を誘導すべ

き区域）の設定のほか、これらの区域において講ずべき施策等について定める計画です。 

「コンパクト＋ネットワーク」のまちづくりを進めるためには、居住や医療、福祉、商業など

の民間施設を集約・誘導することが重要であることから、都市全体を見渡しながら、その誘導を

図ることが必要となります。 

さらに、令和２年の都市再生特別措置法等の改正により、防災の観点が強化されたため、立地

適正化計画を策定し、防災・減災まちづくり計画編を定めました。 

本市においては、将来都市像で掲げた「市民とともに「にぎわい」を創り、地域の「くらし」

に必要な機能をコンパクトにまとめた住みやすいまち 焼津」の実現に向け、立地適正化計画制

度の活用を検討し、「コンパクト＋ネットワーク」のまちづくりを推進します。 
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４｜都市計画マスタープランの進行管理・見直しの考え方 

（１） 都市計画マスタープランの進行管理の考え方 

本市では今後、本マスタープランに基づく多様なまちづくりを推進していきますが、適切な段階

でまちづくりの状況を把握することにより、本マスタープランの進行管理を行います。 

具体的には、焼津市総合計画で掲げられている、施策の達成目標等について達成状況を確認する

ほか、本マスタープラン策定にあたって実施した市民意識意向調査の追跡調査により、市民のまち

づくりに対する意識や意向の変化について確認するなどして、本マスタープランに基づくまちづく

りの進行状況を把握・評価し、必要に応じて適切な対応策を展開していきます。 

また、本マスタープランの基本方針に基づくまちづくりの進行状況や、状況に応じた対応策など

について市民等に対して広く説明する機会を設けるとともに、まちづくりに関する情報提供やＰＲ

を行うなど、市民のまちづくりに対する理解を高めるための周知・啓発活動に努めます。 

（２） 都市計画マスタープランの見直しの考え方 

都市計画マスタープランは長期的な方針であることから、その成果が得られるまでに一定の期間

が必要と考えられますが、今後、法制度が大きく改正された場合、人口・産業動向をはじめとする

社会・経済情勢に大きな変化が認められた場合、総合計画や国土利用計画など、関連する他計画と

の整合が必要となった場合などにおいて、必要に応じて都市計画マスタープランを適切に見直すこ

ととします。 

 





参考資料 
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参考資料 

１｜策定の体制及び経過 

（１） 策定の体制 

本マスタープランの策定にあたっては、事務局である都市計画課が作業全般を行い、策定委員

会、作業部会、検討会、地域別協議会の各検討組織において、計画案についての具体的な検討を

進めてきました。 

策定委員会は、策定にあたっての意思決定を行うための部長級職員による会議であり、都市計

画マスタープランの原案を作成しました。 

作業部会は、課長級職員による会議であり、主に全体構想の素案について検討を行いました。 

検討会は、学識経験者や産業界代表、公募市民などによる会議であり、主に都市計画マスター

プランの原案について検討を行いました。 

地域別協議会は、自治会関係者など 11の地域の代表者、公募市民などによる会議であり、主に

地域別構想の素案について検討を行いました。 

さらに、市民意見を計画案に反映するため、市民意向調査やパブリックコメントを実施しまし

た。 

以上を経て、最終的な計画案を焼津市都市計画審議会で審議していただき、策定しました。 
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■策定委員会（H27 年策定時） 

所属組織・役職等 備  考 所属組織・役職等 備  考 

副市長 委員長 こども未来部長  

副市長 副委員長 水産経済部長  

総務部長  都市基盤部長  

未来創造部長  環境部長  

財政部長  水道部長  

危機管理部長  教育部長  

市民部長  生涯学習部長  

健康福祉部長    

■作業部会（H27 年策定時） 

所属組織 備  考 所属組織 備  考 

都市基盤部 会長 道路課  

資産経営課  河川課  

まちづくり政策課（H26） 

政策企画課（H27） 
 都市計画課 副会長 

財政課  建築指導課  

危機政策課  住宅営繕課  

市民協働課  区画整理課  

地域福祉課  環境生活課（H27）  

子育て支援課  下水道課  

こども育成課  水道工務課  

産業政策課  教育総務課  

水産課  学校教育課  

商業・観光振興課  社会教育課  

農政課  農業委員会  

大井川港管理事務所（H27）    
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■策定委員会（R7年改定時） 

所属組織・役職等 備  考 所属組織・役職等 備  考 

都市政策部長 委員長 農政課長  

公有財産課長  スマイルライフ推進課長  

政策企画課長  道路課長  

財政課長  河川課長  

DX 推進課長  大井川港管理事務所長  

防災計画課長  都市計画課長 副委員長 

協働推進課長  都市整備課長  

環境課長  建築住宅課長  

地域福祉課長  区画整理課長  

子育て支援課長  水道工務課長  

水産振興課長  下水道課長  

商工観光課長  教育総務課長  

誘致戦略課長  農業委員会事務局長  

■作業部会（R7 年改定時） 

所属組織 備  考 所属組織 備  考 

都市計画課長 会長 農政課  

公有財産課  スマイルライフ推進課  

政策企画課  道路課  

財政課  河川課  

ＤＸ推進課  大井川港管理事務所  

防災計画課  都市計画課 副会長 

協働推進課  都市整備課  

環境課  建築住宅課  

地域福祉課  区画整理課  

子育て支援課  水道工務課  

水産振興課  下水道課  

商工観光課  教育総務課  

誘致戦略課  農業委員会事務局  
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■検討会（H27 年策定時） 

所属組織・団体等 備  考 

学識経験者 

合同会社デザイン・アープ 川口 良子 会長 

（有）アムズ環境デザイン研究所 高木 敦子  

常葉大学社会環境学部 田中  聡 副会長 

静岡大学防災総合センター 原田 賢治  

各種団体 

焼津商工会議所  

大井川農業協同組合  

大井川商工会  

一般社団法人焼津青年会議所  

市民代表 

公募  

公募  

公募  

公募  

オブザーバー 静岡県島田土木事務所都市計画課長  

■検討会（R7 年改定時） 

所属組織・団体等 備  考 

有識者 
合同会社デザイン・アープ 川口 良子 委員長 

常葉大学社会環境学部 池田 浩敬 副委員長 

各種団体 

焼津商工会議所  

大井川商工会  

大井川農業協同組合  

しずてつジャストライン株式会社  

市民代表 

公募  

公募  

公募  

公募  

オブザーバー 静岡県島田土木事務所都市計画課長  
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■地域別協議会（H27 年策定時） 

ブロック・地域・委員構成 

北部 

ブロック 

東益津地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 5名、公民館長 1名

大村地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 5名、公民館長 1名

焼津地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 6名、公民館長 1名

小川地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 6名、公民館長 1名

中部 

ブロック 

豊田地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 5名、公民館長 1名

港地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 5名、公民館長 1名

大富地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 7名、公民館長 1名

和田地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 3名、公民館長 1名

南部 

ブロック 

大井川東地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 5名、公民館長 1名

大井川西地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 7 名、市職員 1名 

大井川南地域 自治会代表 5 名、ＰＴＡ役員 2名、市民委員 4 名、市職員 1名 
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（２） 策定の経過 

年度・年月 委員会等 主な検討・協議事項 

平成２６年度 

１０月２１日 第 1 回作業部会 
策定の目的／策定体制・策定スケジュール／焼津市の現状／焼津市のまち

づくりの課題／市民意向調査について 

１０月２４日 

～１１月７日 

市民意向調査 

高校生意向調査 
 

１０月２８日 
第 1 回地域別協議会 

（オリエンテーション） 

策定の目的／策定体制・策定スケジュール／地域別協議会の進め方／焼津

市の現状 

１１月 ４日 第 1 回検討会 
策定の目的／策定体制・策定スケジュール／焼津市の現状／焼津市のまち

づくりの課題／市民意向調査について 

１月１７日 

１月１８日 

１月２５日 

第 2 回地域別協議会 ワークショップ：地域の「将来像」について考えよう！ 

１月１９日 第 2 回作業部会 
全体構想の構成及び内容／焼津市のまちづくりの課題と方向性／焼津市

が目指す将来のまちの姿／市民意向調査結果について 

２月 ５日 第 1 回策定委員会 
全体構想の構成及び内容／焼津市の現状／焼津市のまちづくりの課題／

焼津市が目指す将来のまちの姿／市民意向調査結果について 

平成２７年度 

４月１３日 第 3 回作業部会 全体構想（案） 【将来都市像・将来都市構造など】 

４月１６日 第 2 回策定委員会 全体構想（案） 【将来都市像・将来都市構造など】 

４月２８日 第 2 回検討会 全体構想（案） 【将来都市像・将来都市構造など】 

６月 ６日 

６月 ７日 

６月１３日 

第 3 回地域別協議会 ワークショップ：地域のまちづくりの目標・方針について考えよう！① 

７月 ２日 第 4 回作業部会 全体構想（案） 【将来都市像・将来都市構造・分野別まちづくり方針】

７月 ４日 

７月 ５日 

７月１１日 

第 4 回地域別協議会 ワークショップ：地域のまちづくりの目標・方針について考えよう！② 

８月 ４日 第 3 回策定委員会 全体構想（案） 【将来都市像・将来都市構造・分野別まちづくり方針】

８月２８日 第 3 回検討会 全体構想（案） 【将来都市像・将来都市構造・分野別まちづくり方針】

９月２６日 

９月２７日 

１０月 ４日 

第 5 回地域別協議会 ワークショップ：地域別構想（協議会案）について確認しよう！ 

１０月２９日 第 5 回作業部会 全体構想（案）／地域別構想（案） 

１２月２１日 第 6 回作業部会 焼津市都市計画マスタープラン（案） 

１月１９日 第 4 回策定委員会 焼津市都市計画マスタープラン（案） 

２月 ８日 第 4 回検討会 焼津市都市計画マスタープラン（案） 

２月２０日 
地域別協議会 

報告会 
焼津市都市計画マスタープラン（案） 

２月２４日 焼津市議会 「焼津市都市計画マスタープラン」の報告 

２月２６日 

～３月１１日 
パブリックコメント 「焼津市都市計画マスタープラン（案）」についての市民意見募集 

平成２８年度 

５月１３日 
焼津市都市計画 

審議会 
「焼津市都市計画マスタープラン（案）」の諮問・答申 
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年度・年月 委員会等 主な検討・協議事項 

令和６年度 

３月１９日 第 1 回作業部会 
都市計画マスタープランの改定について 

市街化調整区域における地区計画適用の基本方針の概要について 

３月２６日 第 1 回庁内策定委員会 
都市計画マスタープランの改定について 

市街化調整区域における地区計画適用の基本方針の概要について 

令和７年度 

４月２８日 第 1 回外部検討委員会 
都市計画マスタープランの改定について 

市街化調整区域における地区計画適用の基本方針の概要について 

６月２３日 第 2 回作業部会 
都市計画マスタープラン全体構想について 

市街化調整区域における地区計画適用の基本方針について 

７月２日 第 2 回庁内策定委員会 
都市計画マスタープラン全体構想について 

市街化調整区域における地区計画適用の基本方針について 

７月１１日 第 2 回外部検討委員会 
都市計画マスタープラン全体構想について 

市街化調整区域における地区計画適用の基本方針について 
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２｜上位関連計画の整理 

① 静岡県総合計画「富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり」 

【策定主体：静岡県  策定年次：基本構想 平成 30年３月、後期アクションプラン 令和４年３月】 

 

計画の概要 

静岡県では、平成 30 年３月に、概ね 10年後の目指す姿を描く「基本構想」と、構想を実現す

るための最初の４年間の具体的取組を示す「基本計画」で構成する静岡県総合計画「静岡県の新

ビジョン」を定めました。 

その後、新型コロナウイルス感染症の影響や、気候変動危機への対応を踏まえた改定が必要と

なり、令和３年度末で最初の４年間の基本計画が終了したことから、令和４年３月に、当初計画

の見直しを図り、「後期アクションプラン」として策定したものです。 

 

計画期間・ 

基本構想： 平成 30 年度から令和９年度までの 10 年間 

後期アクションプラン： 令和４年度から令和７年度までの４年間 

 

基本理念    富国有徳の「美しい“ふじのくに”」づくり 

～東京時代から静岡時代へ～ 

 

目指す姿    「県民幸福度」の最大化 

 

・「生まれてよし老いてよし」 

安全・安心な生活が確保され、いつまでも健康で明日への活力にみなぎり、生涯にわたり充実

した暮らしを営むことができる社会 

 

・「生んでよし育ててよし」 

思いやりに満ちた地域の中で自分が望む数の子どもを生み、温かい家庭の中で、将来の夢を描

きながら大切に育てることができる社会 

 

・「学んでよし働いてよし」 

学校や仕事、生活の中での経験や文化芸術に触れることを通じ生涯にわたり自己を成長させ、

働く中で社会に貢献し、豊かさを実感できる社会 

 

・「住んでよし訪れてよし」 

豊かな自然や美しい景観に囲まれた快適な住空間の中で、住む人も訪れる人も地域に愛着と魅

力を感じ、国内外との活発な交流が賑わいを生み出す社会  

計画の概要 

計画期間 

基本理念 

目指す姿 
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② 志太広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

【策定主体：静岡県  策定年次：令和８年３月】 

 

計画の概要 

志太広域都市計画区域は、焼津市、藤枝市の２市で構成されており、静岡県内の中部地域にあ

り重要な広域交通の要衝として位置づけられる。本計画は、広域な観点から、各都市の将来像を

示すとともに、土地利用のあり方や、道路、公園、下水道などの整備方針、自然的環境の整備保

全の方針を定めるものです。 

また、都市機能や居住を集約する拠点を中心に、公共交通の再編等により拠点間の連携を強化

する集約連携型都市構造の実現を目指すとともに、3D 都市モデルを活用して課題解決と価値創出

を図ります。 

 

目標年次 

将来の都市構造： 令和 22 年（2040 年）（基準年次から 20年後） 

区域区分、都市施設の整備等： 令和 12 年（2030 年）（基準年次から 10年後） 

 

基本理念 

① 魅力と活力が持続する広域交通の利便性を生かした都市づくり 

② 地震・津波や洪水など大規模な自然災害に対応できる都市づくり 

③ 市街地の自然と調和した環境負荷の少ない都市づくり 

④ 快適な都市空間と機能的な都市活動を確保する都市づくり 

⑤ 高度なサービスを提供するスマートな都市づくり 

⑥ 豊かな自然を継承し農林漁業と共生する都市づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の概要 

目標年次 

都市づくりの目標 

将来市街地像図 
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③ 焼津市立地適正化計画 

【策定主体：焼津市  策定年次：令和６年３月】 

 

計画の概要 

焼津市の市街地は、比較的コンパクトに形成されていますが、市街地における人口の低密度化

が進みつつあり、低未利用空間の増加や、都市機能の低下に伴う市民生活や、地域コミュニティ

の維持に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

本計画は、社会を取り巻く変化や、人口減少・少子高齢化が進展する社会に適応した、健全な

都市経営による持続可能なまちづくりの推進に向けて、新たな都市計画として策定し、生活利便

性が高い市街地の形成と、各地域の拠点を中心としたまちづくりが連携した、都市構造の構築に

よる、住みやすく、笑顔あふれる市民生活の実現を目指すものです。 

 

計画対象区域 

市域全体（都市計画区域全域） 

 

目標年次 

概ね 20 年後の令和 26 年度（2044 年度） 

 

将来都市像    スマート新時代 

豊かなくらしが未来へつながるまち 住まいる City Yaizu 

 

まちづくりの方針 

方針１：「人・もの」が集まり、活気に満ちた豊かな市民生活を支える拠点の形成 

①官民連携によるにぎわい拠点の形成 

②地域の核となる生活交流拠点の形成 

 

方針２：希望を歓びに満ちた、心安らぐ住環境の形成 

①住みやすい住居環境の形成 

②災害リスクを考慮した官民連携による安心・安全な住環境の形成 

③既存ストック（空き家・空き地等）を活用した住環境の形成 

 

方針３：移動しやすく、歩きたくなる快適な街環境の形成 

①公共交通ネットワークの強化 

②歩いて暮らせるまち、歩きたくなるまちづくりの実現 

③先進デジタル技術を活用したスマートな移動の推進 

  

計画の概要 

対象区域 

目標年次 

将来都市像 

まちづくりの方針 
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多極地域連携都市構造 
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④ 第６次焼津市総合計画（第２期基本計画） 

【策定主体：焼津市  策定年次：第２期基本計画 令和４年３月】 

 

計画の概要 

人口減少・少子高齢化の進行やデジタル化の急速な進展などにより社会が大きく変化している

ことに加え、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、社会経済構造や人々の行動、意識・

価値観に大きな変化がもたらされ、行政においては、変革への柔軟で迅速な対応が求められてい

ます。 

総合計画は、焼津市のまちづくりの基本理念や将来都市像、それを実現するための政策・施策

を示し、市民・事業者などのさまざまな主体との共通の活動指針となるもので、第２期基本計画

は、将来都市像の実現に向け、急速な社会経済情勢の変化に対応した計画とし、今後のまちづく

りにおける基本的な指針となるものです。 

 

計画期間 

基本構想： 平成 30 年度（2018 年度）～令和７年度（2025 年度） 

第２期基本計画： 令和４年度（2022 年度）～令和７年度（2025 年度） 

 

将来都市像    やさしさ 愛しさ いいもの いっぱい 

世界へ拡げる 水産文化都市 YAIZU 

 

基本理念 

・地域資源や特性を『いかす』 

自然と共生しながら、恵まれた地域資源、地理的特性を市民の活力とともに『いかす』まち

づくりを進めます。 

 

・みんなに、地球に『やさしい』 

市民が共に支え合いながら、安全で安心して暮らせる、誰にも、また、地球にも『やさしい』

まちづくりを進めます。 

 

・市民の力を『はぐくむ』 

新しい時代を担い、健康で個性豊かな感性あふれる人づくりや市民と行政との協働の原動力

となる市民が自ら行おうとする力を『はぐくむ』まちづくりを進めます。 

 

・人と未来に『つなげる』 

環境、文化、伝統、平和の尊さと恵まれた地域資源を次世代に引き継ぎ、市内外へ情報発信

することにより、人と人、過去・現在・未来、焼津と世界を『つなげる』まちづくりを進めま

す。 

 

 

計画の概要 

計画期間 

将来都市像 

まちづくりの基本理念 
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⑤ 第４次焼津市国土利用計画 

【策定主体：焼津市  策定年次：平成 30年３月】 

 

計画の概要 

国土利用計画法第８条の規定に基づき、静岡県国土利用計画を基本とし、焼津市総合計画の基

本構想や焼津市国土強靱化地域計画との整合を図りながら、焼津市の区域における土地の利用に

関する基本的事項を定めたものです。 

少子高齢化や人口減少、経済構造の変化など、焼津市を取り巻く社会経済情勢は大きくしてい

る中、各地域に応じた適正な土地利用の形成が求められており、課題への対応や、環境の変化に

適応すべく、土地利用に関する指針を示しています。 

 

目標年次 

令和 10 年（2028 年） 

 

基本方針 

・自然環境を保全し、ふれあいとやすらぎのある土地利用 

・災害に強く安全安心の土地利用 

・生活利便性を高め、快適に暮らせる土地利用 

・地域産業振興を推進する土地利用 

・地域の特性を活かした土地利用 

 

   

目標年次 

計画の概要 

土地利用の基本方針 

土地利用構想図 
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⑥ 焼津市産業立地ビジョン 

【策定主体：焼津市  策定年次：令和６年５月】 

 

計画の概要 

本計画では、本市が将来にわたり持続可能な都市となるために、産業立地をまちづくりの課題

として捉え、本市の持つ強み、立地動向や企業ニーズ調査を踏まえ、本市の産業立地に関する考

え方をまとめ、将来的な産業用地の可能性を検討するエリアを示します。 

 

計画期間 

本ビジョンは、本市の産業立地に関する、基本的な考えを示すとともに、一定の条件の基で抽

出した将来的な産業立地の可能性を検討するエリアを示したものであり、今後、まちづくりの基

本的な指針である「第６次焼津市総合計画第２期基本計画」や土地の利用に関する基本的事項を

定めた「第４次焼津市国土利用計画」、また、将来都市像の実現に向けた長期的なまちづくりの考

え方を示す「焼津市都市計画マスタープラン」などとの整合を図るものであります。 

 

基本理念 

本市の土地利用の現状から、市街化区域には産業用地として一定規模を超える土地利用は困

難な状況であることから、市街化調整区域において、産業立地の可能性を検討するエリアを抽

出します。 

市の特性、産業の立地動向や企業ニーズ調査などにより、可能性検討エリアの抽出条件を以

下の下表のとおり整理します。また、条件に基づき抽出した可能性検討エリアは下図のとおり

ですが、今後の産業立地の基礎となる「可能性検討エリア」を示したものであり、現時点で土

地利用が決定しているものでなく、今後の土地利用については、「可能性検討エリア」内におい

て、企業の動向や関係者の意向及び土地利用の現況を考慮して具体的に検討します。 

 

 

  

計画の概要 

計画の位置づけ 

可能性検討エリアの抽出方針 
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市街化調整区域で地元企業等の用地拡張に必要な産業用地を確保していくにあたっては、農業

生産を十分に考慮することとし、農地を産業用地として利用する場合には、地権者、耕作者の意

向を優先することを基本とします。 

また、地域計画や農業振興地域整備計画を踏まえた農業振興を強化すべきエリアの農地の維持

のため、下記のエリアについては、開発可能性検討エリアに含めないことを基本とします。 

 

 

 

  

農地を産業用地として利用する場合の基本的方針 
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⑦ 焼津市景観計画 

【策定主体：焼津市  策定年次：平成 30年７月】 

 

景観づくりに関する基本的な方向性や考え方、景観誘導のルール、取組等を示すことにより、

市民、事業者、行政等の協働による景観まちづくりを推進し、本市の良好な景観を保全、育成、

活用することで、地域への誇りや愛着の醸成、生活環境の向上、まちの魅力や活力の創出などに

つなげることを目的に策定する計画です。 

 

⑧ 焼津市地域公共交通計画 

【策定主体：焼津市  策定年次：令和６年６月】 

 

公共交通の現状整理や利用状況等を分析することで、本市における公共交通の目指すべき役割

を明確化し、将来のまちづくりと連携した望ましい公共交通ネットワークのあり方をまとめた計

画です。 

 

⑨ 焼津市地域防災計画 

【策定主体：焼津市】 

 

市民や一時滞在者などの生命や身体、財産を災害から保護し、災害時における社会秩序の維持

と公共の福祉の確保を図るため、焼津市の地域に係る防災対策の大綱を定めた計画です。 

 

⑩ 焼津市みどりの基本計画 

【策定主体：焼津市  策定年次：平成 31年３月】 

 

自然環境の変化や、少子高齢化・人口減少などによる生活環境の変化に対応し、焼津市の豊か

な緑の維持と創出に取り組むための計画です。 

緑地の保全から公園緑地の整備、その他の公共公益施設及び民有地の緑化の推進における、緑

全般について、将来あるべき姿とそれを実現するための施策を整理した総合的な計画です。 

 

⑪ 第 3 次焼津市環境基本計画 

【策定主体：焼津市  策定年次：令和５年３月】 

 

環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民・事業者・市の取組

を促進することを目的とし、「第６次焼津市総合計画」に掲げられている将来都市像を実現する

ために、環境面から施策を推進する役割を担う計画です。 
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３｜社会・経済情勢の動向と焼津市の現況 

（１） 人口・世帯 

全国的な動向① ●本格的な少子高齢・人口減少社会の到来 

 

令和２年に実施された国勢調査によると、わが国の人口は約 1億 2,615 万人、高齢化率は約

28.7％となっています。 

人口は、平成 27 年に 1920 年の調査開始以来初めて、人口減少に転じました。令和２年の調査

では平成 27 年に比べ 86万８千人、約 0.7％減と引き続き人口減少となっています。また高齢化率

は、平成 27 年に比べ約２ポイント増となっています。 

今後は、さらに少子高齢・人口減少社会が進行し、令和 32年には、人口は約１億 469 万人、高

齢化率は約 37.1％となることが推測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.日本の人口の推移及び将来推計人口 

（資料：Ｓ45～Ｒ２は国勢調査、Ｒ７以降は国立社会保障・人口問題研究所による推計値） 
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焼津市の現況① 

●人口は既に減少傾向 

●人口は豊田地域で大幅に増加、和田・東益津・焼津・大井川南地域で大幅

に減少 

●令和２年の高齢化率が 30％台へ 

●平成 22年より自然減、平成 24 年及び平成 25 年は大幅な社会減 
 

令和２年国勢調査によると、焼津市の人口は約 13万 7,000 人となっており、平成 27年に比べ

約 1.9％減少しています。 

今後も人口は減少し、令和 27年には約 11 万人になることが推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.焼津市の人口の推移及び将来推計値 

（資料：Ｓ45～Ｒ２は国勢調査、Ｒ７以降は、国立社会保障・人口問題研究所による推計値） 

 

令和２年国勢調査によると、焼津

市の 0～14 歳人口割合は約 12.2％で

あり、平成 27 年に比べ 1.1 ポイント

の減となっています。 

また、令和２年の 65歳以上の人口

割合（高齢化率）は約 30.0％であり、

平成27年に比べ2.2ポイントの増と

なっています。 

今後、少子・高齢化の傾向はますま

す強まり、令和 27年には、高齢化率

が約 39.0％になることが推測されま

す。 
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平成 22 年～令和２年の 10 年間における地域別人口・世帯数の推移をみると、人口は豊田地域

で大幅に増加している一方、和田・東益津・焼津・大井川南地域で大幅に減少しています。また

世帯数は東益津地域を除くすべての地域で増加していますが、特に豊田地域で大幅に増加してい

ます。 

ただし、今後は、すべての地域で人口が減少に転ずることが推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4.地域別人口・世帯数指標の推移（資料：国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.地域別人口の増減（資料：Ｈ22～Ｒ２は国勢調査、Ｒ２～Ｒ27 国立社会保障・人口問題研究所による推計値）
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令和２年における地域別の高齢化率をみると、西焼津駅がある豊田地域は比較的高齢化率が低

くなっていますが、他では 30％を超える地域が少なくありません。 

今後は高齢化が加速し、令和 27 年にはほとんどの地域で、高齢化率が 30％を超える見込みで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.地域別高齢化率（資料：Ｒ２は国勢調査、Ｒ27 は国土数値情報 将来推計人口） 
 

平成 21 年度～令和５年における焼津市の自然増減をみると、平成 22 年度以降、死亡者数が出生

者数を上回る「自然減」の状態が続いています。また社会増減については、転出数が転入数を上回

る「社会減」の傾向が平成 23 年度から平成 29 年まで続きました。しかし、平成 30 年からは令和

３年を除いて「社会増」へ回復の傾向が見られます。 

焼津市が平成 25 年度に実施した転出者アンケートによると、大部分が藤枝市または静岡市に転

出しているほか、30 代を中心とする子育て世代の転出が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.焼津市の自然動態・社会動態の推移 

（資料：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数）※Ｈ24 までは年度集計、Ｈ25 以降は暦年集計
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（２） 産業 

全国的な動向② ●産業構造の変化、産業活力の低下 

 

わが国の産業は、経済のグローバル化に伴う国際競争、地域間競争にさらされた結果、主力産

業であった自動車などの製造業の競争力が低下し、関連工場が海外に移転するなど、産業の空洞

化が現実のものとなっています。 

さらに、平成 20 年には、100 年に一度とも謳われた世界的金融経済危機によって、わが国の産

業は輸出関連産業を中心に大きな打撃を受け、雇用情勢の悪化や法人税収入の低下などを招きま

した。 

また、大規模な企業や工場が閉鎖・移転した跡地が、商業施設用地や娯楽施設用地として使わ

れたり、遊休地として残ったりするなど、都市の姿や人の流れが大きく変わる要因となっていま

す。 

平成 23 年に発生した東日本大震災による津波災害や原子力発電所事故により、製造業の調達・

生産・流通・販売の一連の流れが機能しなくなるなどの影響が生じました。このため、災害リス

クを回避する企業ニーズが急速に高まり、沿岸部から内陸部への移転を検討するなど、企業立地

動向にも大きな影響を及ぼしています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.全国の製造業事業所数・製造品出荷額等の推移 

（資料：経済センサス） 
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事業所数は減少傾向 

製造品出荷額等はＨ21 年以降

徐々に回復傾向 
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焼津市の現況② 

●就業者数は減少傾向、全体の 50％以上が第３次産業就業者 

●製造品出荷額等は平成 28 年をピークに横ばい、商品販売額は経年的に減少

●観光交流客数はコロナ禍以降回復傾向、大部分は日帰り客 
 

国勢調査によると、焼津市の産業別就業者数は減少が続いており、特に平成 22 年は大幅に減少

しています。産業別にみると、第１次産業と第２次産業は経年的に減少しており、第３次産業は平

成 22 年に減少に転じています。産業別就業者割合は、全体の 50％以上が第３次産業就業者となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.焼津市の産業別就業者数・就業者割合の推移（資料：国勢調査） 
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は、減少と増加を繰り返し、ゆるやか

な回復傾向がみられます。 
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図 10.焼津市の製造業事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移

      （資料：Ｈ23，Ｈ27 は経済センサス、その他は工業統計調査） 

       ※製造品出荷額等は、ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ補正値（Ｒ２＝100.0） 
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商業統計調査等によると、焼津市

の商業の従業者数及び事業所数は、

平成 24 年まで減少が続いていまし

た。平成 26年以降は、事業所数はほ

ぼ同程度の規模を維持しており、従

業者数は増加傾向にあります。 

また、商品販売額については、平

成 24 年まで減少傾向が続き、平成

26 年以降増加傾向に転じましたが、

令和３年に減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼津市の観光交流客数は、大半は観光レクリエーション客数（日帰り客）となっており、宿泊

客数ともに、平成 24 年から令和元年までは、ほぼ同水準を維持していました。 

令和２年には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により観光交流客数は大きく減少しまし

たが、令和５年に新型コロナウイルス感染症が５類に移行したことから回復傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12.焼津市の観光交流客数の推移（資料：静岡県観光交流の動向） 
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図 11.焼津市の商業事業所数・従業者数・商品販売額の推移

（資料：Ｈ14、Ｈ16、Ｈ19、Ｈ26 は商業統計調査、 

Ｈ24、Ｈ28、Ｒ３は経済センサス） 

※商品販売額は、ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ補正値（Ｒ２＝100.0） 
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（３） 市街地の進展 

全国的な動向③ ●人口増加を背景とした郊外開発に伴う、低密度市街地の形成 

 

都市的地域を表す DID の面積は、昭和 35 年から昭和 55 年までの間に約 2.6 倍に増加しました。

一方、この間の DID 人口は 1.7 倍の増加であったことから、DID 人口密度は昭和 35 年の 10,563 人

/km2 から昭和 55 年の 6,983 人/km2 まで急速に低下することになりました。このことから、ほぼ高

度成長期にあたる同期間に、都市への人口集積と都市的地域の拡大が進む中で、DID 人口密度は低

下し、人口が分散してきたことがわかります。 

近年、DID 面積の増加は緩やかとなっていますが、特に地方都市における人口減少を受け、都市

によっては DID 面積の増加が収まる中で、DID 人口の減少を主因として DID 人口密度の減少が続い

ているところもあります。地方都市では、今後も人口減少が見込まれていることから、DID 人口密

度の低下傾向はさらに強まる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13.全国の DID 人口指数・DID 面積指数・DID 人口密度の推移 

（資料：国勢調査） 
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焼津市の現況③ 
●市街地の拡散・低密度化 

●市街地縁辺部や郊外への立地傾向が強い大規模小売店舗 
 

焼津市の DID 面積は平成 22 年まで増加して

いるのに対し、DID 人口密度は低下していまし

た。このことから、焼津市においては、全国的

な傾向と同様、市街地の拡散・低密度化が進行

したと言えますが、近年はどちらも横ばいで経

過しています。 

焼津市では、昭和 35 年に焼津駅周辺及び焼

津漁港にかけての周辺一帯がDIDの指定を受け

ました。その後、高度成長期の人口増加を背景

に DID が拡大し、近年では、特に藤枝市に隣接

する西焼津駅周辺や、現在土地区画整理事業が

行われている焼津市南部地区周辺への拡大が

顕著になっています。 

また、近年、大型小売店は市街地縁辺部や郊

外での立地傾向が強くなっており、DID の拡大

と関連性が強いことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 14.焼津市の DID 面積・DID 人口密度の推移 

（資料：国勢調査） 
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図 16.焼津市における DID の拡大状況 

（資料：国勢調査） 

図 15.焼津市における大型小売店の立地状況 

（資料：全国大型小売店総覧） 

DID 人口密度も横ばい 

大型小売店舗立地状況 

DID 面積は近年は横ばい 
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（４） 交通 

全国的な動向④ ●自動車への過度な依存 

 

戦後わが国は急速な経済成長を遂げ、工業力の高まりに伴って多くの自動車が生産・供給されま

した。自動車は便利で快適な移動手段として国内に広く普及し、今日では生活に欠かせないものに

なっています。 

全国都市交通特性調査による代表交通手段分担率の推移をみると、移動手段に自動車を利用する

割合が年々上昇しているのに対し、公共交通を利用する割合は年々低下しています。令和３年では、

公共交通（鉄道・バス）の利用割合は全国で約 16.6％と低い水準となっていますが、地方都市圏で

は、全国の水準を大きく下回る約 6.3％となっています。 

このように、わが国では、公共交通利用率が低く自動車交通利用率が高い「クルマ社会」が形成

されています。公共交通利用率の低下は公共交通事業者の不採算路線からの撤退を招く可能性が高

く、地方都市を中心に公共交通サービスの維持が課題になっています。 

今後、ますます高齢化が進展する中、移動手段が限られる高齢者にとっては、公共交通サービス

の維持・充実が必要不可欠であり、過度に自動車に依存しない社会の形成が求められています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 17.全国の自動車保有台数の推移（資料：（財）自動車検査登録情報協会資料） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18.全国及び地方都市圏の代表交通手段分担率の推移（資料：全国都市交通特性調査） 
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焼津市の現況④ ●移動手段の大部分が自動車に依存、極端に低い公共交通利用率 

 

焼津市の自動車交通分担率は約

68.2％であり、自動車依存度が高いと

される地方都市圏と比較しても、また

近隣主要都市と比較しても高い水準と

なっています。 

平成 24 年の焼津駅及び西焼津駅に

おける鉄道利用状況は、焼津駅が

9,849 人/日、西焼津駅が 5,975 人/日

で、焼津駅における利用が多くなって

います。しかし、経年的にみた利用者

数は、両駅ともに減少傾向にあり、特

に焼津駅で大きく減少しています。 

路線バス及び自主運行バス利用者数

は、新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受け、令和２年度に大きく減少しました。 

その後、大井川地区において、令和３年度末に自主運行バス１路線を廃止し、令和４年度より

路線バスの焼津大島線を延伸するとともに、デマンド型乗合タクシーの運行を開始しました。 

全体としては、利用者数はコロナ禍前の９割程度まで回復している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20.焼津市における路線バス・自主運行バス利用者数の推移（資料：統計やいづ）
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図 19.静岡中部都市圏における代表交通手段分担率 

（資料：第４回静岡中部都市圏パーソントリップ調査） 

《自主運行バス》 

《路線バス》 

104,492

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（人）

（年度）自主運行バス



焼津市都市計画マスタープラン 

参 - 28 

（５） 防災 

全国的な動向⑤ ●大規模災害に対する意識の高まり 

 

わが国は豊かな自然に恵まれている一方で、自然災害が頻繁に発生しています。特に近年で

は、ゲリラ豪雨や、台風の強度増大などにより、洪水被害や土砂災害などが心配されています。 

わが国は世界でも類をみないほどの地震大国であり、平成７年の阪神・淡路大震災や平成 23年

の東日本大震災などでは、建物の倒壊、延焼、津波によって甚大な被害が生じ、多くの尊い人命

が失われました。 

多くの災害リスクを抱えているわが国では、災害から国民の生命と財産を守ることが最重要で

あり、災害による被害を防ぐ「防災」と、被害想定のもとで被害の低減を図る「減災」の両面か

ら安全・安心を確保することが求められています。 

 

焼津市の現況⑤ ●地震・津波対策の推進 

 

約 15.5km の海岸線を有する焼津市では、想定される地震・津波に対して「命を守る」、「財産を

守る」、「生産活動を守る」ことを最重要課題としており、安心・安全に暮らせるまちの実現を目

指して、国・県・市・市民の関わりのもと、ハード・ソフト両面のさまざまな施策を展開してい

ます。 

このうち、海岸堤防の強靭化や漁港の津波対策などの施設整備を行うことにより、静岡県が平

成 25年に公表した「第４次地震被害想定」におけるレベル１※に対して顕著な減災効果が発現、

津波による居住区への浸水はゼロになるものと想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対策前 対策後 
調査検討・事業実施中の地震・津波対策 

《主要な対策》 

○海岸堤防の強靭化 

○二級河川水門の耐震化（石脇川水門・石

脇川新水門・梅田川水門・栃山川水門） 

○焼津漁港の津波対策 

○藤守川の津波対策 

○大井川港の津波対策 

《その他の対策》 

○津波避難空白域の解消 

○地域の防災力向上に向けた支援策 

○津波被害を踏まえた土地利用 

※レベル１ 

・ 東海地震、東南海地震、南海地震の連動を

想定したもので、「発生頻度が比較的高く、

発生すれば、大きな被害をもたらす地震・

津波」のこと。 

図 21.レベル１最大浸水深図【津波対策前・後】 
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（６） 環境 

全国的な動向⑥ ●低炭素社会、資源循環型社会の形成 

 

近年、地球温暖化の危惧が強まってきています。地球温暖化は、産業や交通などの都市活動か

ら排出される二酸化炭素等の温室効果ガスの蓄積によって進行すると言われており、これによる

気候変動が、自然災害リスクを高めているとして懸念されています。 

また、わが国では、諸外国に比べ石油や天然ガスなどのエネルギー資源が乏しく、その多くを

輸入に頼っている状況であることから、エネルギーの安定供給が大きな課題となっています。エ

ネルギーの安定確保のためにも、また温室効果ガスの発生抑制のためにも、エネルギーの省力化

やクリーンエネルギーへの転換などが提唱されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼津市の現況⑥ ●温室効果ガス削減の取組推進 

 

焼津市における温室効果ガスの排出量は、年間 1,000 千ｔ前後で推移しており、産業部門が全

体の約４割と大部分を占めています。 

近年、排出量は全体的に減少傾向にあり、焼津市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

に基づき、2022（令和４）年３月に「焼津市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）－第６

期計画－」を策定し、市役所の事務事業から発生する温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 23.焼津市全域からの温室効果ガス排出量の推移 

（資料：第３次焼津市環境基本計画） 

温室効果ガス削減に向けた取組 

（第２次焼津市環境基本計画より） 

《市が進める取組》 

・ 自転車利用、利便性の高い公共交通ネ

ットワークの構築の検討など 

《市民・事業者が進める取組》 

・ 自転車や徒歩による移動、公共交通機

関の利用など 

図 22.我が国の CO２部門別排出量の推移（電気・熱配分後） 

（資料：2022 年度の温室効果ガス排出・吸収量 / 環境省・国立環境研究所） 
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（７） 都市経営 

全国的な動向⑦ ●持続可能な都市経営への舵取り 

 

少子高齢・人口減少社会の本格的到来を背景に、生産年齢人口（15歳～64歳）の減少による税

収入の低下、老年人口（65 歳以上）の増加による社会保障関連支出の増大など、都市経営に活用

可能な財源が限られてくることが予想されています。 

都市や地域の活力を生み出す取組は必要

ですが、従来の整備・開発に重点を置いた

取組のみでは、財政上、都市を持続させる

ことは難しくなってきています。 

一般的に人口密度が低いほど、市民１人

あたりの行政コストは増大すると考えられ

ており、適正な人口密度を維持した上で、

必要な箇所に必要なだけの公共投資を行

う、持続可能な都市経営への転換が求めら

れています。 

 

 

焼津市の現況⑦ ●増加傾向にある義務的経費、減少傾向にある投資的経費 

 

焼津市の歳出をみると、義務的経費、投資的経費ともに平成 28年以降増加傾向にあったもの

の、令和４年に減少に転じています。 

また、焼津市では、将来にわたり安心、安全で真に必要な公共施設サービスを市民に提供して

いくため、市全体の公共施設の現状を明らかにした「焼津市公共施設白書」を策定しており、令

和６年度に最新版が公表されています。さらに平成 26年３月に「焼津市公共施設マネジメント基

本計画」を策定し、令和４年３月に改定を行っています。将来の焼津市を見据えた総合的な視点

での公共施設の最適化に向けた取組を始めています。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

図 25.性質別決算額の推移（資料：静岡県財政状況資料集） 
  

図 24.人口密度と１人あたり行政コストとの関係 

（資料：国土審議会 第３回長期展望委員会資料） 
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（８） 協働のまちづくり 

全国的な動向⑧ ●多様な担い手による協働のまちづくり、エリアマネジメント 

 

国民が、ゆとり・豊かさ・安心を実感して暮らすことができる社会の実現を目指して、平成 18

年 12 月に地方分権改革推進法が成立しました。 

地方分権改革によって、地方の責任はより明確になり、今まで以上に地方の自主性・自立性が

求められることになります。 

地方自治体には、市民や住民が主体的に行政運営に参画できる機会をつくることが求められて

おり、市民や住民には、まちに愛着と誇りをもって積極的に行政運営に関わっていく姿勢が求め

られています。 

まちづくりには、行政のみでなく、市民や住民、事業者、NPO 等の多様な主体の‘関わり’が重

要になっています。「エリアマネジメント」などのまちづくり活動を通して、それぞれが対等な立

場で協力することが必要となっています。 

 

焼津市の現況⑧ ●自治基本条例の制定 

 

焼津市では、市民・議会・行政の三者が「目指すまちの姿」を共有し、協働によるまちづくり

を行うため、平成 26 年３月に「焼津市自治基本条例」を制定しています。 

「焼津市自治基本条例」では、市民・議会・行政の役割を明確化した上で、市民参加と協働の

仕組みについて、必要な事項を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 26.まちづくりにおける市民、議会、行政の役割 

（資料：焼津市自治基本条例パンフレット） 
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（９） 土地利用 

焼津市の現況⑨ 

●都市計画区域の約４割、市街化調整区域の５割以上が自然的土地利用 

●市街化調整区域の既存集落や主要な道路沿いに宅地と農地が混在 

●規模の大きい開発は市街化調整区域や市街化区域の南部で実施 
 

都市計画区域の土地利用は、自然的土地利用が 42％、都市的土地利用が 58％となっています。 

市街化区域では、住宅用地（38.8％）が最も多く、次いで道路用地（19.3％）、工業用地

（13.0％）の順となっています。都市的土地利用が約９割を占めており、宅地（住宅用地、商業

用地、工業用地、農林漁業用施設用地）の割合は 58.3％を占めるなど、市街化が進展している状

況です。 

一方、市街化調整区域では、田（23.2％）が最も多く、次いで住宅地（14.5％）、山林

（12.4％）の順となっています。また、自然的土地利用が５割以上を占めており、農地（田、

畑）の割合は 30.8％で宅地よりも多い割合となっています。 

 

表 1.市街化区域と市街化調整区域の土地利用現況 

用途 
都市計画区域 

  

市街化区域 市街化調整区域 

面積 割合 面積 割合 面積 割合 

 

 
田 1,204.7ha 17.1％ 57.0ha 2.7％ 1,147.7ha 23.2％

畑 421.3ha 6.0％ 46.9ha 2.2％ 374.4ha 7.6％

農地 小計 1,626.0ha 23.1％ 103.9ha 5.0％ 1,522.1ha 30.8％

山林 615.1ha 8.7％ 1.9ha 0.1％ 613.2ha 12.4％

水面 156.0ha 2.2％ 23.5ha 1.1％ 132.5ha 2.7％

自然地 431.9ha 6.1％ 8.4ha 0.4％ 423.5ha 8.6％

その他の 

自然的土地利用 
122.3ha 1.7％ 11.8ha 0.6％ 110.5ha 2.2％

自然的土地利用 小計 2,951.4ha 42.0％ 149.6ha 7.2％ 2,801.8ha 56.7％

 

 

住宅用地 1,528.3ha 21.7％ 809.3ha 38.8％ 719.0ha 14.5％

商業用地 210.0ha 3.0％ 134.9ha 6.5％ 75.0ha 1.5％

工業用地 623.2ha 8.9％ 270.7ha 13.0％ 352.5ha 7.1％

農林漁業施設用地 43.6ha 0.6％ 1.4ha 0.1％ 42.2ha 0.9％

宅地 小計 2,405.0ha 34.2％ 1,216.3ha 58.3％ 1,188.7ha 24.0％

公共・公益施設用地 373.1ha 5.3％ 160.7ha 7.7％ 212.4ha 4.3％

道路用地 930.5ha 13.2％ 403.3ha 19.3％ 527.2ha 10.7％

交通施設用地 54.9ha 0.8％ 33.8ha 1.6％ 21.1ha 0.4％

その他の公的施設用地 76.0ha 1.1％ 0.0ha 0.0％ 76.0ha 1.5％

その他の空地 240.0ha 3.4％ 124.0ha 5.9％ 116.0ha 2.3％

都市的土地利用 小計 4,079.6ha 58.0％ 1,938.1ha 92.8％ 2,141.5ha 43.3％

合 計 7,031.0ha 100％ 2,087.7ha 100％ 4,943.3ha 100％

 可住地 4,182.2ha 59.5％ 1,036.1ha 49.6％ 3,146.1ha 63.6％

 非可住地 2,848.8ha 40.5％ 1,051.6ha 50.4％ 1,797.2ha 36.4％

（資料：Ｒ４都市計画基礎調査） 
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土地利用の分布をみると、焼津駅を中心とした市街化区域では、住宅用地が広範囲に分布し、

商業用地や公益施設用地が点在しています。大規模な工業用地は、西焼津駅の南側や大井川周辺

に集積しており、焼津 IC周辺では、主要地方道の沿線に商業用地や工業用地が立地しています。 

市街化調整区域では、農地（田、畑）が広範囲に分布しているが、既存集落や主要な道路沿い

に宅地との混在が多く見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27.土地利用現況 

（資料：Ｒ４都市計画基礎調査） 
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市街地整備状況図を見ると、土地区画整理事業については、焼津市南部と会下ノ島石津土地区

画整理事業が施行中となっています。その他の地区は事業が完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28.市街地整備状況 

（資料：Ｒ２都市計画基礎調査） 
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開発許可の分布をみると、住宅用途の開発は市内全域に点在しているが、規模の大きい開発は

市街化調整区域や南部の市街化区域で実施されています。 

商業用途の開発は、大規模商業施設であるグランリバー大井川を除くと、市街化区域内を中心

に小規模な開発が点在しています。 

工業用途の開発は、大規模な開発が多く、市北部や南部で実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29.開発許可状況 

（資料：Ｒ２都市計画基礎調査） 
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（１０） 建物利用 

焼津市の現況⑩ 
●市街化区域では住宅用地が広範囲に分布 

●大規模な工業用地は西焼津駅の南側や大井川周辺に集積 
 

市街化区域には土地利用の分布をみると、焼津駅を中心とした市街化区域では、住宅用地が広

範囲に分布し、商業用地や公益施設用地が点在しています。大規模な工業用地は、西焼津駅の南

側や大井川周辺に集積しており、焼津 IC 周辺では、主要地方道の沿線に商業用地や工業用地が立

地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30.建物利用状況 

（資料：Ｒ３都市計画基礎調査） 
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本市が平成 28年度に実施した空き家等実態調査の結果から、空き家等は市全域に分布している

が、焼津駅周辺や沿岸部に特に多く分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31.空家分布図 

（資料：Ｈ28 焼津市空き家実態調査） 

 

  

※アンケート調査の結果より、空き家等

として判断した建築物（356 件）に、

アンケートの未達（101 件）と未回答

（309 件）、さらに市で管理する老朽空

き家台帳より空き家等として判定し

た 16 件も含めた 782 件を対象 
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（１１） 都市基盤の整備状況 

焼津市の現況⑪ 
●焼津駅を中心とした市街化区域では多くの路線が整備済 

●市街化区域の縁辺部から市街化調整区域にかけての路線の多くが未整備 
 

本市の都市計画道路は、市街化区域内を概ね格子状に計画されており、焼津駅を中心とした市

街化区域では多くの路線が整備済となっています。一方、市街化区域の縁辺部から市街化調整区

域にかけては、計画決定済（未整備）の路線が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32.都市計画道路整備状況 

（資料：Ｒ３都市計画基礎調査） 

  



参考資料 

参 - 39 

焼津市の現況⑫ 
●下水道の整備状況は、約８割程度 

●近年の整備率は横ばい傾向、普及率は減少 
 

本市の下水道の整備状況は、令和４年度時点で、整備率（整備面積/認可区域面積）は 78.4％、

普及率（処理区域内人口/行政区域内人口）が 21.3％となっています。整備率は近年横ばい傾向に

あり、普及率については処理区域内人口の減少に伴い、減少に転じています。 

 

表 2.下水道整備状況 

 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

行政区域内人口（人） 146,770 146,717 145,889 144,543 143,564 142,453 141,610

許可区域面積（ha） 702 702 702 702 702 702 702

整備面積（ha） 524 531 535 540 544 546 548

処理区域内人口（人） 32,615 32,919 32,769 32,308 32,236 31,924 31,684

整備率 74.6% 75.6% 76.2% 76.9% 77.4% 77.7% 78.1%

普及率 22.2% 22.4% 22.5% 22.4% 22.5% 22.4% 22.4%

 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

行政区域内人口（人） 140,861 140,189 139,594 139,217 138,497 137,353 136,623

許可区域面積（ha） 702 702 702 702 702 702 702

整備面積（ha） 550 550 550 550 550 550 550

処理区域内人口（人） 31,460 31,353 30,954 30,102 29,807 29,383 29,040

整備率 78.3% 78.3% 78.4% 78.4% 78.4% 78.4% 78.4%

普及率 22.3% 22.4% 22.2% 21.6% 21.5% 21.4% 21.3%

（資料：統計資料やいづ） 
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令和３年度時点で整備済の区域は、焼津地域から小川地域にかけての市街地及び東益津地域の

一部のみとなっています。小川地域から港地域にかけては事業認可済、大村地域や豊田地域、大

富地域にかけては未着手となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33.下水道整備整備状況 

（資料：Ｒ３都市計画基礎調査） 
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焼津市の現況⑬ 
●都市計画公園の供用率は 94.0% 

●整備率は静岡県平均と比較すると、高くなっている 
 

本市の都市計画公園は、街区公園や近隣公園を中心に整備が進められ、令和２年度末時点での

整備状況は、計画決定済が 61箇所・36.12ha に対して供用（一部供用含む）が 58 箇所・33.94ha

であり、供用率は 94.0％となっています。 

令和２年度時点の静岡県全体の都市計画公園の整備率は 52.3%であるため、本市の整備率は非常

に高い割合となっています。 

 

表 3.焼津市の都市計画公園の整備状況 

種別 
計画決定 供用状況 

供用済割合 
数 ha 数 ha 

街区公園 48 11.22 46 10.48 93.4%

近隣公園 10 14.30 9 12.86 89.9%

地区公園 2 7.50 2 7.50 100.0%

総合公園 1 3.10 1 3.10 100.0%

運動公園 - - - - -

風致公園 - - - - -

特殊公園 - - - - -

広域公園 - - - - -

合計 61 36.12 58 33.94 94.0％

（資料：静岡県の都市計画（Ｒ３年３月）） 
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本市の都市計画公園は市街化区域内に多く位置している。小川地域・港地域の一部の公園が未

整備となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34.都市公園整備状況 

（資料：Ｒ３都市計画基礎調査） 
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（１２） 主な災害リスク 

焼津市の現況⑭ ●床上浸水となる浸水深 0.5ｍ以上の浸水が広範囲で想定 

 

洪水浸水想定では、想定しうる最大規模（1,000 年に１回程度の発生頻度）の降雨に伴い発生が

想定されている洪水による浸水区域と浸水深を示しています。 

本市では、床上浸水となる浸水深 0.5ｍ以上の浸水が広範囲で想定されています。また、一般的

な建物の２階が浸水する浸水深 3.0ｍ以上が想定されている地域もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35.洪水浸水想定区域（想定最大規模） 

  

※想定最大規模が示されている河川 

大井川・瀬戸川・朝比奈川・栃山川・ 

木屋川・高草川・小石川・黒石川・ 

志太田中川・泉川・葉梨川（藤枝市）・ 

大津谷川（島田市）・内瀬戸谷川（藤枝市） 

なお、石脇川・梅田川・成案寺川について

は、反映していない。 
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焼津市の現況⑮ ●沿岸部おいて高潮の発生により浸水が想定 

 

本市の沿岸部では、令和元年（2019年）10月の台風第19号で記録した、過去最大潮位T.P.+1.84m、

過去最大波高 8.91m を大きく超える、想定し得る最大規模（最高潮位 T.P.+4.7m、最大波高 15.7m)

の高潮の発生により想定される浸水の区域、浸水深が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36.高潮浸水想定区域 

 

 

  



参考資料 

参 - 45 

焼津市の現況⑯ ●沿岸部において大規模地震発生に伴う津波浸水想定被害が予想されている

 

平成 25 年６月に公表された静岡県第４次地震被害想定(南海トラフ巨大地震ケース８)で、本市

において津波浸水想定範囲が最も広くなるケースを示しています。 

津波では、浸水深 2.0ｍの前後で建物被害に大きな差があり、浸水深 2.0ｍ以下では建物が全壊

する割合が大幅に低下すると言われており、本市の沿岸部では、浸水深 2.0ｍ以上の浸水が想定さ

れているエリアが下図のように分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 37.津波浸水想定区域（レベル２） 

  

※なお、本市の沿岸部では、平成 28 年

度より「堤防の粘り強い構造の海岸堤

防」の整備や堤防盛土による津波被害

の軽減に向けた取組を進め、令和４年

に栃山川河口から吉永放水路まで約

4.5km の整備が完成した。（津波浸水想

定区域は、沿岸部における様々な津波

対策施設の整備効果を反映したもの

ではない。） 
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焼津市の現況⑰ ●市北部において土砂災害のリスクのある区域が指定されている 

 

市北部の山地では、土砂災害（特別）警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域等の土砂災害のリスク

がある区域の指定があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 38.土砂災害のリスク 
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４｜まちづくりに対する市民の意識・主な意見等 

（１） 調査の目的・設計 

【総合計画に関する市民意識調査】 

①  調査の目的 

第６次焼津市総合計画に掲載している施策の成果を把握することにより、今後の施策の検討資

料とすることを目的としています。 

②  調査対象及び抽出方法 

○調査対象： 焼津市在住の 18歳以上の市民 

○抽出方法：住民基本台帳に登録している者及び外国人登録をしている者で、永住者又は特別

永住者として焼津市の住民基本台帳に登録している者から等間隔無作為抽出 

③  調査方法及び調査期間 

○調査方法 

平成 30 年度：郵送配布・郵送回収 

令和２年度：郵送配布・郵送回収 

令和６年度：郵送配布・郵送回収又は Web 回答 

○調査期間 

平成 30 年度：平成 31 年１月 11 日～２月４日 

令和２年度：令和３年１月 12日～２月５日 

令和６年度：令和７年１月 10日～２月３日 

④  調査票配布数 

○調査票配布数 

平成 30 年度：3,000 票 

令和２年度：3,000 票 

令和６年度：1,800 票 

⑤  回収結果 

 平成 30 年度 令和２年度 令和６年度 

㋐配布数 3,000 3,000 1,800 

㋑有効回収数※1 1,859 1,907 983（うち、Web：276 票） 

回収率（㋑/㋐） 約 62.0％ 約 63.6％ 約 54.6％（うち、Web：約 15.3％） 

※１…白票（代理返送無回答）を除いた数 
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（２） 調査結果（平成 30 年度・令和２年度・令和６年度の比較） 

総合計画に関する市民意識調査のうち、都市計画マスタープランの内容に係る項目を抜粋し、平

成 30年度・令和２年度・令和６年度の結果について比較した結果を示します。 

●焼津市は暮らしやすいか（Ｈ30：問２ / Ｒ２：問２ / Ｒ６：問２） 

問：あなたにとって焼津市は暮らしやすいところですか。それとも暮らしにくいところですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「焼津市は暮らしやすいか」に関する回答（Ｒ２・Ｒ６） 

 

比較結果 

「暮らしやすい」「どちらかといえば暮らしやすい」と回答した人の割合は、平

成 30年度が 65.8%、令和２年度が 68.5％、令和６年度が、71.2％であり、年々

暮らしやすいと感じている人が増加していることが分かります。 

 

●焼津市に住み続けたいか（Ｈ30：問３ / Ｒ２：問３ / Ｒ６：問３） 

問：あなたは、これからも焼津市に住み続けたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「焼津市に住み続けたいか」に関する回答（Ｒ２・Ｒ６） 

 

比較結果 

「住み続けたい」「どちらかといえば住み続けたい」と回答した人の割合は、平

成 30年度が 69.9%、令和２年度が 72.3％、令和６年度が、74.6％であり、今後

も住み続けたいと感じている人が増加していることが分かります。 
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●焼津市の都市環境等の満足度（Ｈ30：問９ / Ｒ２：問９ / Ｒ６：問９） 

問：あなたは、焼津市の都市環境等についてどの程度満足していますか。もしくは不満がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「焼津市の都市環境等の満足度」に関する回答（Ｈ30） 
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(３)教育環境

(４)医療機関の充実

(５)福祉の充実

(６)公共施設の充実

(７)住環境

(８)交通の便

(９)買い物の便利さ

(10)就業機会の多さ

(11)交通事故・犯罪の少なさ

(12)災害への備え

(13)自然環境の豊かさ

(14)魚などの地場産品の豊かさ

(15)歴史・文化資源の豊かさ

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答
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図 「焼津市の都市環境等の満足度」に関する回答（R２） 

  

12.5

7.9

6.7

9.7

5.4

6.3

10.7

7.7

15.8

1.9

6.8

5.2

17.4

33.1

8.3

61.5

39.7

37.4

40.8

33.8

34.6

50.7

31.9

48.0

16.7

40.9

31.4

54.7

49.8

39.0

8.7

10.3

14.3

25.4

19.2

24.8

18.4

28.8

20.1

21.7

16.8

26.1

11.9

6.9

14.4

3.1

3.5

5.7

12.3

8.8

12.5

9.2

24.3

12.2

11.8

5.4

13.5

4.1

1.8

2.6

12.7

36.2

33.5

10.2

30.8

19.6

8.8

5.9

2.5

45.1

28.1

21.7

10.4

7.2

34.5

1.5

2.4

2.4

1.6

1.9

2.2

2.2

1.4

1.4

2.8

1.9

2.1

1.5

1.1

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(１)人の親切や人情味

(２)子育てのしやすさ

(３)教育環境

(４)医療機関の充実

(５)福祉の充実

(６)公共施設の充実

(７)住環境

(８)交通の便

(９)買い物の便利さ

(10)就業機会の多さ

(11)交通事故・犯罪の少なさ

(12)災害への備え

(13)自然環境の豊かさ

(14)魚などの地場産品の豊かさ

(15)歴史・文化資源の豊かさ

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答
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図 「焼津市の都市環境等の満足度」に関する回答（R6） 

 

  

15.7

8.3

5.4

11.2

5.6

6.7

15.1

10.0

19.0

2.2

7.6

4.8

5.2

18.7

33.4

10.8

61.8

36.7

36.2

41.1

34.8

38.9

48.5

32.2

46.5

16.6

40.4

34.5

33.5

55.6

50.4

39.8

6.8

9.1

14.1

24.6

19.1

22.7

16.5

27.8

18.4

19.9

24.6

21.4

23.3

11.4

5.1

12.0

3.7

3.2

5.4

13.5

7.7

11.8

8.8

23.4

11.8

11.1

10.6

8.4

12.6

3.1

3.0

3.0

10.6

40.8

37.2

8.5

31.4

18.4

9.2

5.9

3.2

47.9

15.6

29.8

23.8

9.6

7.3

33.8

1.5

1.8

1.8

1.0

1.4

1.5

1.9

0.7

1.1

2.2

1.1

1.1

1.6

1.6

0.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(１)人の親切や人情味

(２)子育てのしやすさ

(３)教育環境

(４)医療機関の充実

(５)福祉の充実

(６)公共施設の充実

(７)住環境

(８)交通の便

(９)買い物の便利さ

(10)就業機会の多さ

(11)交通安全

(12)防犯対策

(13)災害への備え

(14)自然環境の豊かさ

(15)魚などの地場産品の豊かさ

(16)歴史・文化資源の豊かさ

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答
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【都市計画マスタープランに関係する項目を抜粋】 

①  住環境 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「焼津市の住環境」の満足度に関する回答（Ｈ30・Ｒ２・Ｒ６） 
 

②  交通の便 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「焼津市の交通の便」の満足度に関する回答（Ｈ30・Ｒ２・Ｒ６） 
 

③  買い物の便利さ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「焼津市の買い物の便利さ」の満足度に関する回答（Ｈ30・Ｒ２・Ｒ６） 
 

④  災害への備え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「焼津市の災害への備え」の満足度に関する回答（Ｈ30・Ｒ２・Ｒ６） 
 

9.1

10.7

15.1

48.7

50.7

48.5

18.4

18.4

16.5

9.0

9.2

8.8

10.7

8.8

9.2

4.1

2.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R2

R6

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答

13.1

15.8

19.0

45.3

48.0

46.5

21.6

20.1

18.4

14.5

12.2

11.8

2.7

2.5

3.2

2.7

1.4

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R2

R6

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答

7.7

7.7

10.0

31.0

31.9

32.2

28.7

28.8

27.8

25.8

24.3

23.4

4.1

5.9

5.9

2.8

1.4

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R2

R6

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答

5.2

5.2

5.2

31.9

31.4

33.5

24.2

26.1

23.3

13.9

13.5

12.6

21.9

21.7

23.8

2.8

2.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R2

R6

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答
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⑤  自然環境の豊かさ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「焼津市の自然環境の豊かさ」の満足度に関する回答（Ｈ30・Ｒ２・Ｒ６） 
 

⑥  歴史・文化資源の豊かさ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 「焼津市の歴史・文化資源の豊かさ」の満足度に関する回答（Ｈ30・Ｒ２・Ｒ６） 

 

比較結果 

焼津市の都市環境等の満足度のうち、都市計画マスタープランに関係する内容

の項目については、年々満足度が向上している傾向にあります。特に【住環境】

や【買い物の便利さ】、【自然環境の豊かさ】では「満足」「どちらかと言えば満

足」と回答している人が過半数を占めています。一方で、【交通の便】は「不満」

「どちらかと言えば不満」に感じている人の割合が過半数を占めており、改善が

必要と考えられます。 

 

  

16.0

17.4

18.7

52.7

54.7

55.6

13.0

11.9

11.4

4.0

4.1

3.1

11.2

10.4

9.6

3.2

1.5

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R2

R6

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答

8.8

8.3

10.8

37.0

39.0

39.8

14.3

14.4

12.0

4.5

2.6

3.0

32.7

34.5

33.8

2.7

1.3

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30

R2

R6

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満 分からない 無回答
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●災害に対して備えていること（Ｈ30：問 32 / Ｒ２：問 31 / Ｒ６：問 24） 

問：あなたのお宅では、災害に対し、以下の備えをしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「災害に対して備えていること」に関する回答（Ｈ30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「災害に対して備えていること」に関する回答（Ｒ２） 

 

 

  

①非常時の食料として 7日分以上を備えている 

②非常時の飲料水として 7 日分以上を備えている 

③大部分の家具類を固定している 

④消化用器具（消火器、水バケツ等）を備えている 

⑤簡易トイレなど汚物を処理できるものを備えている 

⑥災害時に避難する場所を決めている 

21.5

32.6

44.4

49.8

28.3

79.5

42.7

76.2

65.4

53.1

47.4

69.1

18.7

55.0

2.3

2.0

2.4

2.8

2.6

1.8

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

平均

している していない 無回答

24.1

34.6

42.0

47.7

33.7

82.7

44.1

74.2

64.3

56.0

50.5

64.8

16.0

54.3

1.7

1.1

2.0

1.8

1.5

1.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

平均

している していない 無回答



参考資料 

参 - 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「災害に対して備えていること」に関する回答（Ｒ６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「災害に対して備えていること」に関する回答（平均） 

 

比較結果 

災害に対する備えを実施している割合について、項目ごとにばらつきはあるも

のの、備えている割合の平均値は年々増加していることから、市民の災害に対す

る意識が高くなっていると考えられます。 

 

  

42.7

44.1

47.4

55.0

54.3

51.8

2.3

1.6

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H30 平均

R2 平均

R6 平均

している していない 無回答

26.3

43.5

40.7

43.7

48.9

81.4

47.4

72.6

55.7

58.5

55.4

50.5

17.8

51.8

1.1

0.8

0.8

0.9

0.6

0.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①

②

③

④

⑤

⑥

平均

している していない 無回答
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【参考】 平成 26 年度（現行計画策定時）市民意向調査 

（１） 調査の目的・設計 

①  調査の目的 

焼津市都市計画マスタープランの策定にあたり、現在及び将来の焼津市のまちづくりについて、

市民が日ごろ感じていること・考えていることを調査し、基礎資料として活用することを目的と

しています。 

②  調査対象及び抽出方法 

○調査対象：焼津市に居住する満 18 歳以上の市民 

○抽出方法：住民基本台帳をベースとした無作為抽出 

③  調査方法及び調査期間 

○調査方法：郵送による配布及び回収 

○調査期間：平成 26 年 10 月 24 日（金）～11 月７日（金）の２週間 

④  調査票配布数 

○調査票配布数：3,000 票 

⑤  回収結果 

 焼津市 

配布数（Ａ） 3,000 

回収数（Ｂ） 1,829 

有効回収数（Ｃ） 1,821※1

回収率（Ｅ＝Ｃ／Ａ） 約 60.7％ 

※１…回答辞退：８通 

（２） 調査結果の概要 

市民意向調査において、現在の焼津市の印象・イメージについてお聞きしたところ、「活気やに

ぎわいが足りない」が最も多く、「産業が衰退している」、「自然環境が豊かだ」、「街並み（景観）

が雑然としている」と続いています。 

また、将来の焼津市のまちづくりで重視すべき点についてお聞きしたところ、「津波・地震・風

水害などの自然災害から命を守るまちづくり」が突出して最も多く、「医療・福祉環境が充実し

た、高齢者や障害者にやさしいまちづくり」、「安定した雇用と活発な経済活動を生み出す、多様

な産業が発展するまちづくり」、「安心して子どもを産み、育てることができるまちづくり」と続

いています。 

ここでは、以上の結果を総合的に踏まえ、将来のまちづくりの基本的考え方である「①誰もが

安心して生き生きと暮らせるまちづくり」、「②活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづく

り」、「③環境にやさしいまちづくり」、「④自然災害に強いまちづくり」それぞれに関する、代表

的な市民意向調査結果を紹介します。  
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            図 39.現在の焼津市の印象・イメージ（市民意向調査 問 11 の結果より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 40.将来の焼津市のまちづくりで重視すべき点（市民意向調査 問 27 の結果より）

件数

116

193

214

361

239

109

39

87

235

511

338

108

58

26

64

690

108

42

19

54

3,611

複数回答

無回答

１９．その他

１６．津波・地震・風水害などの自然災害から命

を守るまちづくり

１７．美しい風景や周辺環境と調和した街並みな

ど、良好な景観を保全・形成するまちづくり

１８．歴史や伝統を守り、後世に伝えるまちづく

り

１３．公園や遊び場が暮らしの身近にあるまち

づくり

１４．温室効果ガス（二酸化炭素）の排出を削

減する、地球環境にやさしいまちづくり

１５．生活排水・産業排水を適切に処理する衛

生的なまちづくり

計

選択肢

１．緑豊かでうるおいのある住環境を形成・保

全するまちづくり

２．中心市街地が多くの市民や来訪者でにぎ

わうまちづくり

３．身近な商店街で、日常生活に必要な買い

物ができるまちづくり

４．安定した雇用と活発な経済活動を生み出

す、多様な産業が発展するまちづくり

５．港と連携した産業基盤（生産・加工・流通）の充

実により、人が集い・にぎわうまちづくり

６．優良な農地の保全と、使われていない農地

を活用するまちづくり

７．幹線道路ネットワークが充実した、自動車

による移動が便利なまちづくり

８．暮らしに身近な生活道路の安全性を高める

まちづくり

９．歩きやすく公共交通機関も便利な、自動車

に依存しなくても暮らせるまちづくり

１０．医療・福祉環境が充実した、高齢者や障

害者にやさしいまちづくり

１１．安心して子どもを産み、育てることができ

るまちづくり

１２．海や河川の水辺、緑豊かな山並み、社寺林な

ど、今ある自然環境を守り、活かすまちづくり

6.4%

10.6%

11.8%

19.8%

13.1%

6.0%

2.1%

4.8%

12.9%

28.1%

18.6%

5.9%

3.2%

1.4%

3.5%

37.9%

5.9%

2.3%

1.0%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40%

件数

589

206

536

347

51

1,000

126

225

188

474

89

792

216

223

74

581

422

294

73

63

6,569

複数回答

６．活気やにぎわいが足りない

７．働きやすい

８．働きにくい

９．まちの「顔」がある

１０．まちの「顔」がない

１１．産業が活発だ

選択肢

１．自然環境が豊かだ

２．自然環境が少ない

３．生活に便利だ

４．生活に不便だ

５．活気やにぎわいがある

１８．人と人とのつながりが希薄

１９．その他

無回答

計

１２．産業が衰退している

１３．歴史や伝統・文化が優れている

１４．歴史や伝統・文化に乏しい

１５．街並み（景観）が整っている

１６．街並み（景観）が雑然としている

１７．人と人とのつながりが強い

32.3%

11.3%

29.4%

19.1%

2.8%

54.9%

6.9%

12.4%

10.3%

26.0%

4.9%

43.5%

11.9%

12.2%

4.1%

31.9%

23.2%

16.1%

4.0%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

④自然災害に 

強いまちづくり 

①誰もが安心して

生き生きと暮ら

せるまちづくり 

②活力ある産業と活

発な交流を生み出

すまちづくり 

③環境にやさしい 

まちづくり 

→代表的な市民意向
調査結果は、P118
参照 

→代表的な市民意向
調査結果は、P117
参照 

→代表的な市民意向
調査結果は、P116
参照 

→代表的な市民意向
調査結果は、P119
参照 
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①「誰もが安心して生き生きと暮らせるまちづくり」に関連する市民意向・意見 

市民意向調査結果によると、近年増加傾向がみられる空き地・空き家の利活用方策として、「子育

てや高齢者福祉の場として利活用する」が約 41.5％と突出して最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41.「誰もが安心して生き生きと暮らせるまちづくり」に関する現状・課題（P12 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 42.空き地・空き家の利活用方策（市民意向調査 問 19 の結果より） 

  

15.7% 41.5% 24.0% 13.6% 5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域の交流の場として利活用する

子育てや高齢者福祉の場として利活用する

他地域・他地区からの住み替えの場として利活用する

飲食店、店舗、宿泊施設等ビジネスの場として利活用する

無回答



参考資料 

参 - 59 

②「活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづくり」に関連する市民意向・意見 

市民意向調査結果によると、土地の使い方や建築物の建て方に関する必要な取組として、「いろ

いろな用事を一か所で済ませられるよう、商業・医療・福祉・子育て・行政サービスなどの機能

を、中心市街地や、地域の一定の範囲にまとめて立地する」が約 47.1％と突出して最も多くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 43.「活力ある産業と活発な交流を生み出すまちづくり」に関する現状・課題（P13 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 44.土地の使い方や建築物の建て方に関する必要な取組（市民意向調査 問 18の結果より） 

  

47.1% 26.3% 11.0% 9.3% 6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

いろいろな用事を一か所で済ませられるよう、商業・医療・福祉・子育て・行政サービスなどの機能を、中

心市街地や、地域の一定の範囲にまとめて立地する

市全体の人口が減少する中であっても、人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続するよう、

地域の一定の範囲において居住を促進する

道路、公園、下水道などの整備費用が必要以上に増大しないよう、一定規模以上の住宅地開発を制限する

良好な住環境や自然環境等に影響が出ないよう、大規模な集客施設の立地を制限する区域を設ける

無回答



焼津市都市計画マスタープラン 

参 - 60 

③「環境にやさしいまちづくり」に関連する市民意向・意見 

市民意向調査結果によると、良好な景観の保全・形成に関する規制・ルールの必要性につい

て、「どちらかといえば必要だと思う」が約 37.0％と最も多くなっており、「必要だと思う」の約

32.6％を含めると、全体の約 70％が何らかの規制・ルールが必要と感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 45.「環境にやさしいまちづくり」に関する現状・課題（P14 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46.良好な景観の保全・形成に関する規制・ルールの必要性（市民意向調査 問 26の結果より） 

  

32.6% 37.0% 10.5% 5.9% 10.8% 3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ではないと思う 必要ではないと思う

どちらともいえない 無回答



参考資料 

参 - 61 

④「自然災害に強いまちづくり」に関連する市民意向・意見 

市民意向調査結果によると、防災・減災対策に関する重要な取組として「津波による浸水や河

川の氾濫を防ぐための、防災施設の整備」が約 47.4％と突出して最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 47.「自然災害に強いまちづくり」に関する現状・課題（P15 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48.防災・減災対策に関する重要な取組（市民意向調査 問 24の結果より） 

 

 

  

12.6% 25.3% 10.0% 47.4% 4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

効果的な防災訓練や避難所運営訓練などによる、地域の自主防災力の強化

土砂や津波の災害の危険の恐れがあるところでの、土地利用の見直し

地震による倒壊や火災による延焼を防ぐための、建築物の耐震対策・不燃化

津波による浸水や河川の氾濫を防ぐための、防災施設の整備

無回答



焼津市都市計画マスタープラン 

参 - 62 

５｜焼津未来デザイン 

（１） 焼津未来デザインとは 

未来の本市をとりまく社会状況等を予測し、目指すべき「まちの姿や状態」、「人の生活の様

子」等を未来像として示すものです。 

焼津未来デザインは、概ね 20 年後の未来像であり、総合計画基本計画の策定等、今後の本市の

まちづくりに関する施策展開においては、焼津未来デザインで示す未来像を具現化することを目

指して、施策や取組を検討・実施することとしています。 

焼津未来デザインは、市域全体の未来像を示す「グランドデザイン」と、市内９地域ごとの未

来像を示す「地域未来デザイン」で構成されています。 

（２） 都市計画マスタープラン地域別構想への反映 

地域未来デザインは、地域ごとに現状や住民意向を踏まえて将来に向けて魅力的で住みよい地

域をデザインしていくための考え方が示されています。 

都市計画マスタープランの地域別構想の改定においては、地域未来デザインのコンセプト、未

来イメージ像等を反映しています。 

（３） 対象地域 

【対象地域】 

 

 

 

都市 MP における 

対象地域 

（11地区） 

未来デザインに

おける対象地域 

（９地区） 

東益津 東益津地域 

大村 大村地域 

焼津 焼津地域 

小川 小川地域 

豊田 豊田地域 

港 港地域 

大富 大富地域 

和田 和田地域 

大井川東 

大井川地域 大井川西 

大井川南 

図 都市計画マスタープランの地域区分


